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１ 計画策定の趣旨 

平成 12 年度より展開されてきた国民健康づくり運動「健康日本 21」は、壮年期死亡

の減少、健康寿命の延伸、生活の質の向上を目的として、健康を増進し発症を予防する

「一次予防」を重視した取組が推進されてきました。 

平成 25 年度から令和５年度までの「21 世紀における第二次国民健康づくり運動（健

康日本 21（第二次））」（以下、「健康日本 21（第二次）」という。）では、引き続き、生活

習慣病の一次予防に重点を置くとともに、合併症の発症や症状進展などの重症化予防を

重視した取組を推進してきました。 

令和６年度からは、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針（令

和５年厚生労働省告示。以下、「基本方針」という。）に基づき、「21世紀における第三次

国民健康づくり運動（健康日本 21（第三次））」（以下、「健康日本 21（第三次）」という。）

が開始されますが、その推進に当たっては、これまでの取組の変遷に留意しつつ、新た

な健康課題や社会背景、国際的な潮流等を踏まえながら取り組んでいくために、以下の

四つの基本的な方向が示されました。 

（１）健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

（２）個人の行動と健康状態の改善 

（３）社会環境の質の向上 

（４）ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり 

また、健康日本 21（第二次）では、実行可能性のある目標をできるだけ少ない数で設

定するとの考え方から 53 項目が設定され、健康日本 21（第三次）においてもこの考え

を踏襲し、全体で健康日本 21（第二次）と同程度の 50項目程度としています。 

平川市では、平成 20年３月に、健康日本 21の取組を法的に位置付けた健康増進法に

基づき「健康ひらかわ 21」を策定し、平成 25年３月には、健康日本 21（第二次）に基

づき「第２次健康ひらかわ 21」を策定しました。 

また、平成 27年度に「健康づくり宣言」を行い「平川市いきいき健康長寿のまちづく

り条例」を施行し、市民、関係団体と平川市が一体となって「健康長寿青森県ナンバー

ワン」を目指し、健康づくりの取組を推進してきました。 

今回示された「健康日本 21（第三次）の基本的な方向及び目標項目については、図表

１のように考え、これまでの取組の評価及び新たな健康課題などを踏まえ、「第３次健康

ひらかわ 21」を策定します。 
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図表１ 健康日本 21（第三次）の基本方針と目標項目 

胎児（妊婦） ０才 １８才 ２０才 　　　４０才 ６５才 ７５才
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・

　

家

庭

出生 乳幼児期 壮年期青年期妊娠 高齢期

働く世代(労働者)

学童期

生涯における各段階 (あらゆる世代)

□睡眠で休養がとれている者の増加

□睡眠時間が十分に確保できている者の増加

□週労働60時間以上の雇用者の減少

□バランスの良い食事をとっている者の増加 □野菜摂取量の増加

□食塩摂取量の減少 □果物摂取量の改善

□高血圧の改善

□脂質（LDL-コレステロール）高値の者の減少

□地域の人々とのつながりが強いと思う者の増加

□社会活動を行っている者の増加

□地域で共食している者の増加

□日常生活における歩数の増加

□運動習慣者の増加

□がん検診の受診率の向上

□健康寿命の延伸

□健康格差の縮小

母子保健法

介護保険法

食育基本法 労働安全衛生法

□児童・生徒における

肥満傾向児の減少

□がん年齢調整死亡率の減少

□脳血管疾患・心疾患の年齢調整

死亡率の減少

□生活習慣病（NCDs）のリスクを高める量を飲酒している者の割合の減少

□適正体重を維持している者の増加

（肥満、若年女性のやせの減少）

死亡

□歯周病を有する者の減少

□よく噛んで食べることのできる者の増加

□歯科検診の受診者の増加

学校保健安全法 高齢者の医療の確保に関する法律

ライフステー

取り組み主体

□メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少

□特定健診の実施率の向上 □特定保健指導の実施率の向上

□（再掲）低栄養傾向の高齢者の割合の減少

□妊娠中の喫煙をなくす

□20歳未満の者の飲酒をなくす

□20歳未満の者の喫煙をなくす □喫煙率の減少

□糖尿病合併症（糖尿病性腎症）の減少

□治療継続者の割合の増加

□血糖コントロール不良者の減少

□糖尿病有病者の増加の抑制

□COPDの死亡率の減少

□スマート・ライフ・プロジェクト活動企業・団体の増加

□健康経営の推進

□利用特性に応じた食事提供をしている特定給食施設の増加

□必要な産業保健サービスを提供している事業場の増加

□「健康的で持続可能な食環境づくりのための戦略的イニシアチブ」の推進

□「居心地がよく歩きたくなる」まちなかづくりに取り組む市町村数の増加

□望まない受動喫煙の機会を有する者の減少

□骨粗鬆症検診受診率の向上

□心理的苦痛を感じている者の減少
□ロコモティブシンドロームの減少

□メンタルヘルス対策に取り組む事業場の増加

□心のサポーター数の増加

□がん年齢調整罹患率の減少

□運動やスポーツを習慣的に

行っていないこどもの減少

□（再掲）社会活動を行っている高齢者の増加

 

（51項目） 

https://d.docs.live.net/65494f10efd368ed/デスクトップ/231218富士商事送付用1/231127_使用データ①（P.3～25）.xlsx
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参考 国が示す基本的な方向の概略 

 

「全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現」というビジョン実

現のため、基本的な方向を①健康寿命の延伸・健康格差の縮小、②個人の行動と健康状態

の改善、③社会環境の質の向上、④ライフコースアプローチを踏まえた健康づくりの四つ

とします。それぞれの関係性は図表２のとおりです。 

 

（１）健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

 

全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現のため、個人の行

動と健康状態の改善に加え、個人を取り巻く社会環境整備やその質の向上を通じて、

健康寿命の延伸及び健康格差の縮小を実現します。 

 

（２）個人の行動と健康状態の改善 

 

国民の健康増進を推進するに当たって、栄養・食生活、身体活動・運動、休養・睡

眠、飲酒、喫煙、歯・口腔の健康に関する生活習慣の改善（リスクファクターの低減）

に加え、こうした生活習慣の定着等によるがん、生活習慣病（ＮＣＤｓ：非感染性疾

患）（以下、「生活習慣病」という。）の発症予防、合併症の発症や症状の進展等の重症

化予防に関して引き続き取組を進めていきます。 

 

（３）社会環境の質の向上 

 

健康日本 21（第二次）の期間中の動向を踏まえ、関係省庁とも連携しつつ、取組を

進めます。 

就労、ボランティア、通いの場等の居場所づくりや社会参加の取組に加え、各人が

より緩やかな関係性も含んだつながりを持つことができる環境整備やこころの健康を

守るための環境整備を行うことで、社会とのつながり・こころの健康の維持及び向上

を図ります。 

健康な食環境や身体活動・運動を促す環境をはじめとする自然に健康になれる環境

づくりの取組を実施し、健康に関心の薄い者を含む幅広い対象に向けた健康づくりを

推進します。 

誰もがアクセスできる健康増進の基盤のための整備として、保健・医療・福祉等へ

のアクセスの確保に加え、ＰＨＲ（パーソナル・ヘルス・レコード）をはじめとする

自らの健康情報を入手できるインフラ整備、科学的根拠に基づく健康に関する情報を

入手・活用できる基盤の構築や周知啓発の取組を行うとともに、多様な主体が健康づ

くりに取り組むよう促します。 
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（４）ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり 

 

社会がより多様化することや人生 100年時代が本格的に到来することを踏まえれば、

（１）から（３）に掲げる各要素を様々なライフステージ（乳幼児期、青壮年期、高

齢期等の人の生涯における各段階）において享受できることがより重要であり、各ラ

イフステージに特有の健康づくりについて、引き続き取組を進めます。 

加えて、現在の健康状態は、これまでの自らの生活習慣や社会環境等の影響を受け

る可能性や次世代の健康にも影響を及ぼす可能性があります。これらを踏まえ、ライ

フコースアプローチ（胎児期から高齢期に至るまでの人の生涯を経時的に捉えた健康

づくり）について、健康づくりに関する計画等とも連携しつつ、取組を進めます。 

 

図表２ 健康日本 21（第三次）の概念図 
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２ 計画の性格 

この計画は、平川市長期総合プランを上位計画とし、市民の健康増進を図るための基

本的事項を示し、推進に必要な方策を明らかにするものです。 

この計画の推進に当たっては、「健康日本 21（第三次）の推進を図るための基本的な

方針」を参考とします。また、保健事業の効率的な実施を図るため、「平川市国民健康保

険保健事業実施計画（データヘルス計画）・特定健康診査等実施計画」と一体的に策定し、

医療保険者として実施する保健事業と事業実施者として行う健康増進事業との連携を図

ります。同時に、今回の目標項目に関連する法律及び各種計画との十分な整合性を図る

ものとします。（図表３） 

 

 図表３ 関連する法律及び計画 

法  律 青森県が策定した計画 平川市が策定した計画 

健康増進法 健康あおもり 21 健康ひらかわ 21 

子ども・子育て支援法 
のびのびあおもり子育てプ

ラン 

平川市子ども・子育て支援事

業計画 

食育基本法 青森県食育推進基本計画 平川市食育推進計画 

高齢者の医療の確保に

関する法律 

青森県医療費適正化計画 

青森県保健事業実施計画

（データヘルス計画） 

平川市国民健康保険保健事業

実施計画（データヘルス計

画）・特定健康診査等実施計画 

がん対策基本法 青森県がん対策推進計画 － 

歯科口腔保健の推進に

関する法律 

健康あおもり 21（歯・口腔

の健康分野） 
－ 

介護保険法 
あおもり高齢者すこやか自

立プラン 

平川市介護保険事業計画・高

齢者保健福祉計画 

自殺対策基本法 
いのち支える青森県自殺対

策計画 
平川市自殺対策計画 

 

３ 計画の期間 

この計画の目標年次は令和 16年度とし、計画の期間は令和６年度から令和 17年度ま

での 12年間とします。なお、令和 11年度を目途に中間評価及び見直しを行います。 

 

４ 計画の対象 

この計画は、乳幼児期から高齢期までのライフステージに応じた健康増進の取組を推

進するため、全市民を対象とします。
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１ 市の概要 

（１）位 置 

 

平川市は青森県南部、津軽平野の南東部に位置し、東西約 31km、南北約 25km、総面

積は 346.01㎢で、県内では７番目の規模、県域の約 3.6％を占める広さです。隣接し

ている市町村は、東は十和田市、秋田県小坂町、西は平川を隔てて弘前市、大鰐町と

接し、北は青森市、黒石市、田舎館村、南は秋田県大館市に接しています。 

 

（２）地 勢 

 

東に南八甲田連峰、西に岩木山の雄大な自然が広がる津軽平野の一部で、農業に適

した肥沃な土壌を利用し、平坦地は水田、それを取り巻く丘陵地帯ではりんごの栽培

が主となっており、標高 500ｍ位の地域では、夏季冷涼な気候を利用した高冷地野菜

の栽培が行われております。 

また、八甲田･十和田火山群の一部に属した山間地で形成されているため、平川市の

総面積の約７割が山林によって占められており、このうちの約８割が国有林となって

います。 

 

（３）気 候 

 

日本海側に特徴的な日本海側気候に属し、四季の変化がはっきりしていますが、地

形の影響により地域によって気象に大きな差がみられます。夏季は比較的温暖で、冬

季は季節風の影響を受け、雪の日が多くみられます。津軽地域においては、山間地で

は雪が多く、平坦地では雪が少ない地域に属します。 

 

（４）沿 革 

 

旧石器時代・縄文時代から近世にわたる遺跡が各所にあり、いたるところで先人の

足跡がうかがわれます。発掘調査の結果、この地域における稲作文化はおよそ２千年

前より今日に伝えられており、古来より肥沃な穀倉地帯として栄え、発展してきた経

緯があります。  

これまで度重なる町村合併を繰り返し、平成 18年１月１日に、平賀町、尾上町、碇

ヶ関村の２町１村の合併により、県内で 10 番目の市として「平川市」が誕生しまし

た。 
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２ 健康に関する概況 

図表４ 健康に関する概況 

－ － －

12.1% 10.6% 10.7%

59.2% 55.5% 54.0%

28.7% 33.9% 35.3%

14.8% 17.3% 18.5%

全国47位 全国ワースト73位

全国47位 全国ワースト18位

死亡率
(10万対)

死亡率
(10万対)

死因 人数 死亡率
(10万対)

310.7 422.3 悪性新生物 143 人 472.2

174.9 231.1 心疾患 71 人 234.5

123.8 148.1 老衰 41 人 135.4

85.2 123.0 脳血管疾患 26 人 85.9

59.6 91.9 肺炎 25 人 82.6

8.7% 8.8% 8.8%

11.2% 11.8% 9.9%

Ｒ３年人口動態調査 6.0% 5.9% 7.9%

18.9% 17.9% 18.5%

再掲）75歳以上 16.8% 15.8% 31.4%

再掲）65歳～74歳 2.1% 2.1% 4.4%

0.4% 0.4% 0.5%

うち脳血管疾患
割合（/２号認定者）

61.7%

割合 割合 割合

－ － －

(再掲)　前期高齢者 45.1% 47.9% 45.7%

加入率（年度末）

一人当たり 一人当たり 一人当たり

394,729円 377,763円 361,982円

(再掲)　前期高齢者 532,479円 472,011円 459,015円

(再掲)　70歳以上 579,272円 515,679円 522,265円

人工透析患者
Ｒ４年度末

3.0

自立支援医療（更生医
療）意見書 43.3%

受診率 受診者数 受診率 全国順位 受診者数 受診率 全県順位

36.4% 75,339人 35.2% 32 位 2,493人 43.8% 15 位

実施率 終了者数 実施率 全国順位 終了者数 実施率 全県順位

27.9% 2,884人 40.6% 14 位 129人 46.2% 15 位

6.6 5.4 5.6

低出生体重児出生割合
(出生百対) － 9.1 12.4

極低出生体重児出生割合
(出生百対) － 0.7 1.2

平均寿命
厚生労働省

R2年

79.27歳

126,146,099人 1,237,984人 30,567人

14,955,692人 129,112人 3,282人

72,922,764人 676,167人 16,504人

79.8歳

86.33歳

10,777人

18,248,742人 210,338人 5,649人

65歳以上

15歳～64歳

0歳～14歳

総人口

女　性

男　性

項　　　目 全国 青森県 平川市

R3年度
介護保険

事業状況報告

(平川市はR4年度)

1号認定者数／１号被保険者
 に対する割合

※通常比較する認定率
6,765,995人

8,901人

人口構成

R2年
国勢調査

3

介護保険

透析患者数/人口千対 90人

糖尿病性腎症/割合 39人

110,447,321

1,644,652

38,591,354 972,979

特定健診
受診者数

6,494,668人

特定保健指導
終了者数

医療費総額
（千円）

医療費 医療費 医療費

10,260,489,720

6,258,592,610

3,828,321,254

208,391人

2,840,833

64,493,719

5

25,368,672人 285,122人 7,618人

11,453,746人 136,636人 3,478人

R3年度
国民健康保険

事業年報

医療費

被保険者数
人数 人数 人数

7

出生
出生数 811,622人 6,513人 170人

出生率(千対)

Ｒ3年

人口動態調査

6

特定健診
特定保健指導

Ｒ３年度
特定健診・特定保健指

導実施結果集計表

Ｒ3年
人口動態調査

肺炎

老衰 老衰

肺炎

4

加入者（年度平均）

29人

医療費総額（千円）

735,225人

2号認定者数／
2号人口に対する割合

129,740人 1,499人 47人

第5期保険料額（月額）

218人

第１号被保険者
１件当たり介護給付費

一人当たり医療費

後期高齢者医療

R3年度後期高齢者
医療事業状況報告 17,076,253,623

75,245人

66,344人 1,719人

21人

１ 35,335,805人 412,943人

86.0歳

82,832人 1,086人

42,355人 561人 19人

認定者数（Ｒ４年度末）

脳血管疾患 脳血管疾患２

死亡
順位 死因 死因

悪性新生物

心疾患

早世予防からみ
た死亡

(65歳未満)

合  計 125,187人

５位

４位

３位

２位

１位

87.60歳

81.56歳

1,984人76,744人6,895,735人

6,014円

(再掲)75歳以上

1,647人

心疾患

悪性新生物

40人

1,937人

6,012,770人

－ －

女  性

男  性

国保

R3年度
国民健康保険

事業年報

KDB地域の全体像

20.4% 24.0% 25.1%

940,512円

18,156,340人

170,181,399

811,423円

209,732人

4,277,449

792,561円

5,418人

－－

83,562円72,200円70,503円

6,800 円6,672円
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（１）人口構成 

 

令和２年の国勢調査をみると、平川市の人口は 30,567人となり、平成 27年の 32,106

人から 1,539人減少しています。（図表５） 

高齢化率は、平成 27年には 31.4％でしたが、令和２年には 35.3％と、５年間で 3.9

ポイント高くなっており、全国（28.7％）や青森県（33.9％）に比べて高齢化が進展

しています。（図表５）また、75歳以上の後期高齢化率においても、全国や青森県より

高くなっています。（図表４）その要因として、64歳以下の人口が平成 27年から令和

２年までの５年間に 2,235 人減少しているのに対し、65 歳以上の人口は、同期間で

696人増加していることがあげられます。 

生産年齢人口（15歳から 64歳まで）、年少人口（0歳から 14歳まで）ともに総人口

に占める割合が減少傾向にあります。今後は、国立社会保障・人口問題研究所の推計

によると、さらに少子高齢化が進行すると予測されています。（図表５） 

 

図表５ 平川市の人口の推移と推計 

3,634人 3,282人 3,012人 2,711人 2,415人 2,161人 1,909人

7,461人
6,396人

5,452人
4,861人

4,333人
3,815人

3,407人

10,926人

10,108人

9,403人

8,586人

7,841人

6,873人

5,896人

4,667人

5,128人
4,510人

3,959人

3,600人

3,533人

3,509人

5,418人

5,653人

5,861人
6,128人

6,070人

5,831人

5,433人

31.4%

35.3%

36.7%

38.4%

39.9%

42.2%

44.4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0人

5,000人

10,000人

15,000人

20,000人

25,000人

30,000人

35,000人

H27年 R2年 R7年 R12年 R17年 R22年 R27年

75歳以上

65歳～74歳

40歳～64歳

15歳～39歳

14歳以下

高齢化率

出典：平成 27年、令和２年 国勢調査 

令和７年～令和 12年 国立社会保障・人口問題研究所（平成 30年推計） 
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（２）死亡 

 

平川市の令和３年の主要死因は、悪性新生物や心疾患は全国、青森県に比べて高く、

脳血管疾患は全国より高い状況です。（図表４） 

主要死因の変化を平成 27 年と比較すると、生活習慣病である悪性新生物、心疾患、

脳血管疾患の全死亡に占める割合の合計は、平成 27 年は 53.4％でしたが、令和３年

には 52.7％と減少しているものの、全体の半数を占めています。（図表６） 

また、それぞれの年齢調整死亡率（悪性新生物は 75歳未満の年齢調整死亡率）は、

脳血管疾患の男女、虚血性心疾患の男性は大きく減少しましたが、悪性新生物は 0.6

ポイントの減少にとどまりました。 

高齢化の進展に伴い、令和３年には死因の３位が老衰となり、老衰での死亡割合が

上昇しています。（図表６） 

また、早世死亡（65 歳未満）の減少については、平成 27 年と比較すると、男性は

割合が増え、全国の中の順位を大きく上げたのに対し、女性は割合が減り、全国の中

の順位を大きく下げる結果となっています。（図表７） 

 

図表６ 平川市の主要死因の変化 

死因 死亡者数 死亡率
全死亡に
占める
割合

年齢調整
死亡率
（※）

死因 死亡者数 死亡率
全死亡に
占める
割合

年齢調整
死亡率
（※）

1位
悪性

新生物
135人 420.5 28.3%

96.7
(75歳未満)

悪性
新生物

143人 472.2 31.4%
96.1

(75歳未満)

2位 心疾患 77人 239.8 16.1%
男　37.2
女　8.7

(虚血性心疾患)

心疾患 71人 234.5 15.6%
男　21.0
女　8.1

(虚血性心疾患)

3位 肺炎 63人 196.2 13.2% 老衰 41人 135.4 9.0%

4位
脳血管
疾患

43人 133.9 9.0%
男　58.8
女　25.5

脳血管
疾患

26人 85.9 5.7%
男　46.2
女　22.2

5位 老衰 23人 71.6 4.8% 肺炎 25人 82.6 5.5%

全体 - 477人 1485.7
(人口10万対)

- - - 484人 1585.9
(人口10万対)

- -

順位

H27年 R3年

 
※ 年齢調整死亡率：平成 27 年分は平成 26 年から平成 28 年までの３年間、令和３年分は令
和２年から令和４年までの３年間 

出典：厚生労働省人口動態統計 
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図表７ 65歳未満の死亡の割合 

1 沖縄 23.1 沖縄 19.0 沖縄 12.4 沖縄 10.5

2 東京 15.9 平川市 14.9 埼玉 9.6 埼玉 8.0

3 茨城 15.7 東京 13.8 神奈川 9.4 東京 7.8

4 埼玉 15.7 神奈川 13.3 平川市 9.1 神奈川 7.6

5 青森 15.6 埼玉 13.1 千葉 9.0 千葉 7.3

6 栃木 15.6 青森 12.8 北海道 8.7 大阪 7.2

7 宮城 15.6 千葉 12.7 東京 8.6 愛知 7.1

8 神奈川 15.5 栃木 12.7 栃木 8.5 茨城 6.8

9 千葉 15.5 宮城 12.3 愛知 8.4 栃木 6.7

10 福岡 15.2 茨城 12.2 大阪 8.4 北海道 6.7

11 大阪 15.1 大阪 12.0 茨城 8.0 福岡 6.6

12 長崎 14.7 福岡 12.0 福岡 7.9 宮城 6.4

13 鹿児島 14.6 鹿児島 11.9 青森 7.8 ★全国 6.4

14 福島 14.4 愛知 11.8 ★全国 7.6 兵庫 6.3

15 ★全国 14.3 福島 11.8 兵庫 7.5 奈良 6.2

16 宮崎 14.2 長崎 11.8 宮城 7.3 静岡 6.1

17 岩手 14.1 ★全国 11.7 群馬 7.3 滋賀 6.1

18 愛知 14.1 北海道 11.5 滋賀 7.3 青森 6.1

19 北海道 14.0 佐賀 11.4 奈良 7.1 香川 5.7

20 佐賀 13.9 宮崎 11.2 静岡 7.0 群馬 5.7

21 愛媛 13.8 広島 11.2 宮崎 6.9 岐阜 5.7

22 兵庫 13.5 兵庫 11.1 岐阜 6.9 京都 5.6

23 静岡 13.5 熊本 10.9 京都 6.8 宮崎 5.6

24 鳥取 13.4 滋賀 10.9 岩手 6.8 広島 5.6

25 群馬 13.4 山梨 10.8 山梨 6.8 岩手 5.6

26 秋田 13.4 岩手 10.8 広島 6.7 福島 5.5

27 滋賀 13.3 京都 10.8 福島 6.7 長崎 5.5

28 石川 13.1 三重 10.7 佐賀 6.6 三重 5.3

29 広島 13.1 愛媛 10.7 長崎 6.5 愛媛 5.2

30 新潟 13.1 静岡 10.7 秋田 6.5 石川 5.2

31 三重 13.0 群馬 10.6 鹿児島 6.4 佐賀 5.1

32 香川 12.9 石川 10.4 三重 6.4 鹿児島 5.1

33 熊本 12.8 和歌山 10.4 熊本 6.3 徳島 5.1

34 奈良 12.7 鳥取 10.4 愛媛 6.3 熊本 5.1

35 徳島 12.6 山形 10.2 石川 6.2 秋田 5.1

36 岡山 12.4 新潟 10.1 徳島 6.2 山梨 5.1

37 山梨 12.4 徳島 10.1 大分 6.0 平川市 5.0

38 高知 12.4 福井 10.0 山口 6.0 高知 5.0

39 京都 12.3 高知 9.9 富山 5.9 山形 5.0

40 和歌山 12.3 香川 9.8 和歌山 5.9 長野 5.0

41 平川市 12.1 岡山 9.8 香川 5.8 福井 4.9

42 岐阜 12.1 奈良 9.7 岡山 5.8 岡山 4.9

43 山形 12.0 秋田 9.7 鳥取 5.8 新潟 4.8

44 山口 11.9 山口 9.7 新潟 5.7 和歌山 4.8

45 島根 11.6 大分 9.5 福井 5.7 富山 4.8

46 福井 11.6 富山 9.3 山形 5.6 山口 4.8

47 大分 11.6 岐阜 9.3 長野 5.2 鳥取 4.7

48 富山 11.5 島根 9.3 高知 5.1 大分 4.4

49 長野 11.4 長野 9.0 島根 4.7 島根 3.9

順位
H27年 R2年 H27年 R2年

男 女

 

出典：厚生労働省人口動態統計 
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（３）介護保険 

 

平川市の介護保険の認定率は、第１号被保険者は全国より低く、第２号被保険者は

全国や青森県より高くなっています。（図表４） 

平川市の令和４年度末の第１号被保険者の要介護（要支援）認定者数は、1,937 人

であり、平成 29 年度の 1,899 人と比べて 38 人増加し、認定率は 0.1％増加していま

す。（図表８） 

 

図表８ 平川市の第１号被保険者の要介護（要支援）認定者数の推移 

122人 130人 123人 136人 134人 146人

204人 234人 222人 230人 234人 226人

476人 441人 438人 421人 437人 434人

376人 398人 385人 408人 391人 388人

273人 276人
252人 257人 255人 267人

277人 265人
283人 265人 267人 293人

171人 192人
184人 197人 208人 183人

18.4% 18.5%
18.0% 18.1% 18.3% 18.5%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

0人

500人

1,000人

1,500人

2,000人

2,500人

H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

認定率（１号）

 

※ 数値は各年度末現在 

資料：市高齢介護課 

  

合計 1,899人 1,936人 1,887人 1,914人 1,926人 1,937人
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要介護（要支援）認定を受けた者の状況をみると、平川市は、全国に比べて第１号

被保険者の要介護３から要介護５までの重度認定者の割合の合計が 38.4％と高くな

っています。また、第２号被保険者は、全国や青森県に比べて要介護３から要介護５

までの重度認定者の割合の合計が 44.7％と高くなっています。特に、第２号被保険者

の認定者は、要介護４が全国より高く、重度認定率の高さにつながっています。（図表

９） 

また、第１号認定者の１件当たりの給付費は、全国や青森県に比べて高く、特に、

要介護３以上の１件当たりの給付費は高くなっています。（図表 10） 

介護保険の状況を年代別にみると、85歳を境に認定率が大幅に上昇しており、年齢

が上がるにつれ、要介護３から要介護５までの重度認定者の割合も高くなっています。

（図表 11） 

 

図表９ 要介護（要支援）認定者数の状況（令和４年度末） 

第１号被保険者

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２
（再掲）

軽度（要支援１

～要介護２）
要介護３ 要介護４ 要介護５

（再掲）

重度（要介護３

～要介護５）

972,852人 940,039人 1,424,784人 1,133,865人 4,471,540人 901,502人 869,867人 571,435人 2,342,804人

14.3% 13.8% 20.9% 16.6% 65.6% 13.2% 12.8% 8.4% 34.4%

6,780人 7,300人 15,784人 15,129人 44,993人 10,640人 11,192人 8,174人 30,006人

9.0% 9.7% 21.0% 20.2% 60.0% 14.2% 14.9% 10.9% 40.0%

146人 226人 434人 388人 1,194人 267人 293人 183人 743人

7.5% 11.7% 22.4% 20.0% 61.6% 13.8% 15.1% 9.4% 38 .4%

第２号被保険者

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２
（再掲）

軽度（要支援１

～要介護２）
要介護３ 要介護４ 要介護５

（再掲）

重度（要介護３

～要介護５）

11,970人 19,457人 21,259人 26,544人 79,230人 18,573人 16,316人 15,914人 50,803人

9.2% 15.0% 16.3% 20.4% 60.9% 14.3% 12.5% 12.2% 39.1%

112人 140人 252人 369人 873人 221人 204人 212人 637人

7.4% 9.3% 16.7% 24.4% 57.8% 14.6% 13.5% 14.0% 42.2%

3人 5人 12人 6人 26人 5人 11人 5人 21人

6.4% 10.6% 25.5% 12.8% 55.3% 10.6% 23 .4% 10.6% 44 .7%
平川市

青森県

全　国

区　分

平川市

青森県

全　国

区　分

 

資料：市高齢介護課 

 

図表 10 平川市の第１号認定者の１件当たりの給付費（令和４年度） 

全　国 青森県 平川市

59,662円 72,200円 83,562円

要支援１ 9,568円 9,794円 9,328円

要支援２ 12,723円 13,592円 12,326円

要介護１ 37,331円 40,360円 45,358円

要介護２ 45,837円 52,617円 58,692円

要介護３ 78,504円 88,126円 124,124円

要介護４ 103,025円 114,488円 140,905円

要介護５ 113,314円 121,631円 157,083円

区　分

１件当たり給付費

 

出典：ＫＤＢシステム 



 

14 

 

図表 11 平川市の要介護（要支援）認定状況（令和４年度末） 

２号

40歳～

64歳
1号計

65歳～

69歳

70歳～

74歳

75歳～

79歳

80歳～

84歳

85歳～

89歳
90歳以上

10,050人 10,655人 2,303人 2,701人 1,897人 1,513人 1,251人 809人

47人 1,937人 60人 158人 205人 365人 561人 588人

0.5% 18.2% 2.6% 5.8% 10.8% 24.1% 44.8% 72.7%

1 3人 146人 12人 19人 20人 29人 47人 19人

2 5人 226人 9人 18人 35人 42人 72人 50人

8人 372人 21人 37人 55人 71人 119人 69人

0.1% 3.5% 0.9% 1.4% 2.9% 4.7% 9.5% 8.5%

1 12人 434人 12人 33人 40人 95人 137人 117人

2 6人 388人 11人 43人 39人 74人 91人 130人

18人 822人 23人 76人 79人 169人 228人 247人

0.2% 7.7% 1.0% 2.8% 4.2% 11.2% 18.2% 30.5%

3 5人 267人 8人 13人 22人 47人 77人 100人

4 11人 293人 6人 23人 27人 52人 70人 115人

5 5人 183人 2人 9人 22人 26人 67人 57人

21人 743人 16人 45人 71人 125人 214人 272人

0.2% 7.0% 0.7% 1.7% 3.7% 8.3% 17.1% 33.6%

年齢階級

１号

被保険者数
(2号は40歳～64歳)

認定率

要

支

援
1・2

小計

要

介

護

1・2

小計

3～5

小計

認定者数

 

資料：市高齢介護課 

 

次に、第２号被保険者の認定者数は、平成 29年度からみると横ばい傾向にあるもの

の、平成 30年度及び令和３年度は減少がみられます。（図表 12） 

令和４年度の第２号認定者のうち 29人（61.8％）が脳血管疾患（脳出血、くも膜下

出血、脳梗塞）を発症しており、認定者数が多い状況です。（図表 13）そのうち発症前

に国民健康保険（以下、「国保」という。）に加入していた８人のうち、特定健康診査

（以下、「特定健診」という。）を受診していた者は３人であり、特定健診未受診者が

多い現状があります。 

 

図表 12 平川市の第２号被保険者要介護（要支援）認定者数の推移 

46人

39人

47人 47人

36人

47人

0人

10人

20人

30人

40人

50人

H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度  

※ 各年度３月末現在 

資料：市高齢介護課 
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図表 13 平川市の第２号被認定者の要介護状態となった原因疾患（令和４年度） 

人数 割合

17人 36.2%

2人 4.3%

10人 21.3%

7人 14.9%

6人 12.8%

2人 4.3%

4人 8.5%

47人 100.0%

筋・骨格系

合　　計

認知症

がん

その他の脳疾患

くも膜下出血

脳梗塞

病　名

脳出血

 

資料：市高齢介護課 
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（４）後期高齢者医療 

 

平川市の後期高齢者の一人当たりの医療費は、約 79万円であり、全国（約 94万円）

や青森県（約 81万円）と比較すると低くなっています。（図表４） 

 

（５）国民健康保険 

 

平川市の国保加入率は、全国や青森県と比較して高くなっています。また、加入者

のうち前期高齢者（65 歳から 74 歳まで）が占める割合は、45.7％と半数近くを占め

ており、今後の更なる高齢化により、医療費の増大が予測されます。（図表４） 

一般的に高齢になるほど受診率は高くなり医療費も増大するため、予防可能な生活

習慣病の発症予防と重症化予防に努める必要があります。 

平川市の国保加入者一人当たりの医療費については、全国や青森県と比較して低く

なっています。（図表４） 

国保の総医療費に占める脳血管疾患、虚血性心疾患、腎不全の医療費合計の割合は、

平成 30年度と比較するとほぼ横ばいですが、脳血管疾患については、平成 30年度よ

り 1.1ポイントも増加しており、全国、青森県よりも高くなっています。また、悪性

新生物も全国、青森県に比べ高くなっています。（図表 14） 

 

図表 14 国保の医療費の推移 

全国 青森県

R3年度 R3年度 H30年度 R3年度

- - 25億7,001万円 25億5,042万円

- -  1億5,453万円 1億7,220万円

8.5％ 7.7％ 6.0％ 6.8％

2.2％ 2.5％ 2.6％ 3.7％

1.6％ 1.4％ 1.3％ 0.9％

慢性腎不全（透析有） 4.5％ 3.5％ 1.9％ 2.0％

慢性腎不全（透析無） 0.3％ 0.3％ 0.2％ 0.1％

悪性新生物 16.7％ 19.1％ 16.1％ 19.9％

筋・骨疾患 8.8％ 8.6％ 9.7％ 10.6％

精神疾患 8.0％ 7.1％ 6.6％ 7.4％

その他の
疾患

平川市

総医療費

脳血管疾患・虚血心疾患・
腎不全の総医療費

項　目

腎不全

脳血管疾患

虚血性心疾患

 

出典：ＫＤＢシステム 
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（６）健康診査等 

 

生活習慣病の発症予防及び重症化予防の最も重要な取組である医療保険者による特

定健診の受診率の推移をみると、平成 29年度は 46.1％でしたが、令和元年度は 47.8％

まで増加しました。しかし、新型コロナウイルス感染症により、令和３年度は 43.8％

まで減少しています。特定保健指導実施率も同様の傾向にあり、令和元年度は 56.9％

と目標値に近づいたものの、令和３年度は 46.2％まで落ち込んでいます。（図表 15） 

令和３年度の法定報告における特定健診受診率は、43.8％と青森県より高く、県内

10 市では２位になっています。また、特定保健指導実施率も 46.2％と青森県より高

く、県内 10市では３位となっています。 

次にメタボリックシンドロームの状況をみると、メタボリックシンドローム該当者

の割合は 21.2％、メタボリックシンドローム予備群の割合は 12.4％とどちらも青森

県より高く、10市の中では上位となっています。（図表 16、17） 

特定健診の受診回数別の結果をみると、初めての受診者は、多くの項目で健診デー

タが継続受診者より基準値を超えている項目が多い現状にあります。（図表 18）その

ため、特定健診の機会を提供し、保健指導を実施することにより、生活習慣病の発症

予防及び重症化予防につなげることが今後も重要であると考えます。 

また、平川市では、国保加入者の 30歳から 39歳までを対象とした 30歳代健康診査

（以下、「30歳代健診」という。）を独自に実施しており、若い頃から早期に健診と保

健指導を受けることができる体制を整えています。（図表 17） 

 

図表 15 平川市の特定健診受診率・特定保健指導実施率の推移 

H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度

46.1% 46.7% 47.8% 39.3% 43.8%

47.7% 50.7% 56.9% 53.9% 46.2%
特定保健指導実施率

（R5年度目標：60％）

特定健診受診率

（R5年度目標：60％）

項　目

 

出典：特定健診法定報告 
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図表 16 青森県市部国保における特定健診データ（令和３年度） 

保険者 対象者数 受診者数 受診率 保険者 対象者数 終了者数 終了率 保険者 人数 割合 保険者 人数 割合

青森県 214,237人 75,339人 35.2% 青森県 7,096人 2,884人 40.6% 青森県 15,527人 20.6% 青森県 8,446人 11.2%

1 つがる市 6,905人 3,103人 44.9% 弘前市 816人 424人 52.0% 青森市 3,596人 23.2% つがる市 429人 13.8%

2 平川市 5,690人 2,493人 43.8% 五所川原市 288人 149人 51.7% 黒石市 573人 23.0% 十和田市 482人 12.5%

3 黒石市 6,015人 2,487人 41.3% 平川市 279人 129人 46.2% むつ市 620人 22.4% 平川市 310人 12.4%

4 十和田市 9,837人 3,851人 39.1% 青森市 1,002人 434人 43.3% 弘前市 1,982人 22.3% 五所川原市 356人 12.0%

5 青森市 42,648人 15,524人 36.4% つがる市 311人 115人 37.0% 平川市 529人 21.2% むつ市 330人 11.9%

6 むつ市 9,023人 2,766人 30.7% 黒石市 283人 91人 32.2% 十和田市 739人 19.2% 弘前市 1,015人 11.4%

7 弘前市 29,361人 8,875人 30.2% むつ市 327人 99人 30.3% つがる市 584人 18.8% 黒石市 282人 11.3%

8 五所川原市 10,006人 2,964人 29.6% 十和田市 455人 135人 29.7% 五所川原市 519人 17.5% 三沢市 142人 11.1%

9 八戸市 33,582人 9,587人 28.5% 八戸市 825人 244人 29.6% 八戸市 1,580人 16.5% 青森市 1,660人 10.7%

10 三沢市 5,349人 1,285人 24.0% 三沢市 127人 34人 26.8% 三沢市 212人 16.5% 八戸市 703人 7.3%

特定保健指導

（法定報告）
メタボ該当者 メタボ予備群

順

位

特定健康診査

（法定報告）

 

出典：特定健診法定報告 
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図表 17 平川市の特定健診・30歳代健診受診者数（令和３年度） 

 

特定健診 30歳代健診

受診者 1,197 人 受診者 50 人

健診対象者 2,881 人 被保険者 305 人

受診者 1,296 人 受診者 38 人

健診対象者 2,809 人 被保険者 211 人

受診者 2,493 人 受診者 88 人

健診対象者 5,690 人 被保険者 516 人

男性 40～74歳 41.5% 男性

合計 40～74歳 43.8% 合計

女性 40～74歳 46.1% 女性

17.1%

18.0%

16.4%

30～39歳

30～39歳

30～39歳

 

※ 総人口及び 30 歳代被保険者は令和３年４月１日現在 

資料：市特定健診 

 

  

647人

909人

969人

1,021人

953人

1,002人

1,057人

1,244人

1,221人

106人

199人

197人

240人

212人

265人

381人

656人

930人

11人

39人

46人

68人

68人

93人

129人

328人

465人

612人

880人

934人

998人

1,001人

1,051人

1,200人

1,322人

1,426人

75人

136人

105人

158人

165人

208人

416人

768人

989人

10人

28人

28人

52人

48人

80人

198人

393人

497人

30歳～34歳

35歳～39歳

40歳～44歳

45歳～49歳

50歳～54歳

55歳～59歳

60歳～64歳

65歳～69歳

70歳～74歳

受診者 健診対象者 総人口

男性 女性
特定健診

30歳代健診
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図表 18 平川市の健診受診者の受診回数別結果（令和３年度） 

100.0% 88.6% 11.4%

割合 割合 割合

32.4% 31.4% 40.1%

36.3% 35.6% 42.1%

内臓脂肪 24.1% 23.4% 29.4%

9.7% 9.8% 9.4%

（再掲）
7.0％以上 4.9% 4.8% 5.4%

収縮期 4.9% 4.7% 7.0%

拡張期 3.2% 2.7% 6.4%

計 6.9% 6.4% 10.4%

10.6% 10.1% 14.4%

2.1% 2.2% 1.7%

2.0% 1.9% 2.3%

2.7% 2.4% 4.7%

2,329人

14人

7人

5人

43人

31人

19人

21人

16人

28人

88人

126人

120人

299人

109人

112人

228人

545人

828人

45人

51人

235人

150人

64人

128人

256人

633人

954人

852人

52人

278人

181人

83人

130人

56人

受診勧奨値のうちガイドラインを踏まえた受診勧奨対象者 全体
継続受診者

過去5年間で

1回以上受診がある者

新規受診者
過去5年間受診がない者

受診者数

項目 基準値 人数

2,628人

人数

身体の大きさ

BMI 25以上

腹囲
男性85cm以上
女性90cm以上

人数

732人

腎機能

尿蛋白 2＋以上

ｅＧＦＲ
50未満

70歳以上は40未満

100mmHg以上

その他の動脈硬化危険因子 ＬＤＬコレステロール 160mg/dl以上

血管が傷む
（動脈硬化の
危険因子）

中性脂肪
300mg/dl

以上

インスリン
抵抗性

血
糖

ＨｂＡ１ｃ

6.5％以上

血管を
傷つける

血
圧

160mmHg以上

尿酸 8.0mg/dl以上 70人 56人
 

資料：市特定健診 
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（７）出生 

 

平川市の出生率は、全国よりも低い状況にあります。（図表４） 

近年、出生体重が 2,500g 未満の低出生体重児は、神経学的・身体的合併症のほか、

成人後に糖尿病や高血圧等の生活習慣病を発症しやすいと報告されています。 

平川市の低出生体重児の出生割合は、青森県と比較して高く、毎年、出生児の７％～

13％が低出生体重児であることから、妊娠前・妊娠期の心身の健康づくりの推進が必要

です。（図表 19） 

 

図表 19 平川市の出生数及び低出生体重児の推移 

169人
160人 166人

151人
170人

151人

13人
21人

13人 15人
21人

13人

7.7%

13.1%

7.8%

9.9%

12.4%

8.6%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0人

20人

40人

60人

80人

100人

120人

140人

160人

180人

Ｈ29年 Ｈ30年 R1年 R2年 R3年 R4年

出生数 低出生体重児数 低出生体重児の割合
 

資料：市出生届 
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３ 市の財政状況に占める社会保障費 

平川市では、令和５年度の医療、介護、生活保護の社会保障費の予算が、約 85億円と

なっています。（図表 20） 

今後さらに高齢化が急速に進展する中で、いかに平川市の社会保障費の伸びを縮小す

るかが、大きな課題となってきます。 

疾病による負担が極めて大きな社会の中で、市民一人ひとりの健康増進への意識と行

動変容への取組を総合的に支援する、保健指導の充実等の環境の整備が求められていま

す。 

 

図表 20 平川市の財政状況と社会保障費予算 

介護

41億円 6億円

生活保護

38億円

医療

社会保障費予算（R5年度）

3位
国庫支出金

3位
教育費

37億円 21億円

2位
市債

2位
民生費

54億円 64億円

歳入（一般会計） 歳出（一般会計）

245億円（R4年度決算） 235億円（R4年度決算）

1位
地方交付税

1位
総務費

76億円 65億円



 

 

 

 

 

 

 

第Ⅲ章 前計画の評価 
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１ 前計画の評価 

前計画で設定した 10分野 45項目について、達成状況の評価を行なった結果、Ａの目

標値に達した項目は 14項目（31.1％）にとどまりました。その内容は、「75歳未満のが

んの年齢調整死亡率の減少（10万人当たり）」、「脳血管疾患の年齢調整死亡率の減少（女

性）」、「虚血性心疾患の年齢調整死亡率の減少（男女）」、「合併症（糖尿病腎症による年

間新規透析導入患者数）の減少」、「血糖コントロール指標におけるコントロール不良者

の割合の減少」、「糖尿病有病者の増加の抑制」、「３歳でう蝕がない者の割合の増加」、「60

歳で 24 歯以上の自分の歯を有する者の割合」、「20 歳代女性のやせの者の割合の減少」、

「全出生数中の低出生体重児の割合の減少」、「低栄養傾向（ＢＭＩ20以下）の高齢者の

割合の増加の抑制」、「日常生活において歩行または同等の身体活動を１日１時間以上実

施する者（20歳～64歳）」、「自殺者の減少（人口 10万人当たり）」となっています。ま

た、Ｂの目標値に達していないが改善傾向にある項目は 11項目（24.5％）であり、その

主なものは、「脳血管疾患の年齢調整死亡率の減少（男性）」、「ＬＤＬコレステロール

160mg/dl 以上の者の割合の減少（男女）」、「特定健康診査の実施率の向上」、「特定保健

指導の終了率の向上」、「20歳～64歳の運動習慣者の割合の増加（男女）」、「睡眠による

休養を十分取れていない者の割合の減少」などになっており、Ａの目標値に達したとＢ

の目標値に達していないが改善傾向にあるを合わせると全体の 55.6％でした。（図表 21、

22） 

これらの評価を踏まえ、基本方針で示された目標項目を図表１のように取り組む主体

別に区分し、健康増進は最終的には個人の意識と行動の変容にかかっていると捉え、そ

れを支援するための平川市の具体的な取組を第Ⅳ章のように推進します。 

 

図表 21 前計画の評価（総括） 

　　　　　 評価結果

　分野

A

目標値に

達した

B

目標値に

達してい

ないが改

善傾向に

ある

C

変わらな

い

D

悪化して

いる

E

評価困難

合計
AとBの

割合

がん 1 0 0 8 0 9 11.1%

循環器疾患 3 5 0 2 0 10 80.0%

糖尿病 3 1 0 0 0 4 100.0%

歯・口腔の健康 2 1 0 0 0 3 100.0%

栄養・食生活 3 0 1 1 0 5 60.0%

身体活動・運動 1 2 0 6 0 9 33.3%

飲酒 0 1 0 1 0 2 50.0%

喫煙 0 0 0 1 0 1 0.0%

休養 0 1 0 0 0 1 100.0%

こころの健康 1 0 0 0 0 1 100.0%

合計 14 11 1 19 0 45 55.6%

割合 31.1% 24.5% 2.2% 42.2% 0.0% 100.0%  
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図表 22 前計画の評価（分野・項目別） 

 

 

Ｈ22数値 R5目標値

97.0 減少傾向 96.1 A ➀

男性 28.5% 23.0% D

女性 32.5% 17.8% D

男性 33.1% 30.7% D

女性 39.2% 26.1% D

男性 32.7% 32.5% D

女性 41.9% 30.2% D

36.7% 27.1% D

40.4% 23.4% D

男性 55.4% 46.6% 46.8% B

女性 31.1% 28.6% 21.4% A

男性 59.2% 51.0% 27.4% A

女性 22.0% 19.7% 10.0% A

男性 9.8% 6.2% 8.7% B

女性 15.8% 8.8% 11.6% B

H20年度と比べて 903人

25%減少 44.2%増

37.0% 60.0% 45.8% B

25.7% 60.0% 45.8% B

5人 減少傾向へ 4人 A ④

58.0% 80.0% 87.3% A

3.0歯 1.0歯未満 1.2歯 B

80.0% 87.9% A

9.5% 減少傾向へ 8.6% A ➀

29.5% 28.0% 38.5% D

27.2% 19.0% 27.3% C

15.7% 現状維持 15.8% A

分野

R4

最新値

（※）

達成状況

１　75歳未満のがんの年齢調整死亡率の減少（10万人当たり）

循

環

器

疾

患

４　糖尿病有病者の増加の抑制

（HbA1cがJDS値6.1以上の者の割合）

69.4% B

0.8% A

8.9%

３　血糖コントロール指標におけるコントロール不良者の割合の減少

（HbA1cがJDS値8.0％以上の者の割合の減少）

２　がん検診の受診率の向上

１　脳血管疾患・虚血性心疾患の年齢調整死亡率の減少（10万人当たり）

③

③

③

３　脂質異常症の減少

②

➀

D

が

ん

歯

・

口

腔

の

健

康

糖

尿

病

２　治療継続者の割合の増加

（HbA1cがJDS値6.1％以上の者のうち治療中と回答した者の割合）

・LDLコレステロール160mg/dl以上の者の割合

③

５　特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上

栄

養

・

食

生

活

13.8% 13.8% 8.2%

３　適正体重を維持している者の増加（肥満、やせの減少）

③

１　乳幼児・学齢期のう蝕のない者の増加

A ③

➄

１　合併症（糖尿病腎症による年間新規透析導入患者数）の減少

出典・資料目標項目

10.3% 減少傾向へ

1.3% 1.0%

65.6% 75.0%

A

・胃がん

50%

・脳血管疾患

計画数値

D

626人

6.9% 5.0%

・虚血性心疾患

7.3%

・大腸がん

・肺がん

２　高血圧の改善 (国：収縮期血圧の平均値の低下）

　　　　　　　　 (市：Ⅱ度高血圧以上の者の割合の減少）

・乳がん

・子宮頸がん

・特定保健指導の終了率

・特定健康診査の実施率

４　メタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少

・低栄養傾向（BMI20以下）の高齢者の割合の増加の抑制

・40歳～60歳代の女性の肥満者の割合の減少

・20歳～60歳代の男性の肥満者の割合の減少

・全出生数中の低出生体重児の割合の減少

　（妊娠届時のやせの者の割合）

・20歳代女性のやせの者の割合の減少

２　60歳で24歯以上の自分の歯を有する者の割合

・12歳児の一人平均う歯数の減少

・3歳でう蝕がない者の割合の増加
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Ｈ22数値 R5目標値

男性 44.1% 増加 48.3% A

女性 40.3% 増加 38.1% D

男性 54.4% 増加 45.3% D

女性 48.8% 増加 38.5% D

男性 19.1% 36.0% 29.3% B

女性 16.2% 33.0% 17.3% B

男性 35.1% 58.0% 32.9% D

女性 26.8% 48.0% 23.7% D

1,738人 1,834人 1,988人 D ⑥

１　生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の減少 男性 37.4% 31.7% 34.0% B
　（一日当たりの純アルコールの摂取量が男性40ｇ以上、女性20ｇ以上の者） 女性 12.2% 10.3% 15.0% D

１　日常生活における歩数の増加（日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施する者）

分野 目標項目
計画数値 R4

最新値

（※）

達成状況

③

飲

酒

こ

こ

ろ

の

健

康
32.6 16.6１　自殺者の減少（人口10万人当たり）

　（喫煙をやめたい者がやめる）

１　成人喫煙率の減少

１　睡眠による休養を十分取れていない者の割合の減少

出典・資料

13.2 A ➀

身

体

活

動

・

運

動

・20歳～64歳

・65歳以上

・20歳～64歳

・65歳以上

③

③

２　運動習慣者の割合の増加

喫

煙
16.5% 12.0% 17.7% D

休

養
20.0% 15.0% 16.7% B

３　介護保険サービス利用者の増加の抑制

 

※ 「Ｒ４最新値」とは、令和５年 11月末現在で令和４年度の数値が確定しているか、見込値が推

計できる場合のみ令和４年度の数値とし、それ以外は令和３年度、年齢調整死亡率は令和３年の

数値を記載。 

 

資料：①厚生労働省人口動態統計  

   ②市がん検診        

   ③市特定健診        

   ④市国保レセプト      

   ⑤市歯科健診・歯周疾患検診 

   ⑥市高齢介護課       
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第Ⅳ章 分野別の実態と対策 
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１ 生活習慣病の予防 

（１）がん 

 

① 背景 

 

がんは、昭和 56年以降日本人の死因の第１位であり、令和３年の死亡者は約 38万人

で総死亡の約３割を占めています。生涯のうちに約２人に１人が、がんに罹患すると推

計されており、人口の高齢化に伴い、がんの罹患者数や死亡者数は今後も増加していく

ことが見込まれ、依然として国民の生命と健康にとって重大な問題となっています。 

こうした背景から、がん対策の一層の充実を図るため、平成 18 年に「がん対策基本

法」が制定され、「がん対策推進基本計画」に基づいてがん対策が推進されてきました。 

令和５年度から開始された「第４期がん対策推進基本計画」では、「誰一人取り残さな

いがん対策を推進し、全ての国民とがんの克服を目指す」を全体目標として、「第３期が

ん対策推進基本計画」のがん予防、がん医療及びがんとの共生の３本の柱を維持しつつ、

各分野における現状・課題、それらに対する取り組むべき施策を定めています。 

健康づくりの取組としては、予防可能ながんのリスク因子として、喫煙（受動喫煙を

含む）、飲酒、低身体活動、肥満・やせ、野菜・果物不足、塩蔵食品の過剰摂取等があげ

られることから、これらに対する対策を行っていくことで、がんの罹患率を減少させる

とともに、治療効果の高いがんを早期に発見し早期に治療することで、がんの死亡率を

減少させることが重要となっています。 

 

② 目標設定の基本的な考え方 

 

健康日本 21（第三次）では、「第４期がん対策推進基本計画」において採用されている

目標の中から健康づくりと関連が強いと考えられる、がんの年齢調整罹患率の減少、が

んの年齢調整死亡率の減少、がん検診の受診率の向上の三つを目標項目として設定して

います。本計画では、そのうち、がんの標準化死亡比の減少、がん検診の受診率の向上

の二つを目標とします。 

 

ⅰ がんの標準化死亡比の減少 

がんによる死亡者数は、高齢化に伴い今後も増加していくことが予測されています。

生活習慣の改善等によるがんの予防及び検診受診率の向上によるがんの早期発見の取

組等を推進することにより、最終的にはがんによる死亡者数の増加を抑制させること

が重要です。本計画では、最終的なアウトカム指標として、がんによる死亡の状況を

全国、青森県と比較可能な標準化死亡比を用い、標準化死亡比の減少を目指します。 
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ⅱ がん検診の受診率の向上 

科学的根拠に基づくがん検診の受診は、がんの早期発見・早期治療につながるため、

がんの死亡率を減少させるためには、がん検診の受診率向上が必要不可欠です。健康

日本 21（第二次）の最終評価においては、いずれのがん検診の受診率も増加傾向であ

るものの、男性の肺がん検診を除き目標の 50％に到達していない状況です。科学的根

拠に基づくがん検診の実施やがん検診の精度管理等の取組と合わせて受診率を向上さ

せることで、がん検診の効果を高めていく必要があるため、前計画に引き続き、がん

検診の受診率の向上を目標として設定します。 

 

③ 現状 

 

ⅰ がんの標準化死亡比の減少 

平川市のがん死亡状況を標準化死亡比でみると、男性は減少傾向であるものの、女

性は横ばい傾向となっています。標準化死亡比は、全国基準が 100となっており、平

成 29年から令和３年までの数値は男性が 112.6、女性が 104.6と全国より高くなって

います。（図表 23） 

また、健康日本 21（第二次）の指標であるがんの 75 歳未満年齢調整死亡率は、平

成 27年の 96.7（全国 78.0）に対し、令和３年は 96.1（全国 69.6）と 0.6ポイント減

少しましたが、依然として国よりも高い状況にあります。（図表６）中でも、男女の胃

がん、男性の大腸がん、子宮がん、乳がんの高さが目立ちます。（図表 24）そのため、

特に、胃がん、大腸がん、子宮がん、乳がんの死亡者数を減らし、がんの標準化死亡

比の減少を目指します。 

 

図表 23 がんの標準化死亡比の推移 

 

出典：青森県保健統計年報 

 

119.7 119.3 119.1 
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図表 24 ５がんにおける 75歳未満年齢調整死亡率の比較（令和３年） 

子宮がん 乳がん

男 女 男 女 男 女 女 女

全　国 9.6 3.9 12.4 6.9 18.4 5.8 4.9 9.9

青森県 13.8 5.8 17.3 10.5 24.7 7.6 5.4 14.8

平川市 21.9 9.2 22.9 7.8 22.1 3.1 7.2 15.3

区　分
胃がん 大腸がん 肺がん

 

出典：厚生労働省人口動態統計 

 

ⅱ がん検診の受診率の向上 

平川市のがん検診の受診率は、平成 20年度から令和４年度までは「がん検診事業の

評価に関する委員会」で提案された計算方法で算出しましたが、本計画からは、地域

保健・健康増進事業報告の数値を指標とします。 

がん検診の受診率については、令和２年度は新型コロナウイルス感染症により減少

したものの、令和３年度からは回復傾向にあります。しかし、「第３期がん対策推進基

本計画」で示された受診率の目標値（50％）は、いずれも達成していません。（図表 25） 

さらに、全国や青森県と比較してもいずれの受診率も低く、特に大腸がんと肺がん

は、顕著に低いことがわかります。加えて「第４期がん対策推進基本計画」では、受

診率の目標値が 60％に引き上げられたため、全てのがん検診の受診率向上に向けて更

なる取組を推進します。 

 

図表 25 平川市のがん検診受診率の推移 

R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 目標値 R4年度 目標値 全国 青森県

胃がん 23.4% 15.1% 20.0% 21.9% 18.4% 48.0% 50.7%

大腸がん 34.3% 24.1% 30.9% 31.0% 16.4% 45.9% 51.1%

肺がん 32.0% 20.5% 28.0% 28.0% 13.4% 49.7% 55.3%

子宮頸がん 25.1% 22.5% 24.2% 26.9% 20.3% 43.6% 43.6%

乳がん 23.3% 18.9% 20.5% 23.3% 20.7% 47.4% 47.1%

参考（R4年度）
項　目

第3期がん対策推進基本計画 第4期がん対策推進基本計画

50% 60%

 

出典・資料：市がん検診、地域保健・健康増進事業報告（平川市） 

 厚生労働省国民生活基礎調査（全国・青森県）    
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がん検診で精密検査が必要となった者の精密検査受診率は、がん検診に関する事業

評価指標の一つとなっています。 

平川市の精密検査受診率は、子宮頸がんを除き許容値を超えていますが、目標値で

ある 90％を超えているのは肺がんと乳がん検診のみです。（図表 26） 

また、各がん検診のがん発見者数は、年度によってばらつきはあるものの、平均で

15人以上にがんが見つかっているため、今後も精密検査受診率の向上を図っていく必

要があります。（図表 26） 

平川市の国保加入者のうち、月 100万円を超す高額治療者の状況をみると、肺がん、

肝がん、大腸がんの順で医療費の総額が高く、一人当たりの医療費では肝がんが突出

して高くなっています。（図表 27） 

 

図表 26 平川市の各がん検診の精密検査受診率とがん発見者数 

許容値 目標値

79.5% 77.9% 78.8% 82.0% 70% 90%

4人 1人 2人 5人 0.11% -

72.5% 70.2% 72.8% 79.2% 70% 90%

9人 4人 8人 11人 0.13% -

92.9% 93.1% 92.6% 93.2% 70% 90%

2人 1人 2人 2人 0.03% -

95.0% 91.7% 80.0% 64.7% 70% 90%

0人 0人 1人 0人 0.05% -

89.4% 76.7% 92.1% 94.1% 80% 90%

1人 1人 2人 4人 0.23% -

大腸がん
精密検査受診率

がん発見者数

肺がん
精密検査受診率

がん発見者数

R4年度
事業評価指標

胃がん
精密検査受診率

がん発見者数

R1年度 R2年度 R3年度項　目

子宮がん
精密検査受診率

がん発見者数

乳がん
精密検査受診率

がん発見者数  

資料：市がん検診 

 

図表 27 平川市のがん医療費 月 100万円以上レセプト（令和４年度） 

●がん全体　　実人数60名中 月100万円以上医療費総額　約1億4,807万円

部　位 実人数 平均年齢 医療費総額 １人平均医療費

★ 肺がん 19人 67.1歳 37,078,110円 1,951,479円

★ 胃がん 5人 68.4歳 6,758,520円 1,351,704円

★ 大腸がん 9人 68.0歳 16,271,060円 1,807,896円

★ 子宮がん 2人 45.0歳 2,959,220円 1,479,610円

★ 乳がん 5人 61.0歳 5,609,600円 1,121,920円

前立腺がん 3人 69.0歳 8,965,260円 2,988,420円

食道がん 2人 71.5歳 4,452,190円 2,226,095円

肝がん 3人 71.0歳 22,397,290円 7,465,763円

膵臓がん 2人 59.0歳 4,869,480円 2,434,740円

腎がん 2人 64.5歳 8,150,560円 4,075,280円

その他 8人 62.3歳 30,557,160円 3,819,645円  
出典：ＫＤＢシステム 
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がんは、原因が多岐にわたるため予防が難しいといわれてきましたが、生活習慣の

中にがんを発症させる原因が潜んでいることが明らかになってきました。 

日本人におけるがんの要因として、国立がん研究センターのがん情報サービスに掲

載されている情報をみると、男性のがんの 43.4％、女性のがんの 25.3％は図表 28に

あげる生活習慣や感染が原因と考えられています。 

 

図表 28 日本人におけるがんの要因 

 

※ 棒グラフの項目「全体」は、複数のリスク要因が組み合わさってがんになった場合を調整

しているため、各項目の単純合計値ではない。 

参考：国立がん研究センターがん情報サービス 

 

それぞれのがん別にみると 

・胃がん…ヘリコバクター・ピロリ菌感染、喫煙、塩分摂取、飲酒 

・肺がん…喫煙 

・大腸がん…喫煙、飲酒、運動不足、肥満 

などが、がんの発生要因として考えられています。（図表 29） 

 

これらのがんの死亡者数を減少させるためには、各がん検診及び精密検査の受診率

を向上していくことによる重症化予防とこれらのがんの発症メカニズムから、塩分過

剰摂取・アルコールの過剰摂取・喫煙などの生活習慣に着目し、循環器病や糖尿病な

どの生活習慣病対策と同様に、生活習慣改善による発症予防に努めることを継続して

いきます。 
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3
2
 

図表 29 がんの発症予防・重症化予防 

食事

塩分

胃がん ◎ ○
○

(男性)

ピロリ菌

◎

野菜・果物(↓)

△

胃Ｘ線検査

胃内視鏡検査
相応な証拠あり 66.6%

肺がん
◎

 (受動喫煙も◎)

果物(↓)

△

胸部Ｘ線検査

喀痰細胞診
相応な証拠あり 34.9%

大腸がん ◎ ○ ◎ ○
加工肉と赤身(女性)△

高身長○
便潜血検査 十分な証拠あり 71.5%

子宮頸

がん
◎

HPV

◎

子宮頸部

擦過細胞診
十分な証拠あり 76.5%

乳がん △
○

(閉経後)

◎(閉経後)

△(閉経前)
マンモグラフィ

40歳～74歳

相応な証拠あり
92.3%

◎確実　　○ほぼ確実　　△可能性あり　　空欄根拠不十分　　(↓)リスクを下げる

[参考] ※1　科学的根拠に基づくがんリスク評価とがん予防ガイドライン低減に関する研究 ※2　国立がん研究センターがん対策研究所　がん検診ガイドライン

        がん予防法の提示 ※3　国立がん研究センターがん情報サービス　

        日本人を対象とした系統的レビューによる因果関係評価 　　  地域がん登録によるがん生存率データ(2009～2011)

部　位

発症予防(※1) 重症化予防（早期発見）

科学的根拠 検診による死亡率減少効果
５年

生存率

(※3)

生活習慣 その他

がん検診
その他

評価判定

(※2)タバコ 運動 飲酒 肥満 家族歴 ホルモン 感染
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④ 対策 

 

ⅰ ウイルス感染によるがんの発症予防の施策 

・子宮頸がん予防ワクチン接種（中学１年生から高校１年生までに相当する年齢の

女性）を推進し、子宮頸がんの予防を図ります。 

・12 歳から 25 歳までの男性に対し、子宮頸がんワクチンの接種費を助成し、ＨＰ

Ｖ（ヒトパピローマウイルス）の感染の予防を図ります。 

・肝炎ウイルス検査（妊娠期・40歳以上）を実施し、肝がんへの移行を抑制します。 

・ＨＴＬＶ-１抗体検査（妊娠期）を支援し、適切な母子感染の予防対策を実施しま

す。 

 

ⅱ がん検診受診率向上の施策 

・対象者への個別案内や広報紙、市ホームページ、健康教育などを利用した啓発を

行います。 

・がん検診未受診者に対し、積極的な受診勧奨を実施します。 

・関係機関による講演会や研修会を開催し、がん検診の重要性を周知します。 

・市民の自主的な予防・健康づくりを推進するため、健康づくりの取組や成果に応

じてポイントを付与する健康ポイント事業を実施し、受診率の向上を図ります。 

 

ⅲ がんの重症化予防の施策 

・がん検診を実施し、標準化死亡比の減少を図ります。 

・がん検診で要精密検査となった未受診者に対し、受診勧奨を実施します。 

 

ⅳ がん検診の質の確保に関する施策 

・精度管理項目を遵守できる検診機関を選定します。 

・精度管理項目を仕様書に明記し、実施機関への周知徹底を図ります。 

・がん検診実施機関と精密検査結果の共有を図ります。 

 

ⅴ 誰もがアクセスできる基盤の整備・啓発 

・市民誰もが検診情報にアクセスできるよう、ＰＨＲ（パーソナル・ヘルス・レコ

ード）の環境を整備するとともに、普及啓発を図ります。 
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（２）循環器病 

 

① 背景 

 

脳卒中・心臓病などの循環器病は、がんと並んで日本人の主要な死因です。平成 30年

の人口動態統計によると、心疾患は死因の第２位、脳血管疾患は第４位であり、両者を

合わせると、年間 31万人以上の国民が亡くなっています。また、令和元年の国民生活基

礎調査によると、循環器病は、要介護の原因の 20.6％を占めており介護が必要となった

主な原因の一つでもあります。こうした背景から、平成 30年に「健康寿命の延伸等を図

るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法」（以下、「循環器

基本法」という。）が成立し、循環器基本法に基づいて作成された「循環器病対策推進基

本計画」に沿って循環器病対策が行われています。 

循環器病の危険因子は、性差、年齢を除くと、高血圧、脂質異常症（特に高ＬＤＬコ

レステロール血症）、喫煙、糖尿病等があり、これらの因子を適切に管理することで、循

環器病を予防することが重要です。 

 

② 目標設定の基本的な考え方 

 

循環器病の主要な危険因子である、高血圧、脂質異常症、喫煙、糖尿病の四つのうち、

喫煙はあらゆる疾患の発症リスクを高めること、糖尿病は循環器病以外にも独自の合併

症（細小血管障害等）を引き起こすこと等から、それぞれ独立した分野で目標が設定さ

れています。そのため、循環器病分野では、残る主要な危険因子である高血圧と脂質異

常症（高コレステロール血症）について、以下の七つを目標として設定します。 

 

ⅰ 脳血管疾患の標準化死亡比の減少 

ⅱ 心疾患の標準化死亡比の減少 

生活習慣病の改善による循環器病の予防を評価するという点では、発症率を評価指

標とすることが望ましいですが、現時点では循環器病の発症率を把握することは困難

とされているため、本計画では、がん分野と同様に、死亡の状況を全国、青森県と比

較する指標として青森県保健衛生統計の標準化死亡比を用い、減少を目指していきま

す。 

なお、心疾患には、健康づくりによる予防可能でないものも含まれており、「循環器

病対策推進基本計画」においてはそれらの疾患も含めた対策が推進されていますが、

健康日本 21（第三次）においては、高血圧の改善や脂質異常症の減少等に向けた取組

を行うことで予防可能な循環器病の発症を予防し、結果として心疾患全体としての死

亡率も減少させることを目指しています。そのため、本計画も同様に高血圧の改善や

脂質異常者を減少させ、心疾患の死亡率の減少を目指します。 
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ⅲ 高血圧の改善 

高血圧は、循環器病の確立した危険因子であり、特に日本人では喫煙と並んで主な

原因です。また、40 歳代から 80 歳代までの各年齢層で血圧と総死亡は正の関連を示

しており、循環器病の発症や死亡への寄与は、高血圧領域のみならず、正常血圧と高

血圧の間の領域においても大きいことが示されているため、血圧は、正常血圧領域ま

では低ければ低いほど望ましいと考えられています。さらに、高血圧治療薬を用いた

臨床試験等から血圧降下による循環器病予防効果は明白であり、高齢者でも 80 歳以

上を対象とした臨床試験で総死亡の減少が確認されています。これらを踏まえ、高血

圧治療薬の服薬の有無を問わず、40歳以上の全国民の血圧レベルを正常血圧に近づく

よう低下させるという観点で、高血圧Ⅱ度以上を指標とし、高血圧の改善を目指しま

す。 

 

ⅳ 脂質異常者（ＬＤＬコレステロール 160mg/dl以上）の減少 

脂質異常症は虚血性心疾患の危険因子であり、国内外の研究においてＬＤＬコレス

テロール値の上昇に伴い虚血性心疾患の発症率や死亡率が上昇することが報告されて

います。脳血管疾患については、ＬＤＬコレステロール値と出血性脳卒中に負の関連

を示す報告がある一方、高ＬＤＬコレステロール血症はアテローム血栓性脳梗塞の発

症リスクを高めることも報告されています。これらを踏まえ、ＬＤＬコレステロール

値に関しては、健康日本 21（第三次）の対象を考慮し、「動脈硬化性疾患予防ガイドラ

イン 2022年版」に基づき、低リスク者（危険因子のレベルや保有数から判定される 10

年以内に虚血性心疾患またはアテローム血栓性脳梗塞を発症する確率が２％未満の者）

の脂質管理目標値を参照に、引き続き 160mg/dlとします。また、生活習慣の改善や内

服加療によりＬＤＬコレステロール値を低下させることで、虚血性心疾患の死亡率は

減少することが明らかになっていることから、ＬＤＬコレステロール 160mn/dl 以上

を指標とし、脂質異常症治療薬の服薬の有無を問わず、脂質異常者を減少させること

を目指します。 

 

ⅴ メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少 

ⅵ 特定健診の実施率の向上 

ⅶ 特定保健指導の実施率の向上 

糖尿病分野との共通の目標項目として、メタボリックシンドロームの該当者及び予

備群、特定健診の実施率、特定保健指導の実施率を指標とし、メタボリックシンドロ

ームの該当者及び予備群の減少、特定健診の実施率の向上、特定保健指導の実施率の

向上を目指します。 

高血圧や脂質異常症のほかに、喫煙や糖尿病が循環器病のリスク因子であること、

また、高血圧や脂質異常症の予防・管理には、減塩をはじめとする食生活、身体活動、

飲酒等の生活習慣が影響することから、生活習慣の改善の各分野や糖尿病分野の目標

との関係にも留意します。 
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メタボリックシンドロームは、２型糖尿病や高血圧症等の前段階の状態を示すもの

であり、循環器病分野と糖尿病分野に共通の目標として設定されていますが、健康日

本 21（第二次）の最終評価において、メタボリックシンドロームの該当者及び予備群

の人数は、約 1,516万人とベースライン値より悪化傾向であり、循環器病の発症を予

防するためにも効果的な対策が求められます。 
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③ 現状 

 

ⅰ 脳血管疾患の標準化死亡比の減少 

平川市の脳血管疾患の死亡者数及び粗死亡率は、減少傾向にあります。（図表 30） 

平成 29 年から令和３年までの５年間における脳血管疾患の標準化死亡比は、男性

107.7、女性 73.2で、男性は全国基準の 100より高くなっています。（図表 31） 

脳血管疾患は、高血圧と深く関連することから、以下の「ⅲ 高血圧の改善」の項

目と併せた対策を実施することにより、脳血管疾患の発症を予防し、標準化死亡比の

減少を目指します。 

 

図表 30 平川市の脳血管疾患による死亡状況 
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出典：厚生労働省人口動態統計 

 

図表 31 平川市の脳血管疾患における標準化死亡比の推移 

  

出典：青森県保健統計年報 
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ⅱ 心疾患の標準化死亡比の減少 

平川市の虚血性心疾患の死亡者数及び粗死亡率は減少傾向にあります。（図表 32） 

平成 29年から令和３年までの５年間における心疾患の標準化死亡比は、男性 111.3、

女性 106.7で、男女とも全国基準の 100より高くなっています。（図表 33） 

 

図表 32 平川市の虚血性心疾患による死亡状況 
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出典：厚生労働省人口動態統計 

 

図表 33 平川市における心疾患の標準化死亡比の推移 

 

出典：青森県保健統計年報 
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今後は、循環器病の中でも特に虚血性心疾患への対策が重要です。平成 20年度から

開始された特定健診や後期高齢者健診（以下、「後期健診」という。）では､心電図検査

が詳細な健診項目となりましたが、平川市では心電図有所見者が多いことから、心電

図検査を全受診者に実施しています。 

心電図検査受診者のうち、22.6％にＳＴ変化・異常Ｑ波、心肥大、不整脈の異常が

認められています。（図表 34）そのため、特定健診や後期健診時に全ての受診者に心

電図検査を継続して実施するとともに、心電図所見を発見することで、心疾患の発症

を見逃すことなく、重症化予防につないでいきます。また、以下の「ⅲ 高血圧の改

善」、「ⅳ 脂質異常者の減少」の項目と併せた対策を行い、心疾患の発症を予防し、

標準化死亡比の減少を目指します。 

 

図表 34 平川市の心電図検査結果（令和４年度） 

実施者数 実施率 有所見者数 有所見率

2,635人 2,625人 99.5% 593人 22.6% 28人 4.7% 170人 28.7% 14人 2.4% 92人 15.5% 42人 7.1% 146人 24.6% 35人 5.9% 122人 20.6%

男性 1,263人 1,259人 99.4% 334人 26.5% 22人 6.6% 63人 18.9% 10人 3.0% 54人 16.2% 31人 9.3% 99人 29.6% 28人 8.4% 65人 19.5%

女性 1,372人 1,366人 99.5% 259人 19.0% 6人 2.3% 107人 41.3% 4人 1.5% 38人 14.7% 11人 4.2% 47人 18.1% 7人 2.7% 57人 22.0%
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出典：ヘルスサポートラボツール 
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ⅲ 高血圧の改善 

平川市の血圧の推移をみると、平成 29年度に比べて令和４年度は、Ⅱ度及びⅢ度高

血圧の割合が増加しており、正常及び正常高値血圧の割合が減少しています。Ⅱ度及

びⅢ度高血圧者は脳血管疾患を発症しやすいハイリスク者であるため、高血圧の治療

や生活習慣の改善に向けた支援を行い、Ⅱ度及びⅢ度高血圧を減少させ、高血圧の改

善を目指します。（図表 35） 

また、高血圧治療中であっても、Ⅱ度及びⅢ度高血圧者が 97人（8.1％）いること

から、治療中でリスクを有する場合は、医療機関と連携した保健指導を行います。（図

表 36） 

 

図表 35 平川市の血圧の推移 

 
出典：ヘルスサポートラボツール 

 

図表 36 平川市の血圧の治療と未治療の状況 

 
出典：ヘルスサポートラボツール 

未治療 治療

1,374人 840人 669人 94人 79人

45.0% 27.5% 21.9% 54.3% 45.7%

11人 13人

45.8% 54.2%

1,256人 934人 653人 78人 71人

42.0% 31.2% 21.8% 52.3% 47.7%

13人 10人

56.5% 43.5%

1,250人 883人 682人 91人 80人

41.9% 29.6% 22.8% 53.2% 46.8%

16人 11人

59.3% 40.7%

922人 705人 622人 69人 71人

38.6% 29.5% 26.0% 49.3% 50.7%

8人 13人

38.1% 61.9%

971人 818人 658人 87人 94人

36.9% 31.1% 25.0% 48.1% 51.9%

13人 13人

50.0% 50.0%

1,018人 727人 694人 99人 97人

38.6% 27.6% 26.3% 50.5% 49.5%

16人 13人

55.2% 44.8%

R4
年度

196人

7.4%
29人

1.1%

2,635人

R3
年度

181人

6.9%
26人

1.0%

2,628人

R2
年度

140人

5.9%
21人

0.9%

2,389人

R1
年度

171人

5.7%
27人

0.9%

2,986人

H30
年度

149人

5.0%
23人

0.8%

2,992人

Ⅱ度高血圧
以上 再掲

再)Ⅲ度高血圧

H29
年度

173人

5.7%
24人

0.8%

年度
健診

受診者
正常

正常高値
高値

Ⅰ度
高血圧

3,056人
5.7%

5.0%

5.7%

5.9%

6.9%

7.4%

0.8%

0.8%

0.9%

0.9%

1.0%

1.1%

H29年度 1,228人 40.2% 238人 192人 15.6% 382人 31.1% 337人 27.4% 66人 5.4% 13人 1.1%

H30年度 1,214人 40.6% 239人 172人 14.2% 424人 34.9% 308人 25.4% 61人 5.0% 10人 0.8%

R1年度 1,249人 41.8% 235人 195人 15.6% 397人 31.8% 342人 27.4% 69人 5.5% 11人 0.9%

R2年度 1,047人 43.8% 173人 129人 12.3% 342人 32.7% 332人 31.7% 58人 5.5% 13人 1.2%

R3年度 1,163人 44.3% 178人 162人 13.9% 379人 32.6% 350人 30.1% 81人 7.0% 13人 1.1%

R4年度 1,192人 45.2% 186人 201人 16.9% 328人 27.5% 380人 31.9% 84人 7 .0% 13人 1 .1%

H29年度 1,828人 59.8% 662人 282人 15.4% 458人 25.1% 332人 18.2% 83人 4.5% 11人 0.6%

H30年度 1,778人 59.4% 633人 212人 11.9% 510人 28.7% 345人 19.4% 65人 3.7% 13人 0.7%

R1年度 1,737人 58.2% 611人 209人 12.0% 486人 28.0% 340人 19.6% 75人 4.3% 16人 0.9%

R2年度 1,342人 56.2% 449人 171人 12.7% 363人 27.0% 290人 21.6% 61人 4.5% 8人 0.6%

R3年度 1,465人 55.7% 433人 198人 13.5% 439人 30.0% 308人 21.0% 74人 5.1% 13人 0.9%

R4年度 1,443人 54.8% 421人 210人 14.6% 399人 27.7% 314人 21.8% 83人 5.8% 16人 1.1%

治
療
中

19.4%

19.7%

18.8%

16.5%

15.3%

15.6%

項目 血圧測定者
正常 保健指導 受診勧奨判定値

正常 正常高値 高値血圧 Ⅰ度 Ⅱ度 Ⅲ度

治
療
な
し

36.2%

35.6%

35.2%

33.5%

29.6%

29.2%
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ⅳ 脂質異常者（ＬＤＬコレステロール 160mg/dl以上）の減少 

平川市のＬＤＬコレステロール 160mg/dl 以上の者をみると、令和４年度は 10.3％

と国の現状値（令和元年度）である 11.0％（男性 9.1％、女性 12.3％）より低いです

が、治療なしの者の受診勧奨判定値の割合は増加傾向にあります。（図表 37、38） 

今後も検査値に応じた保健指導を継続し、脂質異常者の減少を目指します。 

 

図表 37 平川市のＬＤＬコレステロールの推移 

 

出典：ヘルスサポートラボツール 

 

図表 38 平川市のＬＤＬコレステロールの治療と未治療の状況 

 

出典：ヘルスサポートラボツール 

未治療 治療

1,483人 781人 489人 270人 33人

48.5% 25.6% 16.0% 89.1% 10.9%

81人 11人

88.0% 12.0%

1,444人 714人 500人 301人 33人

48.3% 23.9% 16.7% 90.1% 9.9%

108人 11人

90.8% 9.2%

1,489人 736人 466人 264人 31人

49.9% 24.6% 15.6% 89.5% 10.5%

79人 7人

91.9% 8.1%

1,099人 612人 405人 232人 41人

46.0% 25.6% 17.0% 85.0% 15.0%

72人 17人

80.9% 19.1%

1,222人 662人 466人 249人 29人

46.5% 25.2% 17.7% 89.6% 10.4%

70人 7人

90.9% 9.1%

1,267人 662人 434人 242人 30人

48.1% 25.1% 16.5% 89.0% 11.0%

72人 7人

91.1% 8.9%

R4
年度

272人

10.3%

79人

3.0%

2,635人

R3
年度

278人

10.6%

77人

2.9%

R2
年度

273人

11.4%

89人

3.7%

2,389人

2,628人

R1
年度

295人

9.9%

86人

2.9%

H30
年度

334人

11.2%

119人

4.0%

2,992人

2,986人

再掲

再)180以上

H29
年度

303人

9.9%

92人

3.0%

年度
健診

受診者
120未満

120～
139

140～
159

160mg/dl以上

3,056人 9.9%

11.2%

9.9%

11.4%

10.6%

10.3%

3.0%

4.0%

2.9%

3.7%

2.9%

3.0%

H29年度 539人 17.6% 320人 127人 23.6% 59人 10.9% 22人 4.1% 11人 2.0%

H30年度 567人 19.0% 326人 140人 24.7% 68人 12.0% 22人 3.9% 11人 1.9%

R1年度 613人 20.5% 384人 140人 22.8% 58人 9.5% 24人 3.9% 7人 1.1%

R2年度 559人 23.4% 323人 132人 23.6% 63人 11.3% 24人 4.3% 17人 3.0%

R3年度 562人 21.4% 329人 134人 23.8% 70人 12.5% 22人 3.9% 7人 1.2%

R4年度 581人 22.0% 358人 124人 21.3% 69人 11.9% 23人 4.0% 7人 1.2%

H29年度 2,517人 82.4% 1,163人 654人 26.0% 430人 17.1% 189人 7.5% 81人 3.2%

H30年度 2,425人 81.0% 1,118人 574人 23.7% 432人 17.8% 193人 8.0% 108人 4.5%

R1年度 2,373人 79.5% 1,105人 596人 25.1% 408人 17.2% 185人 7.8% 79人 3.3%

R2年度 1,830人 76.6% 776人 480人 26.2% 342人 18.7% 160人 8.7% 72人 3.9%

R3年度 2,066人 78.6% 893人 528人 25.6% 396人 19.2% 179人 8.7% 70人 3.4%

R4年度 2,054人 78.0% 909人 538人 26.2% 365人 17.8% 170人 8.3% 72人 3.5%

治
療
な
し

46.2%

46.1%

46.6%

42.4%

43.2%

44.3%

治
療
中

59.4%

57.5%

62.6%

57.8%

58.5%

61.6%

項目
LDL

コレステロール

測定者

正常 保健指導判定値 受診勧奨判定値

120未満 120～139 140～159 160～179 180以上
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ⅴ メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少 

メタボリックシンドロームと循環器病との関連は証明されており、平成 20 年度か

ら始まった生活習慣病予防のための特定健診では、メタボリックシンドロームの減少

が評価項目の一つとされました。 

平川市では、令和５年度までに、平成 20年度（626人）と比べてメタボリックシン

ドローム該当者及び予備群の人数を 25％減少させるという目標を掲げていましたが、

結果としては増加しており、目標は達成できませんでした。（図表 39）そのため、今後

は、本計画の目標値に向けてさらに取組を強化し、メタボリックシンドロームの該当

者及び予備群の減少を目指します。 

 

図表 39 平川市のメタボリックシンドロームの予備群・該当者の推移 

年　度 健診受診者数 メタボ該当者 割合 メタボ予備群 割合

R1年度 2,834人 506人 17.9% 347人 12.2%

R2年度 2,276人 470人 20.7% 293人 12.9%

R3年度 2,493人 529人 21.2% 310人 12.4%

R4年度 2,501人 508人 20.3% 316人 12.6%

（参考値）

R3年度青森県
75,339人 15,527人 20.6% 8,446人 11.2%

 

出典：特定健診法定報告 
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ⅵ 特定健診の実施率の向上 

ⅶ 特定保健指導の実施率の向上 

平成 20 年度にメタボリックシンドロームに着目した特定健診・特定保健指導の導

入が義務付けられ、それらの実施率は、生活習慣病対策に対する取組状況を反映する

目標として設定しています。 

平川市では、特定健診及び特定保健指導実施率ともに 60％という目標値に達してい

ないため、今後も未受診者の受診勧奨や健診後の更なる保健指導の充実を図り、実施

率の向上を目指します。（図表 40） 

 

図表 40 平川市の特定健診・特定保健指導の実施率の推移 

 
出典：特定健診法定報告 

 

④ 対策 

 

ⅰ 特定健診及び特定保健指導実施率の向上の推進 

・健診受診券発行時や健康保険証更新時などの機会を捉えた受診勧奨を実施します。 

・保健協力員へ生活習慣病や特定健診等の重要性を周知し、保健協力員による積極

的な受診勧奨を行います。 

・広報紙や市ホームページ、各種団体の集会及び健康教育の機会を活用して、特定

健診等受診の必要性を周知し、実施率の向上を図ります。 

・個別健診の医療機関の充実を図り、受診機会の利便性を図ります。 

・特定健診等の未受診者に対し、受診勧奨を実施します。 

・市民の自主的な予防・健康づくりを推進するため、健康づくりの取組や成果に応

じてポイントを付与する健康ポイント事業を実施し、健診実施率の向上を図りま

す。 

・集団検診では、がん検診と同日に受診できる複合健診や 12月の追加検診を継続し

て実施します。 

46.1% 46.7% 47.8%

39.3%
43.8%

47.7%
50.7%

56.9%
53.9%

46.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度

特定健診実施率 特定保健指導実施率
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ⅱ 保健指導対象者を明確化するための対策の推進 

・特定健診等を実施し、生活習慣病の発症予防や重症化予防の取組を推進します。 

・特定健診の心電図、貧血、眼底（集団のみ）、ＨｂＡ１ｃ、クレアチニン、尿酸、

総コレステロール、尿潜血、尿中塩分（集団のみ）検査を引き続き実施します。 

・後期健診の心電図、貧血、眼底（集団のみ）、ＨｂＡ１ｃ、クレアチニン、尿潜血、

尿中塩分（集団のみ）検査を引き続き実施します。 

 

ⅲ 循環器病の発症及び重症化予防のための対策の推進 

・特定健診受診者全員に対し、健診結果説明会や訪問等による保健指導を行い、健

診結果と健康状態との関連の理解を進め、市民一人ひとりの自己健康管理の積極

的な推進を図り、生活習慣改善や治療に結びつくように支援します。 

・特定保健指導該当者に対しては、行動目標達成に向けた実践が継続できるように

支援します。 

・脳ドック受診者への保健指導を実施します。 

・高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業での保健指導を実施します。 
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（３）糖尿病 

 

① 背景 

 

国の糖尿病有病者数については、平成 28年の国民健康・栄養調査によると、糖尿病が

強く疑われる人が約 1,000万人、糖尿病の可能性が否定できない人が約 1,000万人であ

り、糖尿病有病者数と予備群を合わせると約 2,000万人となっています。糖尿病の可能

性が否定できない人は、平成 19年をピークに減少傾向ですが、糖尿病が強く疑われる人

は依然として増加傾向であり、日本の人口構成の高齢化や肥満者の増加に伴って今後も

増加することが予測されています。 

糖尿病は、神経障害、網膜症、腎症、足病変といった合併症を併発し、心筋梗塞や脳

卒中等の心血管疾患のリスク因子となるほか、認知症や大腸がん等の発症リスクを高め

ることも明らかになっており、生活の質や社会経済的活力と社会保障資源に多大な影響

を及ぼすことから適切な対策が必要となっています。また、糖尿病は、新規透析導入の

最大の原因疾患であるとともに、成人の中途失明の主要な要因でもあります。 

糖尿病の治療の目標は、良好な血糖コントロールを維持し、合併症の発症・進展を阻

止・抑制することによって糖尿病を持たない者と同様の生活の質を保つことです。糖尿

病の発症予防及び適切な治療による重症化予防を通じて、最終的には健康寿命の延伸を

目指します。 

 

② 目標設定の基本的な考え方 

 

糖尿病の発症予防、重症化予防、合併症の治療の多段階において、糖尿病及びその合

併症に関する対策を切れ目なく講じていくことは、国民の健康増進の総合的な推進策と

して重要です。そのため、糖尿病対策に関する目標としては、一次予防、二次予防、三

次予防それぞれに関わるものを設定することが望ましいとされています。 

一次予防とは「糖尿病の発症予防」、二次予防とは「糖尿病の適切な治療による合併症

の予防」、三次予防とは「合併症による臓器障害の予防・生命予後の改善」であり、それ

ぞれ以下のとおり目標を設定します。 

 

ⅰ 糖尿病の合併症（糖尿病腎症）の新規透析導入者の減少 

健康日本 21（第三次）では、糖尿病合併症である細小血管障害（神経障害、網膜症、

腎症）、大血管障害のうち、個人の生活の質への影響と医療経済への影響とが大きい糖

尿病腎症に着目し、糖尿病腎症による年間新規透析導入患者数減少を三次予防（合併

症による臓器障害の予防・生命予後の改善）に関する目標としていることから、平川

市も糖尿病腎症の新規透析導入者の減少を目指します。 
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ⅱ 治療継続者の増加 

ⅲ 血糖コントロール不良者の減少（ＨｂＡ１ｃ8.0％以上） 

二次予防（糖尿病の適切な治療による合併症の予防）の指標としては、治療継続者

の増加と血糖コントロール不良者の減少を目標として設定します。 

未治療や治療中断が糖尿病の合併症の増加につながることは明確に示されています

が、治療を継続し、良好な血糖コントロール状態を維持することで、糖尿病による合

併症の発症及び重症化を抑制することができます。なお、糖尿病に対するスティグマ

が治療中断の要因の一つとなっていることを考えると、これらの目標を達成するため

には正しい知識の普及啓発等、スティグマ払拭のための取組を進めていくことも必要

です。 

 

ⅳ 糖尿病有病者（ＨｂＡ１ｃ6.5％以上）の増加の抑制 

一次予防（糖尿病の発症予防）のアウトカム指標としては、糖尿病有病者の増加の

抑制を目標とします。糖尿病有病者の増加を抑制できれば、糖尿病自体だけでなく、

糖尿病の合併症を予防することにもつながります。また、糖尿病発症の要因である肥

満に関しては、栄養・食生活分野において適正体重を維持している者の増加を目標と

して設定するとともに、循環器病の分野においてメタボリックシンドロームの該当者

及び予備群の減少及びそのプロセス指標となる特定健診の実施率の向上、特定保健指

導の実施率の向上を目標とします。 

２型糖尿病は生活習慣の影響のみで発症するわけではなく、遺伝的素因等も関与し

ていることには十分に留意することが必要ですが、健康づくりによる予防の観点から

は、生活習慣や環境の改善は重要な要素です。 

食生活の乱れや多量飲酒、身体活動量の低下等の生活習慣は、糖尿病の発症や重症

化に大きく関与するとともに、受動喫煙を含めた喫煙、睡眠の質・量の低下、うつ傾

向や精神的ストレスが発症の危険因子であることや歯周病が血糖コントロールに影響

を与えること等が報告されています。また、糖尿病の合併症の予防・進展抑制には、

血糖管理だけでなく、高血圧症や脂質異常症の治療、禁煙、肥満の是正などの包括的

な管理が必要であること等から、本分野で設定された各目標を達成するためには、「１ 

生活習慣の改善」の各分野の目標や循環器病分野で設定される高血圧の改善、脂質異

常者等の目標、また、社会環境の質の向上に関する各目標項目との関係性も考慮して、

必要な対策を検討していくことが望ましいです。 

加えて、若年女性のやせや妊娠中の喫煙が低出生体重を介して将来の肥満や糖尿病

につながることが示されていることや、子どもの肥満が増加していること等を踏まえ

ると、ライフコースアプローチも考慮した対策が必要であり、各項目の目標達成を目

指すことは糖尿病対策としても重要であると考えられます。 
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③ 現状 

 

ⅰ 糖尿病の合併症（糖尿病腎症）の新規透析導入者の減少 

近年、全国的に糖尿病腎症による新規透析導入患者数は、横ばい傾向にあります。 

平川市の人工透析に占める糖尿病腎症の人数は、令和元年度から令和３年度までは

一時増加したものの、平成 28年度の 47人（48.0％）に比較すると、令和４年度は 39

人（43.3％）に減少しました。（図表 41） 

また、糖尿病腎症による新規透析導入者は､年度にばらつきはあるものの、平成 28

年度の８人を最高に、令和４年度は４人に減少しています。（図表 42）令和元年度か

ら令和４年度までに糖尿病腎症による新規透析導入となった 15 人中３人は平川市国

保加入者でしたが、特定健診を一度も受診していませんでした。 

糖尿病の発症から糖尿病腎症による透析導入に至るまでの期間は、約 20 年間と言

われており、糖尿病の治療中断が透析などの合併症につながることは明らかとなって

います。そのため、特定健診等の受診勧奨とともに、医療機関との連携を推進して治

療中断者や血糖コントロール不良者を減少させ、糖尿病腎症の新規導入者の減少を目

指します。 

 

 

図表 41 平川市の人工透析患者の推移 

 

資料：市福祉課更生医療台帳 
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図表 42 平川市の糖尿病腎症による新規透析導入者の推移 

8人
6人

4人 4人
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5人
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6人
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0人
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H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度

糖尿病腎症 腎炎他

 

資料：市福祉課更生医療台帳 

 

ⅱ 治療継続者の増加 

平川市の治療継続者の割合としてＨｂＡ１ｃ6.5％以上の者の治療率をみると、平成

29年度の 66.8％から令和４年度は 69.4％と増加しています。（図表 43） 

糖尿病は、食事療法も運動療法も大切な治療であり、その結果の判断をするために

は、医療機関での定期的な検査が必要です。しかし、糖尿病治療には段階があること

が分からないまま薬が処方されないという理由などから、治療中断者が多くみられま

す。 

治療継続者は 69.4％と増加しているものの、残りの約３割が未治療または治療中断

であると考えられ、このままの状態を放置すると合併症につながります。そのため、

受診勧奨を徹底するとともに、適切な治療の開始・継続ができるようこれまで以上に

積極的な保健指導を行い、治療継続者を増加させていくことを目指します。 

  

合計 13人 12人 16人 10人 8人 14人 4人
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図表 43 平川市のＨｂＡ１ｃの推移 

未治療 治療
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56.9% 25.8% 9.8% 33.2% 66.8%
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0.5% 9.6%

1,740人 687人 307人 78人 156人
58.6% 23.1% 10.3% 33.3% 66.7%

11人 19人

0.4% 6.4%

1,253人 635人 300人 71人 128人

52.5% 26.6% 12.6% 35.7% 64.3%

7人 8人

0.3% 3.1%

1,364人 727人 280人 83人 173人
51.9% 27.7% 10.7% 32.4% 67.6%

11人 18人

0.5% 6.1%

1,406人 703人 291人 71人 161人
53.4% 26.7% 11.1% 30.6% 69.4%

7人 24人

0.3% 8.5%

R3
年度

256人
9.7%

29人

1.1%

R4
年度

232人
8.8%

31人

1.2%

2,632人

R1
年度

234人
7.9%

30人

1.0%

再掲

再）8.0％以上

H29
年度

226人
7.4%

43人

1.4%

年度
HbA1c
測定

5.5％
以下

5.6％～
5.9％

6.0％～
6.4％

6.5％以上

3,042人

H30
年度

240人
8.1%

39人

1.3%

2,968人

2,969人

R2
年度

199人

8.3%

15人

0.6%

2,627人

2,387人

7.4%

8.1%

7.9%

8.3%

9.7%

8.8%

1.4%

1.3%

1.0%

0.6%

1.1%

1.2%

 

出典：ヘルスサポートラボツール 

  

ⅲ 血糖コントロール不良者の減少（ＨｂＡ１ｃ8.0％以上） 

「糖尿病診療ガイドライン 2019」では、血糖コントロール目標として、低血糖その

他の理由で治療の強化が難しい場合においても、最低限達成が望ましい目標値を

8.0％未満と位置付けているため、本計画においても、血糖コントロール不良者を

8.0％以上としました。同ガイドラインでは、ＨｂＡ１ｃ8.0％以上を超えると、網膜

症のリスクの傾きが大きくなるとされています。 

平川市のＨｂＡ１ｃ8.0％以上の割合は、平成 29 年度は 1.4％でしたが、令和４年

度は 1.2％に減少しています。また、31人中７人が未治療であったため、未治療者が

確実に医療につながるように、引き続き、かかりつけ医との連携を図りながら、個人

にあった食生活や運動等の保健指導を行います。（図表 43） 

また、平川市の糖尿病治療者の令和元年度及び令和４年度のＨｂＡ１ｃ分布図をみ

ると、全体的にＨｂＡ１ｃが高い方に推移しており、糖尿病治療者の血糖コントロー

ルが不良であることが分かります。そのため、糖尿病治療者で血糖コントロール不良

者への支援が今後も必要です。（図表 44、45） 

糖尿病を治療していても糖尿病のない者と変わらない生活の質を保つために、今後

も医療関係者と連携し、平川市の糖尿病治療等に関する課題の共有などを図りながら、

血糖コントロール不良者の減少を図ることに努めます。 
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図表 44 平川市のＨｂＡ１ｃの治療と未治療の状況 

H29年度 274人 9.0% 11人 4.0% 37人 13.5% 75人 27.4% 59人 21.5% 64人 23.4% 28人 10.2% 151人 55.1%

H30年度 272人 9.2% 7人 2.6% 38人 14.0% 79人 29.0% 78人 28.7% 44人 16.2% 26人 9.6% 148人 54.4%

R1年度 295人 9.9% 13人 4.4% 45人 15.3% 81人 27.5% 80人 27.1% 57人 19.3% 19人 6.4% 156人 52.9%

R2年度 256人 10.7% 10人 3.9% 39人 15.2% 79人 30.9% 55人 21.5% 65人 25.4% 8人 3.1% 128人 50.0%

R3年度 293人 11.2% 9人 3.1% 45人 15.4% 66人 22.5% 79人 27.0% 76人 25.9% 18人 6.1% 173人 59.0%

R4年度 281人 10.7% 13人 4.6% 34人 12.1% 73人 26.0% 74人 26.3% 63人 22.4% 24人 8.5% 161人 57.3%

H29年度 2,768人 91.0% 1,721人 62.2% 748人 27.0% 224人 8.1% 40人 1.4% 20人 0.7% 15人 0.5% 75人 2.7%

H30年度 2,697人 90.8% 1,364人 50.6% 953人 35.3% 288人 10.7% 58人 2.2% 21人 0.8% 13人 0.5% 92人 3.4%

R1年度 2,673人 90.1% 1,727人 64.6% 642人 24.0% 226人 8.5% 45人 1.7% 22人 0.8% 11人 0.4% 78人 2.9%

R2年度 2,131人 89.3% 1,243人 58.3% 596人 28.0% 221人 10.4% 47人 2.2% 17人 0.8% 7人 0.3% 71人 3.3%

R3年度 2,334人 88.8% 1,355人 58.1% 682人 29.2% 214人 9.2% 49人 2.1% 23人 1.0% 11人 0.5% 83人 3.6%

R4年度 2,351人 89.3% 1,393人 59.3% 669人 28.5% 218人 9.3% 41人 1.7% 23人 1.0% 7人 0.3% 71人 3.0%
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出典：ヘルスサポートラボツール 

 

図表 45 平川市の糖尿病治療者のＨｂＡ１ｃ分布 

 
出典：市特定健診 

 

ⅳ 糖尿病有病者（ＨｂＡ１ｃ6.5％以上）の増加の抑制 

糖尿病有病者の増加を抑制できれば、糖尿病だけでなく、様々な糖尿病合併症を予

防することにもつながります。健康日本 21（第二次）では、糖尿病有病者の増加の抑

制が目標として掲げられていましたが、最終評価においては、新型コロナウイルス感

染症の影響のため評価指標を得られず、評価困難と判定されました。しかし、推計方

法の代替案として推計したデータでは改善傾向相当との評価がなされました。 

このように、国は改善傾向相当にあるものの、平川市の糖尿病有病者は、平成 29年

度の 7.4％から令和４年度は 8.8％と増加しましたが、インスリン（ＨｂＡ１ｃを下げ

るホルモン）の分泌量は 60歳を過ぎると低下するため、この増加は高齢化が影響して

いると考えられます。（図表 46）そのため、高齢になっても糖尿病を抑制するために

は、健診結果に基づく保健指導を行い、糖尿病有病者の増加の抑制を図ります。 
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図表 46 平川市の糖尿病有病者（ＨｂＡ１ｃ6.5％以上）の推移 
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資料：市特定健診 

 

糖尿病の正常高値及び境界領域（ＨｂＡ１ｃ6.5％未満）は、食生活のあり方が大き

く影響します。食習慣は親から子へつながっていく可能性が高いため、乳幼児期から

の食生活の特徴や親世代の食に関する価値観などの実態を把握し、ライフステージに

応じた、かつ長期的な視野に立った糖尿病の発症予防への取組を推進し、将来の糖尿

病有病者の減少を図ります。 

 

④ 対策（循環器病の対策と重なるものは除く） 

 

ⅰ 糖尿病の発症及び重症化予防のための取組の推進 

・ＨｂＡ１ｃ値に基づき、健診結果説明会や訪問等による保健指導を実施し、健診

結果に基づく市民一人ひとりの自己健康管理ができるよう支援します。 

・市から医療機関への紹介状や保健指導情報提供書、糖尿病連携手帳を用い、医療

関係者との連携を図ります。 

・糖尿病専門医や管理栄養士による健康講座を実施します。 

・高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業での保健指導を実施します。 
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２ 生活習慣・社会環境の改善 

（１）栄養・食生活 

 

① 背景 

 

栄養・食生活は、生命の維持に加え、子ども達が健やかに成長し、また人々が健康で

幸福な生活を送るために欠くことのできない営みとなっています。また、多くの生活習

慣病の予防・重症化予防のほか、やせや低栄養等の予防を通じた生活機能の維持・向上

の観点からも重要となっています。さらに、個人の行動と健康状態の改善を促すための

適切な栄養・食生活やそのための食事を支える食環境の改善を進めていくことも重要で

す。 

 

② 目標設定の基本的な考え方 

 

健康日本 21（第三次）は、身体的、精神的、社会的に良好な食生活の実現を図ること

を目的に、健康・栄養状態レベルとして適正体重を維持している者の増加、適切な量と

質の食事を摂取する観点で食事レベルのバランスの良い食事を摂っている者の増加、食

品レベルの野菜摂取量の増加、果物摂取量の改善、栄養素レベルの食塩摂取量の減少に

ついて目標設定をしていますが、平川市では以下の六つを目標として設定します。 

なお、取組を進めるに当たっては、集団に加え個人の特性を踏まえたアプローチが必

要になることから、地域格差だけでなく社会経済格差に伴う栄養格差の対策や食習慣に

対する関心度に応じた取組等に資する分析も行うことが重要です。 

 

ⅰ 20歳代から 30歳代までの女性におけるやせの者の減少 

ⅱ 低出生体重児の減少 

ⅲ 20歳代から 60歳代までの男性における肥満者の減少 

ⅳ 40歳代から 60歳代までの女性における肥満者の減少 

ⅴ 低栄養傾向の高齢者の減少 

体重は、各ライフステージにおいて、それぞれ主要な生活習慣病や健康状態との関

連が強いです。肥満は、がん、循環器病、２型糖尿病等の生活習慣病との関連があり

ます。若年女性のやせは、骨量減少、低出生体重児出産のリスク等との関連があり、

高齢者のやせは、肥満よりも死亡率が高くなります。 

健康日本 21（第三次）の指標である 20歳代から 60歳代までの男性における肥満者

の割合を経年的な推移でみると、平成 22年から平成 25年までは減少したものの、平

成 25年から令和元年までは増加し、いずれの年代も同様の傾向となっています。40歳

代から 60 歳代までの女性における肥満者の割合は約２割であり、経年的な推移でも

増減はなく、平川市も同様の傾向です。そのため、引き続き、20 歳代から 60 歳代ま



 

53 

 

での男性における肥満者の減少、40 歳代から 60 歳代までの女性における肥満者の減

少を目標として設定します。 

また、これまで若年女性のやせは、20歳代を対象としてきましたが、国はこの 20年

間大きな増減はなく、30歳代においても同様に一定の割合が存在することから、20歳

代から 30 歳代までの女性を対象に取組を進めていくことが重要であるとしているた

め、平川市も 30歳代を追加し、20歳代から 30歳代までの女性におけるやせの者の減

少を目標とします。 

高齢期のやせは、肥満よりも死亡率が高くなると言われており、適切な栄養は、生

活の質（ＱＯＬ）のみならず、身体機能を維持し生活機能の自立を確保する上でも極

めて重要です。低栄養傾向の高齢者（65歳以上）の割合は、後期高齢者の増加による

自然増により見込まれる割合を上回ることなく抑制はできていますが、今後、高齢者

の割合がさらに増加することを踏まえ、引き続き対策を行っていく必要があるため、

目標として設定します。 

 

 

ⅵ 食塩摂取量の減少 

世界 195か国を対象にした生活習慣病による死亡・障害調整生命年に対する不健康

な食事の影響をみた研究報告によると、日本は、ナトリウムの多量摂取が最大の食事

因子となっています。また、成人の生活習慣病と傷害による死亡に対する主要な決定

因子（単一の因子）をみた研究では、食事因子としては食塩の過剰摂取が最も大きい

ことが示されています。こうした食塩の過剰摂取の課題解決に向けて、減塩に関する

取組をより一層、推進させていく必要があるため、食塩摂取量の減少を目標として設

定します。 
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図表 47 ４つの食品群 
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緑黄色野菜(150ｇ)

淡色野菜（250ｇ） 　

いも類（100ｇ）

きのこ類（50ｇ） ごはん類
海藻類（50ｇ） （個人によりまちまち）

果物類（80kcal）

第３群 第４群

体
の
働
き
を
ス
ム
ー

ズ

に
す
る

力
や
体
温
の
も
と
に
な
る

ー栄養バランスのとれた食事を簡単に作ることができるー

４ 　 つ　 の　 食　 品　 群
１ 日にこれだけ食べよう（ １ 日の目安量）

第１ 群 第２群

日
本
人
に
不
足
し
が
ち
な

栄
養
素
を
含
む

筋
肉
や
血
を
作
る
の
に

必
要卵1個

卵

乳・乳製

魚介・肉・

豆・

豆製品

砂糖・その他

油脂
穀物果物

野菜・きのこ

海藻類

牛乳をコップ1杯と

チーズ1切れ

緑黄色野菜と

淡色野菜

りんご

1/2個

砂糖大さじ2

 

 

③ 現状 

 

個人にとって、適切な量と質の食事を摂っているかどうかの指標は健診データです。 

健診データについての目標項目は、「１ 生活習慣病の予防」の項目で掲げているため、

第３次健康ひらかわ 21の栄養・食生活については、ライフステージごとの適正体重につ

いての目標を設定します。（図表 48） 

体重は、ライフステージを通して日本人の主要な生活習慣病や健康状態との関連が強

く、特に肥満は、がん、循環器病、糖尿病等の生活習慣病との関連、若年女性のやせは、

低出生体重児出産のリスク等との関連があります。 
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図表 48 ライフステージにおける適正体重の評価指標 

ライフステージ 妊娠 出生 学童 高齢者

20歳代女性 出生児 小学校5年生
20歳代～60歳代

男性

40歳代～60歳代

女性
65歳以上

やせの者 低出生体重 肥満度20％以上 肥満者 肥満者 BMI20以下

男子12.58%

女子9.26%

（R1年） （R2年） （R3年度） （R1年） （R1年） （R1年）

8.2% 8.6%
男子27.7%

女子12.2%
38.5% 27.3% 15.8%

（R4年） （R4年） （R4年度） （R4年度） （R4年度） （R4年度）

平川市

成人

評価指標

全国

男子16.83％

女子12.83％

(R3年度）

8.6%

（R2年）

4.2%

(H28年）
青森県

20.7% 9.2% 16.8%25.4%10.9%

 
出典：厚生労働省国民健康・栄養調査、厚生労働省人口動態統計 

青森県国民栄養調査、学校保健統計調査 

 

ⅰ 20歳代から 30歳代までの女性におけるやせの者の減少（妊娠時のＢＭＩが 18.5

未満） 

妊娠前、妊娠期の心身の健康づくりは子どもの健やかな発育につながります。 

低出生体重児の出生は、妊娠前の母親のやせが要因の一つとして考えられています。 

平川市の令和４年度の妊娠前の母親のやせは 8.2％であり、国の現状値（令和元年）

である 20.7％より低い数値となっています。（図表 48） 

今後も、妊娠中の適切な体重増加の目安とするために、妊娠直前のＢＭＩを把握し

た保健指導を行います。また、妊娠前、妊娠期の健康は、次の世代を育むことにつな

がることの啓発とともに、ライフステージ及び健診データに基づいた保健指導も行い、

20歳代から 30歳代までの女性におけるやせの者の減少を図ります。 

 

ⅱ 低出生体重児の減少 

低出生体重児は、神経学的・身体的合併症のほか、成人後に糖尿病や高血圧等の生

活習慣病を発症しやすいとの報告もあります。 

平川市では、毎年約 16人前後が低出生体重児であることから、妊娠前・妊娠期の心

身の健康づくりの推進が必要です。加えて、低出生体重で生まれてきた子どもの健や

かな発育、発達への支援や将来の生活習慣病の発症予防のための保健指導を行い、低

出生体重児の減少を目指します。（図表 49） 

 

図表 49 平川市の低出生体重児・極低出生体重児の割合の推移 

項　目 H29年 H30年 R1年 R2年 R3年 R4年

低出生体重児数 13人 21人 13人 15人 21人 13人

低出生体重児の割合 7.7% 13.1% 7.8% 9.9% 12.4% 8.6%

極低出生体重児の割合 0.6% 1.9% 1.2% 1.3% 1.2% 0.7%  

資料：市出生届 
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ⅲ 20歳代から 60歳代までの男性における肥満者の減少 

ⅳ 40歳代から 60歳代までの女性における肥満者の減少 

平川市の 40歳代から 60歳代までの女性における肥満者の割合は横ばいですが、20

歳代から 60 歳代までの男性にける肥満者の割合は増加傾向にあり、どちらも国の現

状値（令和元年）である男性 34.7％、女性 22.7％を上回っています。（図表 52） 

そのため、健診結果説明会等の機会を活用した保健指導を実施し、肥満者の減少を

目指します。 

 

図表 52 平川市の 20歳代から 60歳代までの男性及び 40歳代から 60歳代までの女性

における肥満者の推移（ＢＭＩ25以上） 

34.2%
37.5% 38.1% 38.5%

26.0%
24.6%

28.7%
27.3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

R1年度 R2年度 R3年度 R4年度

男性 女性

  
資料：市特定健診 

国の現状値（R1 年) 

男 34.7％ 女 22.7％未満 
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ⅴ 低栄養傾向（ＢＭＩ20以下）の高齢者の減少 

高齢者の低栄養傾向の基準は、要介護及び総死亡リスクが統計学的に有意に高くな

るＢＭＩ20以下が指標として示されています。 

平川市の 65歳以上の低栄養傾向者（ＢＭＩ20以下）の割合は、令和４年度は 15.9％

と国の現状値（令和元年）である 16.8％より下回っていますが、令和元年度以降は増

加しています。これは、高齢化に伴って増加した可能性があるため、栄養バランスの

とれた食事等の保健指導を行い、低栄養傾向の高齢者の減少を図ります。（図表 53） 

 

図表 53 平川市の 65歳以上の低栄養傾向者の推移（ＢＭＩ20以下） 

13.6%

14.9%

15.8% 15.9%

12%

13%

13%

14%

14%

15%

15%

16%

16%

17%

17%

R1年度 R2年度 R3年度 R4年度
 

資料：市特定健診 

 

ⅵ 食塩摂取量の減少 

市民が自身の食塩の摂取量を把握することは、循環器病の危険因子である高血圧の

発症や重症化を予防する上で重要であるため、令和４年度から高血圧ゼロのまちモデ

ルタウン事業を開始し、特定健診や後期健診、３歳児健診において尿中塩分検査を実

施しています。 

令和元年の国民健康・栄養調査での 20歳以上の食塩摂取量の全国平均は、男性 10.9g、

女性 9.3gでしたが、令和４年度の平川市の尿中塩分検査結果では、いずれの健診でも

男女ともに全国平均を上回っています。（図表 54、55）そのため、食塩に関する実態把

握をし、減塩の取組強化を行い、食塩摂取量の減少を目指します。 

また、令和４年度に実施した３歳児健診の尿中塩分検査は、約６割もの子どもが基

準値である 3.5g未満を超えていました。（図表 56） 

将来の生活習慣病の発症予防のためには、幼少期からの食生活が重要です。３歳児

の食塩の摂取状況を把握することで、同時にその家族が自身の食生活を見直し、家族

全員が減塩を意識した食生活を実践するきっかけとなるため、今後も尿中塩分検査の

取組を継続し、個別に結果を通知して保健指導を実施します。 

国の現状値(R1年) 

16.8％ 
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図表 54 平川市の尿中塩分検査結果（健診別） 

男性 女性 男性 女性 男性 女性

測定者数 55人 31人 1,000人 1,000人 369人 486人

平均 12.4g 11.0g 12.3g 11.0g 11.5g 10.8g

項　目
30代健診 特定健診 後期健診

 

資料：市特定健診・後期健診 

 

図表 55 平川市の尿中塩分検査結果の詳細（健診別） 

30代健康診査 特定健診 後期健診

3人 5.5% 3人 9.7% 73人 7.3% 73人 7.3% 30人 8.1% 40人 8.2%

12人 21.8% 10人 32.3% 205人 20.5% 333人 33.3% 104人 28.2% 166人 34.2%

29人 52.7% 13人 41.9% 513人 51.3% 467人 46.7% 178人 48.2% 227人 46.7%

7人 12.7% 5人 16.1% 175人 17.5% 113人 11.3% 50人 13.6% 47人 9.7%

4人 7.3% 0人 0.0% 28人 2.8% 13人 1.3% 4人 1.1% 5人 1.0%

0人 0.0% 0人 0.0% 6人 0.6% 1人 0.1% 3人 0.8% 1人 0.2%

15g以上20g未満

20g以上25g未満

25g以上

男性 男性 女性
尿中塩分量

10g以上15g未満

女性

基準値以内

基準値以上10g未満

女性 男性

 

※ 基準値：男性 7.5g未満、女性 6.5g未満 

資料：市特定健診・後期健診 

  

図表 56 平川市の３歳児健診における尿中塩分検査結果 

人数 割合

83人 41.7%

66人 33.2%

32人 16.1%

8人 4.0%

10人 5.0%10g以上

3.5g以上6g未満

6g以上8g未満

8g以上10g未満

尿中塩分量

3.5g未満(基準値)

 
資料：市３歳児健診
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図表 57 ライフステージにおける健診項目一覧表 

特定健診
（20条）

1歳6ケ月児
健診

3歳児
健診

健康診査 特定健診
後期高齢
者健診

8週前後 26週前後 36週前後
1歳

6ケ月
3歳 保育所 幼稚園

小学校、
中学校、
高等学校

大学
30歳～
39歳

40歳未満
雇用時、
35歳、

40歳以上

40歳～
74歳

75歳
以上

幼児 中学生 高校生

3歳～5歳 6歳～8歳 9歳～11歳 12～14歳 15～17歳

● ● ● ● ● ● ☆ ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ☆ ● ● ● ●

☆ ● ● ●

☆ ● ● ●

AST(GOT) ☆ ● ● ●

ALT(GPT) ☆ ● ● ●

γ-GT
(γ-GTP)

☆ ● ● ●

● ● ● ☆ ● ● ● ●

☆ ☆

空腹時血糖 92mg/dl未満 ☆

随時血糖

食後1時間

140mg/dl未満
食後2時間

120mg/dl未満

● ● ☆

HbA1c ☆ ☆ ☆

尿糖 ● ● ● ● ● ● 省略可 ☆ ● ●

LDL-コレステロール以外のリスク 目標値(mg/dl)

低リスク 160未満

中リスク 140未満

120未満

100未満

100未満

70未満

● ● ● ● ● ● 省略可 ☆ ● ● ● ●

● ● ● ● 省略可 ☆ ☆ ☆

● ● ● ☆ ● ☆ ☆

● ● ● ☆ ● ☆ ☆

● ● ● ☆ ● ☆ ☆

☆は平川市が独自で実施している項目

身長

40mg/dl以上

体重

学校健診 定期健康診断

法律
母子保健法 （省令）児童福祉施設

最低基準第35条

学校保健安全法 労働安全衛生法

内
臓
脂
肪
の
蓄
積

BMI・肥満度
肥満度
15％
未満

BMI
25未満

中性脂肪

肝
機
能

31IU/I未満

31IU/I未満

51IU/I未満

高齢者の医療の確
保に関する法律

母子健康手帳（第16条）
妊婦健康診査（第13条）

健康診査（12条） 健康診断（13条） 健康診断（第66条）

健診の名称等 妊婦健診

対象年齢・時期等

項目
小学生

妊婦 成人 65歳以上 年1回 年1回 年1回 年1回 年1回年間14回 該当年齢 該当年齢
（幼稚園は、学校保健
衛生法のもと実施）

年1回 年1回

腹囲
腹囲75cm未満 男　85cm未満

HDLコレステロール

女　90cm未満

● ●☆

☆ ● ●

●
（いずれ

か）

●
（いずれ

か）

●
（いずれ

か）血
管
を
傷
つ
け
る
条
件

血圧(mmHg) 130/85mmHg未満

尿酸

尿蛋白 （－）

尿潜血 （－）

女　　0.8未満

140mg/dl未満

eGFR 60ml/分以上

6.5%未満

血
糖

（－）

☆ ☆ ☆

易
血
栓
性

赤血球数

ヘマトクリット 46%未満

ヘモグロビン

腎
臓

血清クレアチニン
(mg/dl)

男　1.05未満

肥満度
20％未満

腹囲80cm未満

腹囲/身長比　0.5未満

120mg/dl未満 150mg/dl未満

妊娠前のBMIに
よって体重増加
の目安が変わる

7.1mg/dl未満

100mg/dl未満

一次
予防

二次
予防

冠動脈疾患冠動脈疾患又はアテ
ローム血栓性脳梗塞の既往あり

高リスク
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④ 対策 

 

ⅰ 生活習慣病の発症予防のためのライフステージに応じた栄養指導の取組の推進 

・心身の健康づくりを推進し、健やかな子どもの発育のために、妊娠期における栄

養指導を実施し、低出生体重児の減少を図ります。 

・地域住民の健康増進を目的に、食生活改善推進員養成講座を実施します。 

・家庭訪問や健康相談、健診結果説明会、健康教育など、多様な経路により、それ

ぞれの特徴を生かしたきめ細やかな栄養指導を実施します。 

 

ⅱ 高血圧ゼロのまちモデルタウン事業の推進 

・高血圧ゼロのまちモデルタウン事業で、３歳児健診、特定健診、後期健診におい

て尿中塩分検査を実施し、食塩摂取量の減少を図ります。 

 

ⅲ 生活習慣病の重症化予防のための取組の推進 

・管理栄養士による専門性を発揮した栄養指導を実施し、生活習慣病の重症化予防

を図ります。 

・糖尿病や慢性腎臓病などの食事療法が重要な疾患は、かかりつけ医と連携し、重

症化予防に向けた栄養指導を実施します。 

 

 ⅳ 高齢者の介護予防を目的とする取組の推進 

・介護予防事業の中で、低栄養状態の高齢者に対し、低栄養予防、夏場の水分補給、

栄養バランスのとれた食事等の保健指導を実施します。 
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（２）身体活動・運動 

 

① 背景 

 

「身体活動」とは、安静にしている状態よりも多くのエネルギーを消費する全ての動

きを、「運動」とは、身体活動のうち、スポーツやフィットネスなどの健康・体力の維持・

増進を目的として計画的・意図的に行われるものを指します。 

身体活動・運動の量が多い者は、少ない者と比較して２型糖尿病、循環器病、がん、

ロコモティブシンドローム、うつ病、認知症等などの発症・罹患リスクが低いことが報

告されています。世界保健機関（ＷＨＯ）は、高血圧、喫煙、高血糖に次いで、身体活

動・運動不足を全世界の死亡に対する危険因子の第４位と認識し、また、日本では、身

体活動・運動の不足は喫煙、高血圧に次いで非感染性疾患による死亡の３番目の危険因

子であることが示唆されています。加えて、身体活動は、妊婦・産後の女性、慢性疾患

や障害のある人を含め、様々な人々に対して健康効果が得られるとされています。身体

活動・運動の意義と重要性が広く国民に認知され実践されることは、超高齢社会を迎え

る日本の健康寿命の延伸に有用であると考えられます。一方で、機械化・自動化の進展、

移動手段の変化等により、国民の身体活動量が減少しやすい社会環境にあることや、日

常生活における歩数、運動習慣者の割合のいずれも横ばいから減少傾向であることを踏

まえると、引き続き身体活動・運動分野の取組を積極的に行う必要があります。さらに、

身体活動量の減少は肥満や生活習慣病発症の危険因子であるだけでなく、高齢者の自立

度低下や虚弱の危険因子であることから、早急に重点的な対策を実施する必要がありま

す。 

 

② 目標設定の基本的な考え方 

 

身体活動・運動量を増加させ、健康増進につなげていくことが重要であるため、以下

の目標を設定します。 

 

ⅰ 日常生活において歩行または同等の身体活動を１日１時間以上実施する者の増加 

歩数は、身体の移動を伴うような比較的活発な身体活動の客観的な指標であり、歩

数の増加は、健康寿命延伸や社会生活機能の維持・増進につながります。これまでの

研究において、歩数と疾病罹患率あるいは死亡率との間に明確な負の関係があること

が確認されていますが、国の統計では過去 10年間で全ての世代において、男女ともに

横ばいから減少傾向にあります。将来の生活習慣病発症や社会生活機能低下を防止す

るためには、日常生活における歩数を増加させ、「健康づくりのための身体活動基準

2013」における個人への推奨値（成人については、23メッツ・時/週≒8,000歩～10,000

歩、高齢者については、10メッツ・時/週）に近づける必要があります。これらを踏ま

え、健康日本 21（第三次）では日常生活における歩数の増加を目標として設定してい
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ますが、平川市では、歩数の指標を得られないため、日常生活において歩行または同

等の身体活動を１日１時間以上実施する者の増加を目標として設定します。 

 

ⅱ 運動習慣者の増加 

健康増進や体力向上などを通じて、各個人の抱える多様かつ個別の健康問題を効率

的に改善することができます。運動は、余暇身体活動とも呼ばれ、これまでに数多く

の研究が報告されています。これらの研究において運動習慣を有する者は、運動習慣

のない者に比べて、生活習慣病発症や死亡のリスクが低いことが報告されており、よ

り多くの者が運動習慣を持つことが重要となっています。これらを踏まえ、引き続き、

運動習慣者の増加を目標として設定します。 

 

ⅲ 骨粗鬆症検診受診率の向上 

市町村は、健康増進法に基づく健康増進事業の一環として骨粗鬆症検診を行ってい

ます。骨粗鬆症検診の目的は、無症状の段階で骨粗鬆症及びその予備群を発見し、早

期に介入することです。骨粗鬆症検診の受診率の向上は、未治療の骨粗鬆症患者の治

療介入を促し、骨粗鬆症性骨折患者の減少、ひいては健康寿命の延伸につながると考

えられます。このため、骨粗鬆症検診について普及啓発等を行い、受診率向上の取組

を進める必要があります。 

 

③ 現状 

 

ⅰ 日常生活において歩行または同等の身体活動を１日１時間以上実施する者の増加 

平川市の日常生活において歩行または同等の身体活動を１日１時間以上実施する者

は、どの年代においても令和２年度は減少したものの、令和元年度と令和４年度を比

較すると、男性は増加し、女性は横ばい傾向です。次に、令和４年度の 20 歳から 64

歳までと 65歳以上を比較すると、男性は 20歳から 64歳まで、女性では 65歳以上の

割合が高くなっています。（図表 58） 

歩数を増加させる具体的な手段として、歩行を中心とした身体活動がありますが、

平川市は、道路の凍結等により冬期間の歩行は、転倒などの危険を伴うことが多くな

ります。そのため、年間を通して安全に歩行等の身体活動ができる環境を整備し、日

常生活において歩行または同等の身体活動を１日１時間以上実施する者の増加を図り

ます。 
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図表 58 平川市の日常生活において歩行または同等の身体活動を１日１時間以上実

施する者の推移 

 

資料：市特定健診 

 

ⅱ 運動習慣者の増加 

運動習慣者の割合を年代で比較すると、国の現状値（令和元年）では 65歳以上の割

合が高く、これは、令和４年度の平川市においても同様の傾向です。（図表 59） 

20 歳から 64 歳までの運動習慣者を増加させていくためには、身近な場所で運動で

きる環境を整備することや歩行と同様に、積雪や路面の凍結等による冬期間の屋外で

の運動が制限される点を考慮して、年間を通じて運動が可能な施設など、多くの人が

気軽に運動に取り組むことができる環境を整えることが必要です。また、各種運動事

業への参加を促し、運動習慣者の増加を図ります。 

 

図表 59 平川市の運動習慣者の推移 

 

資料：市特定健診 
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ⅲ 骨粗鬆症検診受診率の向上 

高齢者が生活機能を維持するためには、骨折の予防が重要です。 

平川市の令和４年度の骨粗鬆症検診受診率は 22.6％で、国の現状値（令和３年度）

である 5.3％より高い状況にありますが、骨粗鬆症性骨折患者を減少させ、元気な高

齢者を増加させるためには、更なる受診率の向上が必要です。（図表 60）そのため、積

極的な受診勧奨を実施し、骨粗鬆症検診の受診率向上を目指します。 

 

図表 60 平川市の骨粗鬆症検診の推移 

項　目 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度

対象者 1,634人 1,493人 1,499人 1,529人

受診者 359人 193人 330人 346人

受診率 22.0% 12.9% 22.0% 22.6%
 

資料：市骨粗鬆症検診 

 

また、要介護状態となる主な原因の一つに運動器疾患もありますが、生活の質に大

きな影響を及ぼすロコモティブシンドロームは、高齢化に伴う、骨の脆弱化、軟骨・

椎間板の変形、筋力の低下、神経系の機能低下によるバランス機能の低下などが大き

な特徴で、これらの状態により、要介護状態となる人が多くみられます。 

ライフステージの中で、骨・筋・神経は成長発達し、高齢期には機能低下に向かい

ますが、それぞれのステージに応じた運動を行うことが最も重要になります。 
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④ 対策 

 

ⅰ 身体活動量の増加や運動習慣の必要性についての知識の普及・啓発の推進 

・ライフステージや個人の健康状態に応じて、適切な運動指導を実施します。 

 

ⅱ 身体活動及び運動習慣の向上の推進 

・健診結果を基に、運動教室や平川市スポーツ協会が実施している各種運動事業の

参加を推進します。 

・年間を通じて歩行や運動ができる環境整備を行います。 

 

ⅲ 高齢者の介護予防を目的とする取組の推進 

・介護予防事業の中で、運動器の機能低下がみられる高齢者に対し、転倒予防のた

めの筋力アップ、バランス、ストレッチを組合せた体操を実施します。 

・介護予防普及啓発事業（てんとうむし体操教室、体力アップ運動教室、ワクワク

水中運動教室、高齢者出前講座）や通いの場でのいきいき百歳体操を実施し、元

気な高齢者を増やします。 

 

ⅳ 骨粗鬆症検診の推進 

・骨密度の低下による骨折を予防するため、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65

歳、70歳の女性に骨粗鬆症検診を実施します。 

・骨粗鬆症検診の受診勧奨を実施します。  
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（３）休養・睡眠 

 

① 背景 

 

「休養」には二つの意味が含まれ、「休」は、労働や活動等によって生じた心身の疲労

を休息により解消し、元の活力を持った状態への復帰を図る働きを、「養」は、「英気を

養う」というように、社会的機能の向上に資する心身の能力を自ら高める営みを主とし

て指します。 

日々の生活においては、睡眠や余暇が重要であり、十分な睡眠や余暇活動は、心身の

健康に欠かせないものです。睡眠不足は、日中の眠気や疲労に加え、頭痛等の身心愁訴

の増加、情動不安定、注意力や判断力の低下に関連する作業能率の低下等、多岐にわた

る影響を及ぼし、事故等、重大な結果を招く場合もあります。また、睡眠不足を含め様々

な睡眠の問題が慢性化すると、肥満、高血圧、糖尿病、心疾患や脳血管障害の発症リス

ク上昇と症状悪化に関連し、死亡率の上昇にも関与することが明らかとなっています。

また、睡眠の問題はうつ病などの精神障害において、発症初期から出現し、再燃・再発

リスクを高めることが知られていますが、不眠の存在自体が精神障害の発症リスクをも

高めるという報告もあります。 

一方で、日本人の睡眠時間は、男性で７時間 52分、女性で７時間 33分と、諸外国に

比べ短く、今後も短縮すると予測されており、日本における睡眠不足に起因する経済損

失は小さくありません。このため、休養分野について引き続き取組を進めていく必要が

あります。 

 

② 目標設定の基本的な考え方 

 

睡眠や余暇が日常生活の中に適切に取り入れられた生活習慣を確立することは、健康

増進における重要な課題です。より良い睡眠を取ることは心身の健康の保持・増進にお

いては極めて重要ですが、より良い睡眠には、睡眠の質と量、いずれもが重要です。し

かし、平川市では、睡眠の量の指標が得られないため、睡眠の質の目標を以下のとおり

設定します。 

 

ⅰ 睡眠で休養がとれている者の増加 

平成 26 年以降の国民健康・栄養調査での全国の睡眠による休養をとれていない者

の有訴者率は、20％前後で推移しています。健康日本 21（第二次）においては、睡眠

による休養をとれていない者の有訴者率の減少を目標としていましたが、ほぼ全ての

世代で有訴者率は増加しており、引き続き国民の睡眠習慣に対して積極的に施策を講

じていく必要があると言われています。また、いわゆる熟睡感、睡眠の質、睡眠休養

感といった、睡眠により休養をとれていると感じているかに関連する主観的評価は、
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肥満、高血圧、糖尿病、心疾患やうつ病等の精神的健康と強く関連するという報告が

多く認められているため、引き続き睡眠での休養感についての目標を設定します。 

 

③ 現状 

 

ⅰ 睡眠で休養がとれている者の増加 

平川市では、特定健診受診者に対し、「睡眠で休養が十分とれていますか」の問診項

目で睡眠に関する実態把握をしています。そのうち、「はい」と答えた者は、令和元年

の 78.0％に比べ令和４年度は 79.6％と増加傾向にあり、健康日本 21（第三次）の目

標値の 80％に近い値となっています。（図表 61） 

睡眠の質の低下は、肥満、高血圧、糖尿病、心疾患やうつ病等の精神的健康と強く

関連するため、睡眠に関する正しい知識を身に付けられるような保健指導を行い、睡

眠で休養が取れている者の更なる増加を目指します。 

 

図表 61 平川市の十分な睡眠がとれている者の推移 
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資料：市特定健診 

 

④ 対策 

 

ⅰ 睡眠と健康との関連等に関する保健指導の推進 

・睡眠について正しい知識を身に付けるための保健指導を実施します。 
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（４）飲酒 

 

① 背景 

 

アルコールは、様々な健康障害との関連が指摘されており、アルコール性肝障害、膵

炎等の臓器障害、高血圧、心血管障害、がん等に深く関連します。加えて、不安やうつ、

自殺、事故といったリスクとも関連します。 

健康日本 21（第二次）では、生活習慣病のリスクを高める飲酒量を１日の平均純アル

コール摂取量が男性で 40ｇ以上、女性で 20ｇ以上と定義した上で、このような飲酒の予

防を図るため、生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の減少を目標として設

定し、取組を行ってきました。国全体のアルコール消費量は減少傾向にある一方で、こ

の目標については、男性では変化なし、女性では悪化傾向にあるため、より一層のアル

コールによる健康影響に関する知識の普及啓発、減酒支援等の推進が求められます。ま

た、令和３年度から開始された「アルコール健康障害対策推進基本計画（第２期）」にお

いては、アルコール健康障害の発生予防が重点課題とされ、「第４期がん対策推進基本計

画」においては、飲酒は予防可能ながんリスク因子とされており、これらの計画との整

合性を保ちつつ、取組を進めることが必要となります。 

また、20歳未満の者や教育者、保護者、妊婦に対しても、国、地方公共団体、関係団

体、事業者等と連携し、飲酒による健康影響等について、引き続き、分かりやすい普及

啓発を行うことが必要です。 

 

② 目標設定の基本的な考え方 

 

ⅰ 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の減少 

国内外の研究結果から、がん、高血圧、脳出血、脂質異常症などの飲酒に関連する

多くの健康問題のリスクは、１日平均飲酒量とともにほぼ直線的に上昇することが示

されており、これらの知見からは、生活習慣病のリスクを高める飲酒量の域値は低け

れば低いほどよいことが示唆されます。一方、全死亡、脳梗塞及び虚血性心疾患につ

いては、飲酒量との関係がほぼ直線的に上昇するとは言えず、男性では 44ｇ/日（日

本酒２合/日）程度以上の飲酒（純アルコール摂取）で非飲酒者や機会飲酒者に比べて

リスクが高くなることを示す研究が多くなっています。また、女性では 22ｇ/日（日

本酒１合/日）程度以上の飲酒で、リスクが高くなることを示す研究があります。 

健康日本 21（第二次）では、生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の減

少を目標としていましたが、男性では変化なし、女性では悪化傾向であったことを鑑

みて、引き続き目標として設定しています。平川市では、男性は減少しているものの

女性は横ばい傾向であることや国よりも飲酒量が多いことを踏まえ、生活習慣病のリ

スクを高める飲酒量を１日当たりの平均純アルコール摂取量を男性で 40ｇ、女性で 20

ｇ以上と定義し、引き続き目標として設定します。 
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③ 現状 

 

ⅰ 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者（１日当たりの純アルコールの

摂取量が男性 40g以上、女性 20g以上）の減少 

平川市の生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合は、男性は減少し

ているものの、女性は横ばい傾向です。しかし、全国と比較すると男女ともに高くな

っています。（図表 62） 

また、飲酒頻度と飲酒量をみると、毎日飲酒している者や飲酒量３合以上の割合も

全国や青森県に比べ高くなっています。（図表 63） 

 

図表 62 平川市の生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の推移 
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出典：ＫＤＢシステム 

 

  

国の現状値（R1年） 

男 14.9％ 女 9.1％ 
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図表 63 飲酒頻度と飲酒量（令和４年度） 

全　国 青森県 平川市

毎日 25.5% 26.5% 30.5%

時々 22.5% 22.5% 17.8%

飲まない 52.0% 50.9% 51.7%

１合未満 64.1% 56.5% 56.6%

１合～２合 23.7% 25.3% 22.8%

２合～３合 9.4% 11.2% 10.5%

３合以上 2.8% 7.0% 10.1%

飲

酒
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出典：ＫＤＢシステム 

 

次に、飲酒量と関係が深いγ-ＧＴＰについて、基準値は 50U/L以下とされており、

51U/L～100U/Lは保健指導判定値、101U/L以上は受診勧奨判定値となっています。 

γ-ＧＴＰの基準値以上の者の割合をみると、男性は減少していますが、女性は増加

傾向です。（図表 64） 

 

図表 64 平川市のγ-ＧＴＰ基準値以上の者の推移 

性　別 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度

男　性 48.5% 51.1% 48.2% 46.0%

女　性 12.0% 13.7% 13.8% 12.8%
 

資料：市特定健診 

 

また、γ-ＧＴＰ受診勧奨判定値者のうち飲酒習慣がある者は男性 92.5％、女性

48.6％となっています。そのうち、生活習慣病を高める量を飲酒している者の割合は、

男性が 72.3％、女性が 72.2％となっています。（図表 65） 

 

図表 65 平川市のγ-ＧＴＰ受診勧奨判定値者の飲酒習慣の有無（令和４年度） 

男性 女性

92.5% 48.6%

生活習慣病のリスクを高める飲酒者

（男性40g、女性20g以上)
72.3% 72.2%

7.5% 51.4%

飲酒習慣あり

飲酒習慣なし

項目

 

資料：市特定健診 
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さらに、γ-ＧＴＰ51U/L以上（基準値以上）の者は、男女ともに、ほとんどの検査

項目で異常率が高くなっています。（図表 66） 

 

図表 66 γ-ＧＴＰ51U/I以上の検査項目別異常者の割合（令和４年度） 

①男性

該当者 予備群

低HDL

コレステ

ロール

高中性

脂肪
境界領域

糖尿病

領域

正常高値

～Ⅰ度

Ⅱ度

～Ⅲ度

1,263人 29.9% 17.0% 35.6% 2.0% 7.3% 11.1% 11.6% 50.8% 8.5% 21.4% 8.2% 4.6%

438人 38.1% 17.8% 41.3% 3.0% 15.8% 9.4% 12.8% 55.3% 9.8% 19.9% 9.8% 7.5%

②女性

該当者 予備群

低HDL

コレステ

ロール

高中性

脂肪
境界領域

糖尿病

領域

正常高値

～Ⅰ度

Ⅱ度

～Ⅲ度

1,372人 11.4% 8.3% 28.0% 0.4% 1.0% 11.0% 6.3% 46.5% 6.5% 31.8% 3.1% 0.6%

143人 25.2% 8.4% 44.8% 2.1% 4.9% 16.8% 13.3% 41.3% 16.8% 34.3% 4.9% 1.4%

LDL

コレステロール

全体

γ-GTP有所見者

区　分 総数 肥満

脂質

LDL

コレステロール

尿蛋白 尿酸

γ-GTP有所見者

全体

尿蛋白 尿酸

HbA1c 血圧
メタボリック

シンドローム

区　分 総数

メタボリック

シンドローム

肥満

脂質 HbA1c 血圧

 

資料：市特定健診 

 

飲酒は、肝臓のみならず胃潰瘍などの消化器疾患、心筋症などの心血管系疾患、脳

卒中や認知症などの脳血管疾患、さらにはアルコール依存症などをもたらします。 

令和４年度の心電図有所見者 593 人中、γ-ＧＴＰ51 以上の者は 144 人（24.3％）

でした。（図表 67）現在、γ-ＧＴＰの受診勧奨値を超えている者については、健診結

果説明会や家庭訪問などで個別の指導を行っていますが、今後も、個人の健診データ

と飲酒量を確認しながら、アルコールと健診データとの関連についての支援が必要に

なります。 

同時に、平川市の飲酒の習慣は、地理・地形、気候や歴史などを背景とした文化や

食生活の中で形成されたものでもあるため、飲酒に関する判断基準など、個人や地域

の価値観を把握しながらの指導も重要になります。 

 

図表 67 γ-ＧＴＰ51U/L以上 144人の心電図検査結果（令和４年度） 

心電図有
所見者数

γ-GT51以上
心電図有所見

者数
割合

2,635人 593人 144人 24.3% 13人 9.0% 36人 25.0% 4人 2.8% 12人 8.3% 13人 9.0% 35人 24.3% 14人 9.7% 26人 18.1%

男性 1,263人 334人 117人 35.0% 13人 11.1% 21人 17.9% 4人 3.4% 12人 10.3% 12人 10.3% 30人 25.6% 13人 11.1% 22人 18.8%

女性 1,372人 259人 27人 10.4% 0人 0.0% 15人 55.6% 0人 0.0% 0人 0.0% 1人 3.7% 5人 18.5% 1人 3.7% 4人 14.8%

内
訳

異常Q波 ST-T変化

40～74歳

軸偏位

性別・
年齢

所見
健診

受診者数

心電図検査
所見内訳

ＳＴ変化・異常Q波 心肥大 不整脈

房室ブロック 脚ブロック 心房細動 期外収縮左室肥大

 

資料：市特定健診 
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④ 対策 

 

ⅰ 飲酒のリスクに関する教育・啓発の推進 

・母子健康手帳交付時や乳幼児健診時、健診結果説明会で飲酒による健康リスクの

情報提供を行います。 

 

ⅱ 適切な飲酒による生活習慣病予防の推進 

・地域特性を考慮した保健指導を実施し、生活習慣病のリスクを高める多量飲酒者

の減少を図ります。 
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（５）喫煙 

 

① 背景 

 

たばこ消費量は、近年減少傾向にありますが、過去のたばこ消費による長期的な健康

影響と急速な高齢化により、たばこ関連疾患による死亡数は年々増加しています。たば

こ消費を継続的に減少させることによって、日本人の死因の第１位であるがんをはじめ

とした喫煙関連疾患による死亡や医療費、経済的損失等を将来的に確実に減少させるこ

とができます。 

喫煙は、ＷＨＯによる生活習慣病対策の対象疾患であるがん、循環器疾患（脳卒中、

虚血性心疾患）、慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）、糖尿病に共通した主要なリスク要因で

す。そのため、生活習慣病の発症や死亡を短期間に減少させるために、着実なたばこ対

策の実行が必要です。 

 

② 目標設定の基本的な考え方 

 

たばこ対策においては、喫煙率の低下と受動喫煙に関する改善が重要ですが、個人の

行動と健康状態の改善に関するものとして、以下の目標を設定します。 

 

ⅰ 喫煙率の減少（喫煙をやめたい者がやめる） 

喫煙率の減少は、喫煙による健康被害を確実に減少させる最善の解決策であり、多

くの疾患の発症や死亡を短期間に減少させることにつながるため、目標として引き続

き設定します。 

健康増進・疾病予防の観点から喫煙率は低ければ低い方が望ましい一方で、たばこ

は日本において長年その使用が容認されてきており、目標値については社会的・経済

的要因を考慮し、現実的で到達可能なものとします。引き続き、やめたい者がやめた

場合の喫煙率を目標値とし、対策を進めていきます。 
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③ 現状 

 

ⅰ 喫煙率の減少（喫煙をやめたい者がやめる） 

平川市の成人の喫煙率は、全国と比較すると男女ともに高く、男性は横ばい傾向で

すが、女性は増加傾向となっています。（図表 68） 

たばこに含まれるニコチンには依存性があり、自分の意思だけでは、やめたくても

やめられないことが多いです。そのため、今後は喫煙をやめたい人に対する禁煙支援

と同時に、健診データに基づき、より喫煙によるリスクが高い人への支援を行い、喫

煙率の減少を目指します。 

また、妊娠中の喫煙は、早産や低出生体重児の原因にもなることから、妊娠中の禁

煙指導も行い、それらの予防も行います。 

 

図表 68 喫煙率の推移 

 

出典・資料：市特定健診（平川市）             

国民健康保険中央会 市町村国保特定健康診査・ 

特定保健指導実施状況報告書（全国） 

 

④ 対策 

 

ⅰ たばこのリスクに関する教育・啓発の推進 

・母子健康手帳交付時や乳幼児健診時、特定保健指導、健診結果説明会で禁煙の助

言や情報提供を行います。 

 

ⅱ 禁煙支援の保健指導の推進 

・特定健診等の結果に基づいた、禁煙支援・禁煙治療への保健指導を実施し、喫煙

率の減少を図ります。 

  

ⅲ 受動喫煙防止の取組の推進 

・市内公共施設等における禁煙、分煙対策を徹底します。 

年度

性別（区分）

12.7% 12.2% 12.4% －

17.6% 17.5% 17.1% 17.7%

男（全国） 22.0% 21.4% 21.5% －

男（市） 30.2% 29.5% 28.8% 29.2%

女（全国） 5.6% 5.4% 5.6% －

女（市） 6.7% 6.4% 6.5% 7.0%

R2年度 R3年度 R4年度

男女計（全国）

男女計（市）

再掲

R1年度
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（６）歯・口腔の健康 

 

① 背景 

 

歯・口腔の健康は、国民が健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果

たしています。近年は、口腔の健康が全身の健康にも関係していることが指摘されるな

ど、全身の健康を保つ観点からも、歯・口腔の健康づくりへの取組が必要となっていま

す。平成 23年８月に施行された「歯科口腔保健の推進に関する法律」では、歯科口腔保

健の推進に関する基本理念等が定められており、国及び地方公共団体の責務等が示され

ています。なお、同法において歯科口腔保健に関する施策を推進するための基本的な事

項を定めることとされています。 

令和６年度から令和 17 年度までの歯科口腔保健施策等を総合的に推進するための基

本的な事項については、健康日本 21（第三次）と連携を図りながら、「歯科口腔保健の推

進に関する基本的事項（第２次）」（歯・口腔の健康づくりプラン）として取り組むもの

としています。歯・口腔の健康づくりプランにより、全ての国民にとって健康で質の高

い生活を営む基盤となる生涯を通じた歯科口腔保健を実現するために、国及び地方公共

団体の歯科口腔保健に係る施策等を総合的に推進していきます。 

 

② 目標設定の基本的な考え方 

 

上記のように本分野と歯・口腔の健康づくりプランは内容面で関連が強いことから、

歯・口腔の健康づくりプランにおいて設定されている目標の中から、特に予防・健康づ

くりの推進と関係の強い項目を、共通の目標として設定します。 

 

ⅰ ３歳児のう蝕のない者の増加 

乳幼児期は生涯にわたる歯科保健行動の基盤が形成される時期であり、乳歯咬合の

完成時期である３歳児のう蝕有病状況の改善は、乳幼児の健全な育成のために不可欠

です。全国的にみると乳幼児期のう蝕有病状況は近年大きく改善しており、令和３年

度の地域保健・健康増進事業報告では、３歳児のう蝕のない者の割合は 89.8％まで改

善しています。平川市も令和３年度は 86.0％と改善傾向にありますが、全国水準まで

達していないため、引き続き、３歳児のう蝕のない者の増加を目指します。 

 

ⅱ 歯周病を有する者の減少 

歯周病は、う蝕とともに歯の喪失をもたらす主要な原因疾患であるとともに、歯周

病と糖尿病や循環器病等の全身疾患との関連性も指摘されていることから、その予防

は生涯を通じての重要な健康課題の一つです。歯周病を有する者を減少させることに

より歯の喪失を防止するとともに、糖尿病等の全身疾患の重症化リスクの軽減等によ

り全身の健康の保持・増進に寄与することも期待されます。 
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歯周炎が顕在化し始めるのは 40歳以降といわれており、国の平成 28年の歯科疾患

実態調査によると、40歳以上の者で４㎜以上の歯周ポケットを有する歯周炎を有する

者は 56.2％（年齢調整値）に達しています。一方で、歯周病の発症予防については、

若年層での歯肉炎への対策も重要であることや高齢になってもより多く自分の歯を保

つ者が増加し歯の寿命が延びていることから、生涯を通じた切れ目のない対策が必要

となっています。 

こうしたことを踏まえ、生涯を通じて歯周病対策を総合的に評価する観点から、40

歳以上における歯周炎を有する者の減少を目標として設定します。 

 

ⅲ よく噛んで食べることができる者の増加 

口腔機能は、健康で質の高い生活を営むために不可欠な摂食や構音等に密接に関連

するものであり、健康寿命の延伸や生活の質の向上に関係していることから、生涯を

通じて口腔機能の獲得・維持・向上を図ることが望ましいとされています。特に、咀

嚼機能については、主観的な健康感や運動機能と密接な関連性を有するとの研究知見

も多く、高齢者における咀嚼機能の低下は、摂取できる食品群にも大きな影響を与え

ると考えられています。また、口腔機能は、う蝕や歯周病等に起因する歯の喪失が関

係します。このため、よく噛んで食べることができる者は、器質的及び機能的な要素

を含めて、総合的に評価し得る指標と考えられます。 

口腔機能は、中年期頃から低下し始めるという報告もあり、中年期からの口腔機能

の維持及び口腔機能が低下した際は回復・向上を図ることが重要であることから、中

年期以降の口腔機能の状況を把握する指標として、50歳以上における咀嚼良好者を用

い、よく噛んで食べることができる者の増加を目標として設定します。 

 

ⅳ 歯周疾患検診の受診者率の向上 

定期的な歯科検診による継続的な口腔管理は、歯・口腔の健康状態に大きく寄与す

るため、生涯を通じて歯科検診を受診し、歯科疾患の早期発見・重症化予防等を図る

ことが重要です。定期的に自身の歯・口腔の健康状態を把握することで、受診者の状

況に応じて、歯科医療機関への受診に適切につながることも期待されます。そのため、

歯・口腔の健康づくりのストラクチャーやアウトプットに係る項目として、歯周疾患

検診の受診率の向上を目標として設定します。 
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③ 現状 

 

ⅰ ３歳児のう蝕のない者の増加 

平川市の３歳児でう蝕がない児の割合は、増加傾向にあるものの、全国と比べると

低く、青森県と比べるとやや高い状況です。（図表 69） 

生涯にわたる歯科保健の中でも、特に乳歯咬合の完成期である３歳児のう蝕有病状

況の改善は、乳幼児の健全な育成のために不可欠です。 

乳幼児期のう蝕予防には、日頃より歯の衛生状態を良好に保つ必要があります。そ

のため、親が歯の衛生状態に対して関心を持ち乳幼児期から積極的に働きかけていく

ことが大切です。平川市では引き続き乳幼児健診や２歳児歯科健診及び口腔機能向上

事業の実施により歯・口腔に対する健康づくりを進め、乳幼児のう蝕のない者の増加

を目指します。 

 

図表 69 ３歳児でう蝕がない者の割合の推移   

区　分 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度

全　国 84.2% 85.5% 86.8% 88.1% 88.2% 89.8% -

青森県 73.7% 75.4% 76.9% 79.6% 79.4% 83.7% -

平川市 73.5% 78.1% 81.9% 77.0% 79.5% 86.0% 87.3%
 

資料：市３歳児健診 

 

ⅱ 歯周病を有する者の減少 

平川市の歯周病を有する者の割合は、令和元年度は 62.1％でしたが、令和４年度は

68.8％と増加しています。これは、国の現状値（平成 28 年）である 56.2％と比較し

ても高い状況にあります。そのため、歯周病を有する者は、専門家による定期的な管

理と支援が必要となるため、保健指導時に歯科受診を進め、歯周病を有する者の減少

を目指します。（図表 70） 

 

図表 70 平川市の歯周病を有する者の割合 

項　目 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度

歯周疾患検診受診者数 124人 162人 107人 128人

歯周病を有する者 77人 109人 74人 88人

歯周病を有する者の割合 62.1% 67.3% 69.2% 68.8%
 

資料：市歯周疾患検診 
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ⅲ よく噛んで食べることができる者の増加 

平川市の令和元年度から令和４年度までの特定健診の問診で、50歳以上の方で咀嚼

良好と回答した者は約 75％であり、国の現状値（令和元年）の 71.0％より高くなって

います。（図表 71） 

今後も高水準を維持できるよう、歯周病を有する者の減少と同様に積極的に歯科受

診を進め、よく噛んで食べることができる者の増加を図ります。 

 

図表 71 平川市の 50歳以上における咀嚼良好者の割合 

項　目 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度

対象者 2,453人 1,729人 2,138人 2,089人

咀嚼良好者 1,890人 1,293人 1,594人 1,582人

50歳以上における

咀嚼良好者の割合
77.0% 74.8% 74.6% 75.7%

 

資料：市特定健診 

 

ⅳ 歯周疾患検診の受診率の向上 

平川市の歯周疾患検診受診率は、令和４年度は 7.4％であり、国の現状値（平成 28

年）である 52.9％と比べるとかなり低い状況にあります。歯周病は糖尿病や循環器病

等全身疾患の関連性も指摘されていることから、市民に歯周疾患検診の重要性を啓発

し、受診率の向上に努める必要があります。（図表 72） 

 

図表 72 平川市の歯周疾患検診の状況 

項　目 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度

対象者 1,864人 1,761人 1,752人 1,721人

受診者 124人 162人 107人 128人

受診率 6.7% 9.2% 6.1% 7.4%
 
資料：市歯周疾患検診 

 

  



 

79 

 

④ 対策 

 

ⅰ ライフステージに対応した歯科保健の対策の推進 

・乳幼児健診（１歳児、１歳６か月児、２歳児、３歳児）での歯科健診やブラッシ

ング指導、健康相談、１歳児健診時のむし歯予防講座を実施し、う蝕予防を推進

します。 

・歯の喪失を予防するため、20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳に歯周疾患検

診を実施します。 

・歯周疾患検診の受診勧奨を実施し、歯周疾患の早期発見・早期治療を推進します。 

・歯周疾患の予防と早期発見・早期治療を目的に、保健指導を実施します。 

 

ⅱ 高齢者の介護予防を目的とする取組の推進 

・介護予防事業の中で、口腔機能が低下している高齢者に対し、口腔ケア、唾液腺

マッサージ、発音、咀嚼、嚥下等に関する集団及び個別指導を実施します。 
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（７）こころの健康 

 

① 背景 

 

社会生活を営むために、身体の健康とともに重要なものが、こころの健康であり、ひ

とがいきいきと自分らしく生きるための重要な条件です。 

こころの健康を保つには多くの要素があり、適度な運動や、バランスのとれた栄養・

食生活は、身体だけでなくこころの健康においても重要な基礎となります。これらに、

心身の疲労の回復と充実した人生を目指す休養が加えられ、健康のための三つの要素と

されてきました。特に、十分な睡眠をとり、ストレスと上手につきあうことはこころの

健康に欠かせない要素となっています。また、健やかなこころを支えるためには、ここ

ろの健康を維持するための生活や、こころの病気への対応を多くの人が理解することが

不可欠です。 

こころの病気の代表的なうつ病は、多くの人がかかる可能性を持つ精神疾患です。自

殺の背景にうつ病が多く存在することも指摘されており、うつ病は、不安障害やアルコ

ール依存症などとの合併も多く、それぞれに応じた適切な治療が必要になります。ここ

ろの健康を守るためには、社会環境的な要因からのアプローチが重要で、社会全体で取

り組む必要があります。 

 

② 目標設定の基本的な考え方 

 

ⅰ 自殺死亡率の減少 

自殺の原因として、うつ病などのこころの病気の占める割合が高いため、自殺を減

少させることは、こころの健康も含めた健康増進と密接に関連します。「自殺対策基本

法」が平成 18年に成立して以降、国の自殺対策は、大きく前進していますが、自殺率

の更なる減少のため、引き続き自殺死亡率の減少を目標に設定し、自殺対策の取組を

推進します。 

また、現代社会はストレス過多の社会であり、少子高齢化、価値観の多様化が進む

中で、誰もがこころの健康を損なう可能性があります。 

そのため、一人ひとりが、こころの健康問題の重要性を認識するとともに、自らの

心の不調に気づき、適切に対処できるようにすることも重要です。 
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③ 現状 

 

ⅰ 自殺死亡率の減少（人口 10万人当たり） 

令和４年 10月に改定された「自殺総合対策大綱」において、国は、令和８年までに

自殺死亡率（人口 10 万人当たり）を平成 27 年の 18.5 に比べて 30％以上減少させる

ことを目標としています。 

平川市の自殺死亡者数をみると、平成 25年は 14人でしたが、それ以降は年間 10人

前後で推移し、令和３年は４人まで減少しました。（図表 73） 

また、平川市の自殺死亡率も平成 27年の 31.1に比べ、令和３年は 13.2と大幅に減

少し、全国の 16.5よりも下回っています。（図表 74） 

  

図表 73 平川市の自殺者数の年次推移 
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出典：厚生労働省人口動態統計 

 

図表 74 自殺死亡率の推移 

 

出典：厚生労働省人口動態統計 

  

区　分 H27年 R3年 R8年 R10年

18.5 16.5 13.0

31.1 13.2 10.0

自殺死亡率

（人口１０

万対）

全　国

平川市

項　目

30％の減少

57.6％の減少 さらなる減少
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平川市の年齢別自殺者数は、男性が女性の自殺者数を上回っています。男性の死亡

者数の累計は、70 歳代が最も多く、次いで 50 歳代となっており、自殺の主な原因・

動機は、家庭問題、健康問題及び経済・生活問題となっています。（図表 75） 

 

図表 75 平川市の年齢別男女別自殺者数（平成 28年から令和４年までの総数） 
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男 女

 

出典：警察庁自殺統計 

 

自殺に追い込まれるという危機は誰にでも起こり得ますが、本人のこころの健康の

不調に最初に気付くのは家族や職場であり、自殺を考えている者のサインに早く気付

くためには、全ての市民が精神疾患についての正しい知識を得ることが重要です。 

しかし、危機に陥った者の心情や背景が理解されにくいという現実があるため、今

後も、こころの健康づくりに関する普及啓発とともに、相談体制の充実や関係機関と

の連携を強化し、地域の中にある様々な支援を活用しながら自殺対策の取組を推進し、

自殺死亡率の減少を目指します。 
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④ 対策 

 

ⅰ こころの健康に関する健康教育の推進 

・うつ病に関する正しい知識の理解と気づきを促すために、各種の保健事業の場で

の健康教育や情報提供を行います。 

・自殺予防啓発講演会を実施します。 

 

ⅱ 専門家による相談事業の推進 

・多重債務や精神的な悩み、精神疾患について、司法書士・精神保健福祉士による

総合相談や精神保健福祉士によるこころの相談を実施します。 

 

ⅲ うつ病・うつ状態の早期発見のための事業の推進 

・自殺の原因として、うつ病などのこころの病気が占める割合が高く、うつ状態を

早期に発見または気付くことが自殺対策として重要であるため、うつ病スクリー

ニング事業や傾聴ボランティアによる傾聴サロン事業、ゲートキーパー養成事業

を実施します。 
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３ 目標の設定 

地方自治体における健康増進計画の目標は、人口動態、医療・介護をはじめとする各

分野の統計やデータベース等の地域住民に関する各種指標を活用しつつ、地域の社会資

源などの実情を踏まえ、独自に必要な課題を選択し、その到達すべき目標を設定し、定

期的に分析・評価を行った上で設定することとされています。 

自治体自らが目標の進行管理を行うことができるように設定した目標のうち、重要と

考えられる指標については、中間評価を行う年や最終評価を行う年以外の年においても、

政策の立案に活用できるよう、既存の統計調査で毎年モニタリングすることが重要です。 

これらを踏まえ、平川市でも、毎年の保健活動を評価し、次年度の取組に反映させる

ことができる目標を設定します。（図表 76） 
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図表 76 平川市の目標の設定 

分野 資料

男性 112.6

女性 104.6

２　がん検診の受診率の向上

男性 48.0% 23.0%

女性 37.1% 17.7%

男性 53.4% 30.7%

女性 45.6% 26.0%

男性 47.8% 32.5%

女性 40.9% 30.0%

・子宮頸がん 女性 43.7% 26.9%

・乳がん 女性 47.4% 23.3%

男性 93.7 107.7

女性 55.1 73.2

男性 193.8 111.3

女性 110.2 106.7

男性 131.1mmHg

女性 129.0mmHg

男性 9.1% 8.7% 6.6%

女性 12.3% 11.8% 8.9%

６　特定健康診査の実施率の向上 56.5% 45.8% 60.0% 60.0%

７　特定保健指導の実施率の向上 24.6% 45.8% 60.0% 60.0%

67.6% 69.4% 75.0% 75.0%

1.32% R1年度 1.2% R4年度 1.0% 0.9%

1,000万人 H28年度 8.8% 1.350万人 減少

9.4% R1年 8.6% R4年 － － 8.0% R16年 ①

35.1% 38.5% 30%未満 32.9%

22.5% 27.3% 15%未満 15.1%

16.8% 15.9% 13%未満 12.3%

男性 12.3ｇ 8.5ｇ

女性 11.0ｇ 7.6ｇ
10.1ｇ 7.0g

４　脂質異常者の減少（LDLコレステロール160mg/dl以上）

６　食塩摂取量の減少

R16年度

R16年度

Ｒ14年度 R16年度

Ｒ14年度

H29～R3年 減少 R10年

循

環

器

病

１　脳血管疾患の標準化死亡比の減少（国：年齢調整死亡率）

H29～R3

1,619万人 R3年度 32.9%

R1年度

3人

R3年度 R4年度

糖

尿

病

15,271人
R3年度

4人
H30～R4年

度平均人数
1,200人

３　血糖コントロール不良者の減少（HbA1c8.0%以上の者の減少）

２　治療継続者の増加（HbA1c6.5%以上の者）

１　糖尿病合併症（糖尿病腎症）の新規透析導入患者の減少

４　糖尿病有病者の増加の抑制（HbA1c6.5%以上の者の割合）

項目 国の現状値 市の現状値 国の目標値 市の目標値

R4年度

減少

R14年度 R16年度２　心疾患の標準化死亡比の減少（国：年齢調整死亡率）

３　高血圧の改善　(国：収縮期血圧の平均値の低下）

　　　　　　　　　(市：Ⅱ度以上高血圧の減少）
7.4% R4年度

ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ値か

ら-５mmHg

減少 R6年度 減少 R16年度

R14年度 R16年度

R3年

R1年度 R4年度

・肺がん

５　メタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少

１　がんの標準化死亡比の減少（国：年齢調整死亡率）

１　20歳代～30歳代女性におけるやせの者の減少（妊娠届時のやせBMI18.5

　　未満）

５　低栄養傾向（BMI20以下）の高齢者の減少

４　40歳代～60歳代の女性における肥満者の減少

３　20歳代～60歳代の男性における肥満者の減少　※1

２　低出生体重児の減少

が

ん

110.1 R3年

60%

R10年度

(基本計画の

更新合わせ

て更新予定

60%

・胃がん

R1年度 R4年度

減少

・大腸がん

①

①

Ｒ11年度 Ｒ11年度

ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ値か

ら-25%減少

②

④

③

R16年

R16年度

減少

6.2%

③

Ｒ14年度
栄

養

・

食

生

活

18.1% R1年度 7.5% R4年度 15.0% 6.2% ⑥

R1年度 R4年度 ③
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分野 資料

１　日常生活において歩行または同等の身体活動を１日１時間以上実施する者の増加（国：日常生活における歩数の増加）

男性 7,424歩 48.3% 8,000歩

女性 5,890歩 38.1% 8,000歩

男性 4,982歩 45.3% 6,000歩

女性 4,580歩 38.5% 6,000歩

２　運動習慣者の増加

男性 23.5% 29.3% 30.0% 37.4%

女性 16.9% 17.3% 30.0% 30.7%

男性 41.9% 32.9% 50.0% 39.2%

女性 33.9% 23.7% 50.0% 35.0%

３　骨粗鬆症検診受診率の向上 5.3% R3年度 22.6% R4年度 15% R14年度 32.3% R16年度 ⑦

１　生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の減少 男性 14.9% 34.0% 10.0% 22.8%

　　（１日当たりの純アルコールの摂取量が男性40ｇ以上、女性20ｇ以上） 女性 9.1% 15.0% 6.4% 10.6%

１　３歳児のう蝕のない者の増加 89.8% R3年度 87.3% － － 89.3%

２　歯周病を有する者の減少 57.2% H28年度 87.3% 40.0% 61.1%

３　よく噛んで食べることができる者の増加 71.0% R1年度 75.7% 80.0% 84.8%

４　歯周疾患検診の受診率の増加 52.9% H28年度 7.4% 95.0% 48.6%

こころ

の健康
１　自殺死亡率の減少（人口10万人当たり） 18.0 H27年 13.2 R3年 13.0 R8年 10.0 R10年 ①

※1　市の現状値等は特定健診結果データのうち40歳～60歳のデータを使用。 資料　 ①：人口動態統計　青森県保健統計年報

※2　市の現状値等は特定健診結果データのうち40歳～64歳のデータを使用。 ②：市がん検診

③：市特定健診

④：市福祉課更生医療

⑤：市歯周疾患検診　3歳児歯科健診

⑥：市妊娠届　

⑦：市骨粗鬆症検診

国の目標値 市の目標値

・20歳～64歳　※2

R1年度 R4年度 Ｒ14年度

項目 国の現状値 市の現状値

増加

増加

１　睡眠で休養がとれている者の増加

１　喫煙率の減少（喫煙をやめたい者がやめる）

・65歳以上

・20歳～64歳　※2

・65歳以上

⑤
R14年度

③

③

③

③

Ｒ14年度 R16年度 ③

身

体

活

動

・

運

動
R16年度

80.0% R14年度 81.3% R16年度
休養・

睡眠
78.3% H30年度 79.6% R4年度

R1年度 R4年度

歯

・

口

腔

の

健

康

飲

酒
R1年度 R4年度 Ｒ14年度 R16年度

喫

煙
16.7% R1年度 17.7% R4年度 12.0% Ｒ14年度 12.7% R16年度

R16年度R4年度

 

 



 

 

 

 

 

 

 

第Ⅴ章 計画の推進 
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１ 健康増進に向けた取組の推進 

（１）活動展開の視点 

 

健康増進法の第２条において、各個人が生活習慣への関心と理解を深め、自らの健

康状態を自覚するとともに、生涯にわたって健康の増進に努めなければならないこと

を国民の「責務」とし、第８条においては、市町村は、その取組を支援するために、

住民の健康の増進を推進に関する施策についての計画を定めるよう努めるものとして

います。 

市民の健康増進を図ることは、急速に高齢化が進む平川市にとっても、一人ひとり

の市民にとっても重要な課題です。したがって、健康増進施策を平川市の重要な行政

施策として位置付け、第３次健康ひらかわ 21の推進に当たっては、市民の健康に関す

る各種指標を活用し、取組を推進していきます。 

取組を進めるための基本は、個人の身体（健診結果）をよく見ていくことです。一

人ひとりの身体は、今まで生きてきた歴史や社会背景、本人の価値観によって作り上

げられてきているため、それぞれの身体の課題解決は画一的なものではありません。

そのため、一人ひとりの生活の状態や能力、ライフステージに応じた主体的な取組を

重視した健康増進を図ることが基本になります。 

市民一人ひとりの健康増進に関する活動を支えるために、平川市は、個人の理解や

考え方が深まることによる確かな自己管理能力が身に付けられるよう、科学的な支援

を積極的に進めます。同時に、個人の生活習慣や価値観の形成の背景となる、ともに

生活を営む家族や地域の習慣・特徴などの共通する実態把握にも努めます。また、地

域の健康課題に対し、市民が共同して取組を考え合うことによって、個々の気づきが

深まるため、健康実現に向かう地域づくりができる地域活動を目指します。 

これらの活動が、健康日本 21（第三次）の四つの基本的な方向を実現させると考え

ます。 

 

（２）関係機関との連携 

 

ライフステージに応じた健康増進の取組を進めるに当たっては、事業の効率的な実

施を図る観点から、健康増進法第６条で規定された健康増進事業実施者との連携が必

要です。 

平川市庁内における健康増進事業実施者は、様々な部署にわたるため、庁内関係各

課との連携を図ります。 

また、市民の生涯を通じた健康の実現を目指し、市民一人ひとりの主体的な健康づ

くり活動を支援していくために、医師会や歯科医師会などに加え、健康づくり推進協

議会の構成団体等とも十分に連携を図りながら、関係機関、関係団体、行政等が協働

して進めていきます。 
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２ 健康増進を担う人材の確保と資質の向上 

保健師等は、ライフステージに応じた健康増進を推進していくために、健康状態を見

る上で最も基本的でデータである、健診データを見続けていく存在です。 

健診データは、生活習慣の現れですが､その生活習慣は個人のみで作られるものではな

く、社会の最小単位である家族の生活習慣やその家族が生活している地域などの社会的

条件の中で作られていきます。 

広大な平川市で、地域の生活背景も含めた健康実態と特徴を明確化し、解決可能な健

康課題を抽出して市民の健康増進に関する施策を推進するためには、保健師等の地区担

当制による保健指導等の実施が必要になります。 

青森県 10 市で保健師配置数を比較すると、平川市は保健部門の配置割合が前計画時

よりも高くなっています。（図表 77） 

国は、保健師等については、予防接種などと同様に、必要な社会保障という認識がさ

れている中で、単に個人の健康を願うのみではなく、個人の健康状態が社会にも影響を

及ぼすと捉えています。今後も健康改善の可能性や経済的効率を考えながら優先順位を

決定し業務に取り組んでいくために、保健師等の年齢構成に配慮した配置や退職者補充

を適切に進めていきます。 

また、健康増進に関する施策を推進するためには、保健師等の資質の向上が不可欠で

す。そのため、最新の科学的知見に基づく研修や学習会に積極的に参加して、効果的な

保健活動が展開できるよう資質の向上に努めます。  
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図表 77 令和５年度 青森県 10市保健師配置状況  

その他

保健

部門

福祉

部門
その他 保健 国保

子育て世代

包括支援セ

ンター、こ

ども家庭セ

ンター等

計

介護保険

（地域包

括支援セ

ンター含

む）

障害

福祉

生活保護

他
計 総務課等

1 青森市 269,095 4,721 91.9% 8.1% 0.0% 62 53 3 1 57 4 1 0 5 0

2 弘前市 162,666 4,519 97.3% 2.7% 0.0% 37 28 5 3 36 1 0 0 1 0

3 八戸市 219,733 5,110 87.8% 12.2% 0.0% 49 36 2 5 43 6 0 0 6 0

4 黒石市 31,385 2,615 80.0% 20.0% 0.0% 15 12 0 0 12 2 0 1 3 0

5 五所川原市 51,263 3,015 77.3% 18.2% 4.5% 22 12 1 4 17 3 0 1 4 1

6 十和田市 58,555 3,660 80.0% 20.0% 0.0% 20 10 3 3 16 4 0 0 4 0

7 三沢市 37,864 2,705 82.4% 17.6% 0.0% 17 11 1 2 14 3 0 0 3 0

8 むつ市 53,325 2,666 95.2% 4.8% 0.0% 21 11 2 7 20 1 0 0 1 0

9 つがる市 29,873 1,867 76.2% 19.0% 4.8% 21 12 3 1 16 4 0 0 4 1

10 平川市 29,959 3,329 81.8% 9.1% 9.1% 11 8 0 1 9 1 0 0 1 1

943,718 4,766 87.3% 11.6% 1.1% 275 198 20 27 240 29 1 2 32 3計

No 市名

人口

〔R5年4月1日

現在〕

保健部門

保健師

1人あた

り人口

部門別保健師の配置割合

保健師

総数

保健部門 福祉部門

 

出典：令和５年度青森県保健師名簿 
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３ 計画の進行管理と評価体制 

この計画を着実に推進するためには、計画の達成状況を客観的に評価し、必要に応じて

見直しを行うことのできる進行管理体制を確立することが必要です。そこで、計画の進捗

状況について、庁内関係課の関連事業の調査・把握を行い、計画の目標数値等の指標に基

づき、ＰＤＣＡサイクルに沿って評価していく体制を確立していきます。 

計画の中間年度にあたる令和 11年度には、取組の進捗や目標の達成状況の評価と新たな

課題の整理を行い、施策の見直し等に生かします。 

 

図表 78 ＰＤＣＡサイクルのイメージ 
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１ 平川市いきいき健康長寿のまちづくり条例 

平成２７年９月１８日 

条例第３１号 

（目的） 

第１条 この条例は、市民の健康づくりに関する基本的な事項を定め、市民、地域団体、教

育機関等、事業者、保健医療福祉関係者及び市の協働による健康づくりを推進することに

より、市民の健康増進を図り、もって市民が生涯にわたり健やかでいきいきと暮らすこと

ができる健康長寿のまちの実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１） 地域団体 町会及び市内において活動を行う市民で構成された団体をいう。 

（２） 教育機関等市内の小学校、中学校、高等学校、幼稚園、保育所及び認定こども園

をいう。 

（３） 事業者 市内において事業活動を営む者をいう。 

（４） 保健医療福祉関係者 市内において保健、医療及び福祉を提供する団体及び個人を

いう。 

（基本理念） 

第３条 健康づくりは、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。 

（１） 市民一人ひとりが自分の健康は自分で守ることを自覚し、健康を管理する能力の

向上を図るとともに、主体的に健康づくりに取り組むこと。 

（２） 市民、地域団体、教育機関等、事業者、保健医療福祉関係者及び市がそれぞれの

役割を認識し、相互に連携を図りながら協働して健康づくりに取り組むこと。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条の基本理念に基づき、健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画

的に実施しなければならない。 

２ 市は、前項に規定する施策を実施するに当たっては、市民、地域団体、教育機関等、事

業者、保健医療福祉関係者の意見を反映させ、相互に連携して取り組むために必要な措置

を講ずるものとする。 

（市民の役割） 

第５条 市民は、健康づくりに関する知識と理解を深め、自らの健康状態に応じた健康づく

りに主体的に取り組むよう努めるものとする。 

２ 市民は、地域、教育機関、職場等において行われる健康づくりの推進に関する活動に参加

するよう努めるものとする。 

（地域団体の役割） 

第６条 地域団体は、地域の健康づくりを推進するため、健康づくりに関する活動に積極的

に取り組むよう努めるとともに、市が実施する健康づくりに関する施策に協力するよう努

めるものとする。 
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（教育機関等の役割） 

第７条 教育機関等は、健康づくり活動を行う主体との連携及び協働を図りながら、児童及

び生徒に対する健康教育の充実に努めるものとする。 

（事業者の役割） 

第８条 事業者は、従業員の健康診断、検診の受診促進及び健康に配慮した職場環境の整備

に努めるとともに、市が実施する健康づくりに関する施策に協力するよう努めるものとす

る。 

（保健医療福祉関係者の役割） 

第９条 保健医療福祉関係者は、保健指導、健康診断、介護予防、治療その他の保健医療福

祉サービスを市民が適切に受けることができるよう配慮するとともに、健康づくりに関す

る普及啓発に努めるものとする。 

（健康づくりの推進） 

第１０条 市は、市民の健康づくりを推進するため、次に掲げる施策を講ずるものとする。 

（１） 栄養及び食生活に関すること。 

（２） 身体活動及び運動に関すること。 

（３） たばこ及びアルコールに関すること。 

（４） 保健指導、健康診断、がん検診等の疾病対策に関すること。 

（５） 歯及び口腔に関すること。 

（６） 心の健康づくりに関すること。 

（７） 前各号に掲げるもののほか、健康づくりを推進するために必要な事項 

（自主的な健康づくりのための環境整備） 

第１１条 市は、健康づくりのための環境の整備を図るため、次に掲げる施策を講ずるもの

とする。 

（１） 健康づくり活動を行う団体等への支援に関すること。 

（２） 健康知識を養うための教育及び研修の場の提供に関すること。 

（３） 運動の習慣化を促進するために必要な環境の整備に関すること。 

（４） 安心かつ安全な食材等の提供及び健康に配慮した食環境の整備に関すること。 

（５） 生涯にわたる健康づくりのための地域交流及び社会参加ができる環境の整備に関

すること。 

（６） 前各号に掲げるもののほか、健康づくり環境を整備するために必要な事項 

（人材育成及び活用） 

第１２条 市は、健康づくり施策を推進するため、健康づくりに関する専門的な知識及び技

術を有する者の育成及び活用を図るものとする。 

（健康づくり推進協議会） 

第１３条 市民の健康づくりの推進に関する事項を調査審議するため、平川市健康づくり推

進協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

２ 協議会は、委員２０人以内で組織する。 

３ 委員は、健康づくり関係団体及び関係者のうちから、市長が委嘱する。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

５ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
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６ 前各項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。 

（委任） 

第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年１０月２５日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に協議会の委員である者は、この条例の施行の日に、第１３条第

３項の規定により委嘱されたものとみなし、その任期は通算する。 

３ この条例の施行の日以降最初に委嘱された協議会委員の任期は、第１３条第４項の規定

にかかわらず、平成２９年３月２０日までとする。 
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２ 平川市健康づくり推進協議会 

（１）平川市健康づくり推進協議会規則 

 

平成１８年１月１日 

規則第１０６号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、平川市いきいき健康長寿のまちづくり条例（平成２７年平川市条例第

31号。以下「条例」という。）第１３条第６項の規定に基づき、平川市健康づくり推進協議

会（以下「協議会」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

（構成） 

第２条 条例第１３条第３項に規定する健康づくり関係団体及び関係者は、次に掲げる者と

する。 

（１） 保健医療福祉関係者 

（２） 地域団体及び事業者の代表者 

（３） 関係行政機関の代表者 

（４） その他市長が適当と認める者 

（役員及び任務） 

第３条 協議会に会長１人、副会長１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。 

３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理

する。 

（会議） 

第４条 協議会は、市長の要請により、又は委員３分の１以上の要請があった場合、会長が

招集する。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 会議の議長は、会長が当たるものとする。 

４ 会議の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するとこ

ろによる。 

（所掌事項） 

第５条 協議会は、近年の社会環境の著しい変化に伴い、母子保健、生活習慣病予防、老人

保健、健康増進等、保健需要の増大と多様化に即応するため、次の事項を調査審議する。 

（１） 公衆衛生その他の関連分野を包括した総合的な保健計画の策定・推進に関するこ

と。 

（２） 地域の特性、保健需要等の調査活動に関すること。 

（３） 健康教育の推進に関すること。 

（４）  前３号に掲げるもののほか、市民の健康づくりの推進に必要な事項に関すること。 

（庶務） 

第６条 協議会の庶務は、健康福祉部子育て健康課において処理する。 
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（その他） 

第７条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が協議会に諮っ

て定める。 

附 則 

この規則は、平成１８年１月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月２５日規則第１４号） 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年９月１８日規則第２３号） 

この規則は、平成２７年１０月２５日から施行する。 

附 則(平成３０年３月３０日規則第１９号) 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 
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（２）平川市健康づくり推進協議会委員名簿 

任期：令和５年 10月１日から 

令和７年９月 30日まで 

区   分 団体・所属 職 氏  名 備考 

１ 

保健医療 

福祉関係者 

１ 南黒医師会 理 事 花田 直之  

２ 南黒歯科医師会 常務理事 清藤 幸則   

３ 平川診療所 主任看護師 奥瀬 節子   

４ 国民健康保険運営協議会 会 長 外川 雅博   

５ 社会福祉協議会 常務理事 古川 章人   

６ 身体障害者福祉会 会 長 葛西 靖明   

７ 食生活改善推進員会 会 長 古川 ひで   

８ 保健協力員会 副会長 下山 美津子   

９ スポーツ推進委員 委員長 鳴海 貴嗣   

10 やまびこの会 会 長 柴田 幸一   

２ 

地域団体及び 

事業者の代表者 

11 行政委員連絡協議会 会 長 岩渕 河治郎   

12 老人クラブ連合会 副会長 白戸 忠雄   

13 子ども会育成協議会 会 長 内山 清成   

  
14 平川市商工会 事務局長 中畑 雅人   

３ 

関係行政機関 

の代表者 

15 
中南地域県民局地域 

健康福祉部保健総室 
総室長 齋藤 和子   

16 教育委員会 事務局長 一戸 昭彦   

17 健康福祉部 部 長 工藤 伸吾   

18 健康福祉部高齢介護課 課 長 加藤 芳和   
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３ 食品ランキング（県庁所在市及び政令都市）2019～2021年平均  

数量：　ｇ

1 鳥 取 市 42,222 京 都 市 89.88 青 森 市 88,164 青 森 市 32,762 鳥 取 市 1,273 盛 岡 市 966 青 森 市 2,299 青 森 市 4,385 盛 岡 市 10,848 新 潟 市 3,085 青 森 市 1,358 1
2 山 形 市 38,338 千 葉 市 89.11 仙 台 市 87,423 鳥 取 市 31,643 北九州市 1,148 秋 田 市 962 鳥 取 市 2,024 松 江 市 3,638 青 森 市 10,638 盛 岡 市 2,776 福 岡 市 1,299 2

3 奈 良 市 38,171 岡 山 市 87.22 札 幌 市 84,827 秋 田 市 30,038 青 森 市 921 青 森 市 888 秋 田 市 1,991 札 幌 市 3,612 山 形 市 9,747 山 形 市 2,708 北九州市 1,157 3

4 福 島 市 37,799 神 戸 市 84.52 秋 田 市 84,818 富 山 市 28,738 鹿児島市 895 札 幌 市 873 富 山 市 1,920 広 島 市 2,834 札 幌 市 9,092 福 島 市 2,398 秋 田 市 1,101 4

5 富 山 市 37,715 鳥 取 市 83.45 富 山 市 84,014 金 沢 市 28,645 金 沢 市 867 仙 台 市 806 金 沢 市 1,608 秋 田 市 2,731 秋 田 市 8,990 秋 田 市 2,278 山 形 市 1,084 5

6 青 森 市 37,313 広 島 市 83.11 東京都区
部

82,422 札 幌 市 26,983 松 江 市 824 福 島 市 751 新 潟 市 1,582 盛 岡 市 2,691 福 島 市 8,954 青 森 市 2,164 札 幌 市 1,022 6

7 堺 市 37,147 川 崎 市 82.90 横 浜 市 82,161 北九州市 26,283 長 崎 市 818 岡 山 市 636 山 形 市 1,509 鳥 取 市 2,652 新 潟 市 8,642 富 山 市 2,032 福 島 市 991 7
8 福 井 市 36,796 新 潟 市 82.71 北九州市 80,486 仙 台 市 26,184 大 分 市 804 鳥 取 市 631 盛 岡 市 1,478 仙 台 市 2,649 鳥 取 市 8,632 仙 台 市 2,012 新 潟 市 950 8

9 金 沢 市 36,720 金 沢 市 82.67 相模原市 80,088 千 葉 市 25,886 山 口 市 798 水 戸 市 627 松 江 市 1,470 新 潟 市 2,471 さ い た ま
市

8,220 水 戸 市 1,977 前 橋 市 873 9
10 大 津 市 36,172 盛 岡 市 82.27 千 葉 市 80,062 松 江 市 25,845 秋 田 市 757 山 形 市 621 福 井 市 1,449 千 葉 市 2,424 仙 台 市 8,117 長 野 市 1,957 川 崎 市 856 10

11 新 潟 市 36,139 東京都区
部

82.16 大 津 市 79,960 長 崎 市 25,822 千 葉 市 753 長 野 市 615 奈 良 市 1,408 長 崎 市 2,382 長 野 市 8,091 甲 府 市 1,872 盛 岡 市 846 11

12 山 口 市 35,967 さ い た ま
市

81.24 奈 良 市 79,906 山 口 市 25,030 津 市 733 宇都宮市 600 高 知 市 1,326 北九州市 2,334 水 戸 市 7,820 札 幌 市 1,820 長 野 市 826 12

13 津 市 35,908 横 浜 市 81.18 金 沢 市 79,717 高 知 市 24,277 福 岡 市 672 津 市 599 札 幌 市 1,318 津 市 2,313 静 岡 市 7,583 宇都宮市 1,654 大 津 市 826 13

14 松 山 市 35,588 堺 市 80.44 静 岡 市 79,043 津 市 24,274 奈 良 市 647 金 沢 市 584 堺 市 1,309 甲 府 市 2,285 宇都宮市 7,516 金 沢 市 1,564 宇都宮市 805 14

15 広 島 市 35,280 奈 良 市 79.63 堺 市 78,465 盛 岡 市 24,225 熊 本 市 639 新 潟 市 566 甲 府 市 1,298 東京都区
部

2,277 相模原市 7,458 相模原市 1,517 千 葉 市 771 15

16 高 松 市 35,216 山 形 市 79.49 盛 岡 市 78,318 佐 賀 市 24,166 宮 崎 市 618 大 津 市 561 北九州市 1,278 山 口 市 2,223 甲 府 市 7,424 横 浜 市 1,475 水 戸 市 767 16

17 秋 田 市 35,211 相模原市 79.27 大 阪 市 77,921 新 潟 市 24,099 相模原市 603 東京都区
部

546 山 口 市 1,235 横 浜 市 2,209 千 葉 市 7,352 静 岡 市 1,457 東京都区
部

724 17

18 和歌山市 34,861 徳 島 市 78.64 京 都 市 77,704 相模原市 24,055 富 山 市 568 浜 松 市 530 京 都 市 1,224 全 国 2,192 富 山 市 7,250 奈 良 市 1,447 富 山 市 699 18

19 鹿児島市 34,381 富 山 市 78.35 福 島 市 77,348 大 津 市 23,665 大 津 市 563 さ い た ま
市

529 大 阪 市 1,215 岐 阜 市 2,165 高 知 市 7,241 鳥 取 市 1,446 さ い た ま
市

691 19

20 松 江 市 34,291 浜 松 市 77.18 山 形 市 76,727 大 阪 市 23,632 堺 市 560 奈 良 市 515 和歌山市 1,207 佐 賀 市 2,148 横 浜 市 7,185 川 崎 市 1,404 金 沢 市 682 20

21 盛 岡 市 34,167 松 江 市 76.79 津 市 76,435 奈 良 市 23,627 佐 賀 市 554 岐 阜 市 514 福 島 市 1,189 名古屋市 2,129 大 津 市 7,072 全 国 1,370 全 国 680 21

22 岐 阜 市 34,116 長 野 市 76.61 長 崎 市 75,676 全 国 23,280 広 島 市 526 全 国 513 千 葉 市 1,163 静 岡 市 2,127 浜 松 市 6,967 さ い た ま
市

1,357 仙 台 市 679 22

23 大 阪 市 34,063 高 松 市 76.23 川 崎 市 75,570 堺 市 23,215 全 国 523 山 口 市 486 全 国 1,159 川 崎 市 2,118 前 橋 市 6,860 浜 松 市 1,351 甲 府 市 675 23

24 熊 本 市 33,926 全 国 76.05 全 国 75,413 福 井 市 23,169 名古屋市 523 川 崎 市 474 仙 台 市 1,141 水 戸 市 2,106 全 国 6,858 津 市 1,283 相模原市 673 24

25 高 知 市 33,875 大 津 市 75.47 浜 松 市 74,754 松 山 市 23,131 和歌山市 505 横 浜 市 469 川 崎 市 1,131 長 野 市 2,080 奈 良 市 6,856 大 津 市 1,247 大 分 市 669 25

26 大 分 市 33,866 鹿児島市 75.04 長 野 市 74,544 東京都区
部

23,056 横 浜 市 503 那 覇 市 469 岐 阜 市 1,109 大 阪 市 2,075 川 崎 市 6,731 堺 市 1,239 福 井 市 658 26

27 岡 山 市 33,792 名古屋市 74.87 さ い た ま
市

74,492 鹿児島市 22,986 松 山 市 499 高 松 市 463 長 野 市 1,107 福 島 市 2,074 金 沢 市 6,715 前 橋 市 1,234 横 浜 市 655 27

28 徳 島 市 33,591 松 山 市 74.79 高 知 市 73,960 広 島 市 22,859 大 阪 市 475 前 橋 市 460 浜 松 市 1,087 大 分 市 2,073 堺 市 6,628 大 阪 市 1,234 熊 本 市 617 28

29 京 都 市 33,407 山 口 市 74.72 鳥 取 市 73,853 和歌山市 22,763 新 潟 市 474 相模原市 454 大 津 市 1,080 相模原市 2,056 和歌山市 6,562 東京都区
部

1,213 山 口 市 616 29

30 那 覇 市 33,313 津 市 74.71 新 潟 市 73,641 京 都 市 22,625 神 戸 市 473 甲 府 市 449 松 山 市 1,080 山 形 市 2,049 津 市 6,408 高 知 市 1,211 堺 市 616 30

31 長 崎 市 33,196 仙 台 市 74.52 福 井 市 72,703 横 浜 市 22,623 京 都 市 464 広 島 市 439 熊 本 市 1,060 岡 山 市 2,039 松 江 市 6,288 岡 山 市 1,167 宮 崎 市 609 31

32 浜 松 市 33,100 岐 阜 市 73.98 前 橋 市 72,688 長 野 市 22,307 盛 岡 市 455 京 都 市 435 名古屋市 1,057 堺 市 1,996 北九州市 6,270 和歌山市 1,138 佐 賀 市 597 32

33 佐 賀 市 32,881 和歌山市 73.19 甲 府 市 71,882 宮 崎 市 21,785 川 崎 市 444 佐 賀 市 432 相模原市 1,054 高 知 市 1,976 東京都区
部

6,227 千 葉 市 1,107 奈 良 市 596 33

34 全 国 32,869 前 橋 市 72.05 宇都宮市 71,718 さ い た ま
市

21,737 高 知 市 437 徳 島 市 428 静 岡 市 1,045 宇都宮市 1,971 山 口 市 6,196 福 井 市 1,085 大 阪 市 573 34

35 仙 台 市 32,825 大 阪 市 72.05 佐 賀 市 70,912 熊 本 市 21,708 東京都区
部

421 松 山 市 428 津 市 1,039 金 沢 市 1,931 福 井 市 6,129 岐 阜 市 1,082 広 島 市 572 35

36 神 戸 市 32,673 宇都宮市 71.98 広 島 市 70,651 前 橋 市 21,688 岐 阜 市 405 和歌山市 426 佐 賀 市 1,038 前 橋 市 1,882 長 崎 市 6,121 高 松 市 1,071 京 都 市 556 36

37 長 野 市 32,587 水 戸 市 71.97 鹿児島市 70,512 神 戸 市 21,585 岡 山 市 402 千 葉 市 417 宇都宮市 1,033 さ い た ま
市

1,828 京 都 市 6,114 松 江 市 1,051 岡 山 市 522 37

38 札 幌 市 32,540 静 岡 市 71.57 山 口 市 70,031 静 岡 市 21,411 福 井 市 401 名古屋市 394 徳 島 市 1,026 富 山 市 1,828 岐 阜 市 6,095 京 都 市 1,044 津 市 514 38

39 名古屋市 32,516 青 森 市 70.15 和歌山市 69,912 名古屋市 21,321 さ い た ま
市

367 堺 市 380 鹿児島市 1,019 大 津 市 1,782 広 島 市 6,012 徳 島 市 1,036 名古屋市 498 39

40 北九州市 32,471 福 井 市 68.41 名古屋市 69,910 浜 松 市 21,318 水 戸 市 361 大 分 市 377 前 橋 市 1,005 高 松 市 1,764 大 阪 市 5,979 広 島 市 1,017 鳥 取 市 495 40

41 宇都宮市 32,405 福 島 市 68.36 神 戸 市 69,904 大 分 市 21,315 仙 台 市 324 松 江 市 354 高 松 市 1,001 鹿児島市 1,734 福 岡 市 5,878 神 戸 市 816 岐 阜 市 489 41

42 千 葉 市 31,467 札 幌 市 68.30 福 岡 市 69,259 福 岡 市 21,228 静 岡 市 312 高 知 市 345 神 戸 市 998 徳 島 市 1,729 大 分 市 5,827 名古屋市 787 静 岡 市 454 42

43 宮 崎 市 31,216 熊 本 市 68.18 徳 島 市 68,177 福 島 市 21,208 宇都宮市 306 熊 本 市 341 さ い た ま
市

986 和歌山市 1,719 佐 賀 市 5,816 佐 賀 市 756 鹿児島市 442 43

44 相模原市 31,143 宮 崎 市 66.84 岐 阜 市 68,160 川 崎 市 20,972 前 橋 市 303 大 阪 市 330 東京都区
部

978 京 都 市 1,716 徳 島 市 5,734 山 口 市 742 神 戸 市 411 44

45 水 戸 市 30,467 秋 田 市 66.32 高 松 市 67,598 宇都宮市 20,932 浜 松 市 300 北九州市 329 岡 山 市 970 浜 松 市 1,707 名古屋市 5,664 長 崎 市 669 長 崎 市 402 45

46 横 浜 市 30,242 北九州市 65.86 水 戸 市 66,992 岡 山 市 20,869 札 幌 市 291 神 戸 市 328 長 崎 市 901 松 山 市 1,681 宮 崎 市 5,487 北九州市 657 高 松 市 394 46

47 福 岡 市 30,220 佐 賀 市 64.85 松 江 市 65,211 山 形 市 20,867 山 形 市 291 静 岡 市 301 広 島 市 881 奈 良 市 1,676 熊 本 市 5,323 松 山 市 612 松 江 市 383 47

48 静 岡 市 29,879 福 岡 市 63.94 松 山 市 65,192 岐 阜 市 20,512 福 島 市 286 鹿児島市 300 横 浜 市 878 熊 本 市 1,616 高 松 市 5,209 熊 本 市 595 高 知 市 361 48

49 さ い た ま
市

29,736 長 崎 市 62.27 岡 山 市 63,991 高 松 市 20,408 長 野 市 282 福 井 市 275 福 岡 市 862 神 戸 市 1,601 鹿児島市 5,172 大 分 市 590 浜 松 市 351 49

50 川 崎 市 28,678 甲 府 市 62.25 大 分 市 62,923 水 戸 市 20,343 徳 島 市 210 富 山 市 271 宮 崎 市 862 福 岡 市 1,586 岡 山 市 4,887 福 岡 市 553 和歌山市 345 50

51 東京都区
部

28,651 大 分 市 59.20 宮 崎 市 61,416 徳 島 市 19,982 高 松 市 196 長 崎 市 252 水 戸 市 852 福 井 市 1,570 神 戸 市 4,772 鹿児島市 484 徳 島 市 338 51

52 甲 府 市 27,524 高 知 市 56.83 熊 本 市 60,349 甲 府 市 18,609 那 覇 市 163 福 岡 市 246 大 分 市 815 宮 崎 市 1,334 松 山 市 4,675 宮 崎 市 468 松 山 市 330 52

53 前 橋 市 27,291 那 覇 市 46.52 那 覇 市 47,634 那 覇 市 16,567 甲 府 市 138 宮 崎 市 193 那 覇 市 570 那 覇 市 931 那 覇 市 1,949 那 覇 市 304 那 覇 市 186 53

数量：　ｇ 数量：　ｇ 数量：　ｇ 数量：　ｇ 数量：　ｇ数量：　ｇ 数量：ﾘｯﾄﾙ 金　額 数量：　ｇ 数量：　ｇ
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物含む

めんたいこ含む
生たらこは含まない

燻製卵、温泉卵、うず
ら卵の水煮、ピータン
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位
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1 富 山 市 6,626 札 幌 市 4,484 新 潟 市 27,442 札 幌 市 3,164 山 形 市 20,960 山 形 市 6,602 山 形 市 3,489 那 覇 市 6,256 青 森 市 3,781 那 覇 市 2,442 1

2 青 森 市 6,414 盛 岡 市 4,424 相 模 原 市 25,533 山 形 市 2,428 札 幌 市 20,893 金 沢 市 6,542 札 幌 市 3,413 札 幌 市 4,638 甲 府 市 3,585 浜 松 市 1,949 2

3 札 幌 市 5,167 青 森 市 4,306 静 岡 市 25,247 北 九 州 市 2,244 相 模 原 市 20,417 青 森 市 6,461 横 浜 市 3,262 青 森 市 4,107 福 井 市 3,368 福 島 市 1,924 3

4 秋 田 市 4,978 仙 台 市 3,856 札 幌 市 25,233 熊 本 市 2,224 青 森 市 20,402 富 山 市 6,414 相 模 原 市 3,199 山 形 市 3,927 千 葉 市 3,347 甲 府 市 1,919 4

5 福 島 市 4,544 山 形 市 3,673 横 浜 市 24,939 那 覇 市 2,216 横 浜 市 20,252 熊 本 市 6,262 青 森 市 3,184 仙 台 市 3,742 東 京 都 区
部

3,317 静 岡 市 1,822 5

6 甲 府 市 4,499 甲 府 市 3,646 福 島 市 24,927 広 島 市 2,145 金 沢 市 20,147 鳥 取 市 6,195 浜 松 市 3,131 相 模 原 市 3,658 徳 島 市 3,311 宇 都 宮 市 1,815 6

7 長 野 市 4,414 福 島 市 3,581 さいたま市 24,713 宮 崎 市 2,119 富 山 市 19,940 札 幌 市 6,135 静 岡 市 3,122 福 井 市 3,584 川 崎 市 3,251 さいたま市 1,753 7

8 新 潟 市 4,291 川 崎 市 3,512 浜 松 市 24,563 山 口 市 2,076 川 崎 市 19,909 浜 松 市 6,057 東 京 都 区
部

3,094 宮 崎 市 3,409 相 模 原 市 3,244 仙 台 市 1,742 8

9 仙 台 市 4,243 広 島 市 3,479 山 形 市 24,512 鹿 児 島 市 2,071 浜 松 市 19,773 山 口 市 6,038 川 崎 市 3,065 川 崎 市 3,406 さいたま市 3,030 水 戸 市 1,674 9

10 金 沢 市 4,196 東 京 都 区
部

3,447 川 崎 市 24,355 高 松 市 1,969 福 井 市 19,446 長 崎 市 5,830 新 潟 市 3,027 新 潟 市 3,197 山 形 市 2,986 福 井 市 1,650 10

11 前 橋 市 4,123 秋 田 市 3,406 青 森 市 24,255 佐 賀 市 1,917 新 潟 市 19,401 広 島 市 5,757 宇 都 宮 市 3,022 東 京 都 区
部

3,143 横 浜 市 2,981 山 形 市 1,643 11

12 盛 岡 市 4,087 相 模 原 市 3,362 金 沢 市 23,888 青 森 市 1,881 東 京 都 区
部

19,288 盛 岡 市 5,749 仙 台 市 3,010 広 島 市 3,112 金 沢 市 2,816 盛 岡 市 1,625 12

13 さいたま市 3,750 福 井 市 3,344 仙 台 市 23,712 静 岡 市 1,869 大 津 市 19,134 津 市 5,723 さいたま市 3,001 盛 岡 市 3,101 静 岡 市 2,801 青 森 市 1,614 13

14 東 京 都 区
部

3,729 長 野 市 3,313 秋 田 市 23,624 仙 台 市 1,850 盛 岡 市 19,083 大 津 市 5,716 熊 本 市 2,992 金 沢 市 3,091 水 戸 市 2,706 和 歌 山 市 1,587 14

15 千 葉 市 3,558 さいたま市 3,256 千 葉 市 23,610 大 阪 市 1,848 静 岡 市 19,034 新 潟 市 5,708 福 島 市 2,956 さいたま市 3,051 札 幌 市 2,679 高 松 市 1,582 15

16 山 形 市 3,551 前 橋 市 3,241 甲 府 市 23,282 甲 府 市 1,840 仙 台 市 18,871 岡 山 市 5,703 甲 府 市 2,949 全 国 3,041 富 山 市 2,613 前 橋 市 1,580 16

17 横 浜 市 3,472 千 葉 市 3,238 広 島 市 23,241 盛 岡 市 1,835 千 葉 市 18,813 岐 阜 市 5,695 山 口 市 2,938 富 山 市 3,028 新 潟 市 2,580 千 葉 市 1,559 17

18 宇 都 宮 市 3,449 横 浜 市 3,234 盛 岡 市 22,971 高 知 市 1,834 広 島 市 18,672 相 模 原 市 5,600 盛 岡 市 2,934 千 葉 市 2,914 宇 都 宮 市 2,539 名 古 屋 市 1,555 18

19 静 岡 市 3,389 新 潟 市 3,221 熊 本 市 22,957 福 岡 市 1,818 福 島 市 18,585 堺 市 5,570 富 山 市 2,931 横 浜 市 2,894 盛 岡 市 2,524 東 京 都 区
部

1,537 19

20 相 模 原 市 3,337 全 国 3,113 長 野 市 22,621 秋 田 市 1,811 全 国 18,501 全 国 5,536 千 葉 市 2,925 京 都 市 2,864 仙 台 市 2,482 京 都 市 1,526 20

21 川 崎 市 3,246 富 山 市 3,112 宇 都 宮 市 22,338 和 歌 山 市 1,797 さいたま市 18,370 静 岡 市 5,518 佐 賀 市 2,908 前 橋 市 2,805 長 野 市 2,443 相 模 原 市 1,519 21

22 全 国 3,004 大 津 市 3,075 東 京 都 区
部

22,268 岡 山 市 1,789 岐 阜 市 18,362 福 島 市 5,485 長 野 市 2,907 津 市 2,781 高 知 市 2,438 川 崎 市 1,494 22

23 福 井 市 2,971 宇 都 宮 市 3,030 全 国 22,241 神 戸 市 1,697 京 都 市 18,266 仙 台 市 5,480 金 沢 市 2,896 静 岡 市 2,732 前 橋 市 2,436 熊 本 市 1,493 23

24 浜 松 市 2,869 奈 良 市 3,020 奈 良 市 21,995 金 沢 市 1,680 熊 本 市 18,100 千 葉 市 5,476 秋 田 市 2,888 福 島 市 2,729 広 島 市 2,423 全 国 1,471 24

25 奈 良 市 2,641 福 岡 市 2,952 名 古 屋 市 21,416 長 崎 市 1,662 山 口 市 17,956 奈 良 市 5,463 大 津 市 2,816 大 阪 市 2,712 全 国 2,399 長 崎 市 1,440 25

26 水 戸 市 2,601 大 阪 市 2,944 宮 崎 市 21,361 奈 良 市 1,650 津 市 17,838 宇 都 宮 市 5,437 長 崎 市 2,807 長 野 市 2,686 福 島 市 2,392 大 阪 市 1,430 26

27 堺 市 2,578 堺 市 2,865 岡 山 市 21,257 福 島 市 1,642 甲 府 市 17,780 川 崎 市 5,429 那 覇 市 2,794 秋 田 市 2,658 秋 田 市 2,360 新 潟 市 1,429 27

28 大 津 市 2,504 北 九 州 市 2,830 鳥 取 市 21,148 全 国 1,641 宇 都 宮 市 17,726 福 井 市 5,411 全 国 2,739 浜 松 市 2,630 和 歌 山 市 2,314 徳 島 市 1,393 28

29 大 阪 市 2,504 金 沢 市 2,788 大 津 市 21,143 松 江 市 1,632 名 古 屋 市 17,611 佐 賀 市 5,408 広 島 市 2,722 名 古 屋 市 2,610 岡 山 市 2,270 福 岡 市 1,381 29

30 京 都 市 2,467 高 知 市 2,782 前 橋 市 20,928 大 分 市 1,604 前 橋 市 17,547 名 古 屋 市 5,404 奈 良 市 2,693 熊 本 市 2,579 鹿 児 島 市 2,132 宮 崎 市 1,349 30

31 北 九 州 市 2,282 浜 松 市 2,744 岐 阜 市 20,844 さいたま市 1,596 神 戸 市 17,422 北 九 州 市 5,393 京 都 市 2,669 甲 府 市 2,571 北 九 州 市 2,105 佐 賀 市 1,332 31

32 岐 阜 市 2,161 京 都 市 2,741 津 市 20,798 横 浜 市 1,580 佐 賀 市 17,356 甲 府 市 5,356 松 江 市 2,587 大 分 市 2,544 高 松 市 2,067 大 津 市 1,320 32

33 名 古 屋 市 2,072 水 戸 市 2,733 福 岡 市 20,783 宇 都 宮 市 1,473 那 覇 市 17,332 さいたま市 5,343 鳥 取 市 2,562 水 戸 市 2,535 浜 松 市 2,053 高 知 市 1,313 33

34 佐 賀 市 2,055 岡 山 市 2,720 堺 市 20,669 名 古 屋 市 1,458 水 戸 市 17,307 秋 田 市 5,328 岡 山 市 2,512 大 津 市 2,513 福 岡 市 2,015 金 沢 市 1,305 34

35 神 戸 市 2,041 津 市 2,640 松 山 市 20,521 東 京 都 区
部

1,454 奈 良 市 17,247 宮 崎 市 5,285 福 岡 市 2,504 佐 賀 市 2,510 大 阪 市 1,997 横 浜 市 1,298 35

36 高 松 市 1,990 神 戸 市 2,585 那 覇 市 20,411 松 山 市 1,450 秋 田 市 17,226 長 野 市 5,277 名 古 屋 市 2,497 神 戸 市 2,505 長 崎 市 1,969 津 市 1,285 36

37 福 岡 市 1,950 徳 島 市 2,564 佐 賀 市 20,409 岐 阜 市 1,445 長 崎 市 17,146 大 阪 市 5,271 北 九 州 市 2,470 岐 阜 市 2,494 鳥 取 市 1,941 堺 市 1,280 37

38 津 市 1,902 大 分 市 2,538 水 戸 市 20,349 福 井 市 1,445 長 野 市 17,077 横 浜 市 5,253 津 市 2,463 長 崎 市 2,483 山 口 市 1,907 北 九 州 市 1,280 38

39 松 江 市 1,889 岐 阜 市 2,533 和 歌 山 市 20,331 堺 市 1,432 大 阪 市 17,017 福 岡 市 5,236 宮 崎 市 2,462 松 江 市 2,482 松 江 市 1,876 山 口 市 1,266 39

40 鹿 児 島 市 1,886 静 岡 市 2,529 松 江 市 20,255 徳 島 市 1,421 堺 市 16,973 松 山 市 5,218 松 山 市 2,455 福 岡 市 2,467 佐 賀 市 1,875 岐 阜 市 1,241 40

41 広 島 市 1,849 長 崎 市 2,527 鹿 児 島 市 20,188 長 野 市 1,285 宮 崎 市 16,882 高 松 市 5,208 岐 阜 市 2,437 北 九 州 市 2,457 熊 本 市 1,872 神 戸 市 1,241 41

42 大 分 市 1,807 山 口 市 2,456 大 阪 市 20,177 大 津 市 1,285 北 九 州 市 16,842 松 江 市 5,153 福 井 市 2,435 鹿 児 島 市 2,451 名 古 屋 市 1,851 広 島 市 1,193 42

43 鳥 取 市 1,724 松 江 市 2,451 富 山 市 20,118 富 山 市 1,284 福 岡 市 16,823 和 歌 山 市 5,113 前 橋 市 2,427 山 口 市 2,410 神 戸 市 1,738 岡 山 市 1,167 43

44 長 崎 市 1,665 名 古 屋 市 2,393 山 口 市 19,700 前 橋 市 1,277 鳥 取 市 16,798 徳 島 市 5,043 徳 島 市 2,398 高 知 市 2,353 松 山 市 1,729 松 江 市 1,153 44

45 宮 崎 市 1,665 高 松 市 2,378 京 都 市 19,663 鳥 取 市 1,271 松 江 市 16,797 高 知 市 5,020 鹿 児 島 市 2,369 高 松 市 2,215 宮 崎 市 1,698 鳥 取 市 1,150 45

46 山 口 市 1,551 宮 崎 市 2,369 神 戸 市 19,486 千 葉 市 1,239 松 山 市 16,297 鹿 児 島 市 5,011 大 分 市 2,355 宇 都 宮 市 2,187 奈 良 市 1,695 奈 良 市 1,142 46

47 徳 島 市 1,454 鹿 児 島 市 2,292 大 分 市 19,481 川 崎 市 1,231 岡 山 市 15,956 水 戸 市 4,982 水 戸 市 2,347 松 山 市 2,071 京 都 市 1,597 大 分 市 1,120 47

48 熊 本 市 1,432 佐 賀 市 2,218 北 九 州 市 18,819 相 模 原 市 1,209 高 松 市 15,914 京 都 市 4,965 神 戸 市 2,313 堺 市 2,014 堺 市 1,585 富 山 市 1,118 48

49 岡 山 市 1,410 熊 本 市 2,160 高 松 市 18,656 津 市 1,203 大 分 市 15,858 前 橋 市 4,920 堺 市 2,309 岡 山 市 1,967 大 分 市 1,567 鹿 児 島 市 1,113 49

50 和 歌 山 市 1,291 鳥 取 市 2,152 長 崎 市 18,472 京 都 市 1,178 徳 島 市 15,391 神 戸 市 4,882 大 阪 市 2,214 和 歌 山 市 1,944 岐 阜 市 1,527 秋 田 市 1,105 50

51 高 知 市 1,204 松 山 市 2,089 福 井 市 18,104 新 潟 市 1,160 和 歌 山 市 15,301 東 京 都 区
部

4,689 高 松 市 2,197 徳 島 市 1,821 大 津 市 1,447 長 野 市 1,073 51

52 松 山 市 1,167 和 歌 山 市 2,039 高 知 市 17,994 水 戸 市 1,055 鹿 児 島 市 15,139 那 覇 市 4,686 和 歌 山 市 2,136 奈 良 市 1,757 那 覇 市 1,329 札 幌 市 1,029 52

53 那 覇 市 473 那 覇 市 1,884 徳 島 市 17,589 浜 松 市 995 高 知 市 14,868 大 分 市 4,638 高 知 市 2,075 鳥 取 市 1,671 津 市 1,147 松 山 市 925 53

金　額 金　額数量：　ｇ 数量：　ｇ 金　額：　円 数量：　ｇ 金　額：　円 金　額：　円金　額：　円

骨付き含む
馬肉、かも、食用蛙、すっ

ぽん、もつ、タン等
缶詰、ビン詰、冷凍を

含む
ウインナー、フランクフルト、

サラミ、生ソーセージ
塩漬け後、燻製にした

もの
やきとり缶詰、コンビーフ、ビーフ

ジャーキー、蜂の子など

うの花漬、松前漬、酢だ
こ、味付たこ含む

やきとり ハンバーグ

順
位生も含む　冷凍品×

ハンバーグステーキ
含む

豚肉 他の生鮮肉 加工肉（全体） ウインナー ベーコン 他の加工肉

順
位

魚介の漬物 魚介加工品のその他

燻製、塩辛、でんぶ、にこ
ごり、さきいかなど

金　額：　円
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1 奈 良 市 11,495 奈 良 市 10,529 新 潟 市 1,756 山 形 市 3,674 山 形 市 7,568 秋 田 市 7,361 盛 岡 市 12,302 新 潟 市 5,780 熊 本 市 3,837 1

2 広 島 市 11,168 広 島 市 10,372 鳥 取 市 1,741 福 島 市 3,051 鹿 児 島 市 6,494 山 形 市 7,139 青 森 市 11,866 青 森 市 5,600 鳥 取 市 3,748 2

3 山 口 市 11,166 山 口 市 10,352 金 沢 市 1,677 長 野 市 2,395 青 森 市 6,078 盛 岡 市 6,896 山 形 市 11,674 山 形 市 5,435 高 知 市 3,631 3

4 新 潟 市 11,079 鹿 児 島 市 10,194 熊 本 市 1,655 大 津 市 2,363 山 口 市 5,975 長 野 市 6,884 那 覇 市 11,310 盛 岡 市 5,290 佐 賀 市 3,571 4

5 鳥 取 市 11,048 新 潟 市 10,179 佐 賀 市 1,527 新 潟 市 2,298 熊 本 市 5,817 鹿 児 島 市 6,709 金 沢 市 10,152 福 島 市 5,114 福 岡 市 3,506 5

6 鹿 児 島 市 10,844 大 分 市 10,061 山 形 市 1,519 青 森 市 2,124 高 松 市 5,421 新 潟 市 6,655 さいたま市 10,083 仙 台 市 4,999 大 分 市 3,445 6

7 青 森 市 10,773 山 形 市 9,980 札 幌 市 1,489 秋 田 市 2,100 秋 田 市 5,264 熊 本 市 6,564 秋 田 市 10,042 札 幌 市 4,982 新 潟 市 3,327 7

8 松 山 市 10,721 青 森 市 9,974 富 山 市 1,471 佐 賀 市 1,992 松 江 市 5,260 青 森 市 6,507 札 幌 市 10,026 富 山 市 4,849 山 口 市 3,309 8

9 大 分 市 10,622 松 山 市 9,967 宮 崎 市 1,466 山 口 市 1,887 長 野 市 5,258 宮 崎 市 6,505 宇 都 宮 市 9,953 大 阪 市 4,660 北 九 州 市 3,252 9

10 山 形 市 10,615 鳥 取 市 9,899 高 知 市 1,460 宇 都 宮 市 1,872 前 橋 市 5,169 富 山 市 6,331 新 潟 市 9,613 北 九 州 市 4,643 青 森 市 3,236 10

11 高 松 市 10,544 高 松 市 9,887 青 森 市 1,459 甲 府 市 1,800 富 山 市 5,132 長 崎 市 6,149 千 葉 市 9,564 高 知 市 4,612 宮 崎 市 3,139 11

12 松 江 市 10,474 宮 崎 市 9,853 山 口 市 1,430 高 松 市 1,785 大 分 市 5,104 仙 台 市 6,031 東 京 都 区
部

9,508 堺 市 4,539 大 阪 市 3,113 12

13 宮 崎 市 10,430 松 江 市 9,599 松 江 市 1,408 水 戸 市 1,766 奈 良 市 5,100 札 幌 市 5,912 和 歌 山 市 9,498 宇 都 宮 市 4,523 高 松 市 3,084 13

14 堺 市 10,199 那 覇 市 9,541 広 島 市 1,406 高 知 市 1,731 長 崎 市 5,094 福 島 市 5,793 仙 台 市 9,385 熊 本 市 4,520 広 島 市 3,021 14

15 相 模 原 市 10,130 秋 田 市 9,401 秋 田 市 1,405 鹿 児 島 市 1,712 神 戸 市 5,018 浜 松 市 5,710 相 模 原 市 9,378 鳥 取 市 4,477 鹿 児 島 市 2,906 15

16 長 野 市 10,106 熊 本 市 9,332 奈 良 市 1,401 宮 崎 市 1,698 宮 崎 市 5,001 大 分 市 5,587 堺 市 9,364 相 模 原 市 4,299 富 山 市 2,890 16

17 横 浜 市 10,050 長 野 市 9,331 仙 台 市 1,399 熊 本 市 1,687 和 歌 山 市 4,986 金 沢 市 5,585 静 岡 市 9,311 前 橋 市 4,290 山 形 市 2,879 17

18 熊 本 市 9,999 相 模 原 市 9,315 徳 島 市 1,398 松 江 市 1,682 横 浜 市 4,954 千 葉 市 5,583 前 橋 市 9,310 全 国 4,283 大 津 市 2,877 18

19 長 崎 市 9,989 堺 市 9,215 全 国 1,395 盛 岡 市 1,654 松 山 市 4,941 静 岡 市 5,431 岐 阜 市 9,258 甲 府 市 4,262 岡 山 市 2,849 19

20 那 覇 市 9,973 宇 都 宮 市 9,139 長 野 市 1,391 札 幌 市 1,651 相 模 原 市 4,873 北 九 州 市 5,410 富 山 市 9,236 秋 田 市 4,250 金 沢 市 2,827 20

21 宇 都 宮 市 9,874 岡 山 市 9,110 盛 岡 市 1,389 全 国 1,630 全 国 4,834 鳥 取 市 5,214 甲 府 市 9,095 金 沢 市 4,227 神 戸 市 2,814 21

22 大 津 市 9,871 長 崎 市 9,109 松 山 市 1,387 松 山 市 1,588 岐 阜 市 4,789 佐 賀 市 5,109 名 古 屋 市 9,068 浜 松 市 4,219 全 国 2,812 22

23 津 市 9,865 津 市 9,073 堺 市 1,383 福 井 市 1,574 佐 賀 市 4,781 全 国 5,070 全 国 9,065 静 岡 市 4,211 長 崎 市 2,805 23

24 岡 山 市 9,853 横 浜 市 9,018 高 松 市 1,379 仙 台 市 1,534 新 潟 市 4,777 前 橋 市 5,065 広 島 市 9,025 高 松 市 4,169 名 古 屋 市 2,768 24

25 秋 田 市 9,788 徳 島 市 8,931 福 井 市 1,378 堺 市 1,489 川 崎 市 4,735 福 井 市 5,024 大 津 市 8,941 岡 山 市 4,127 和 歌 山 市 2,764 25

26 全 国 9,743 全 国 8,913 甲 府 市 1,375 奈 良 市 1,481 徳 島 市 4,726 川 崎 市 4,989 横 浜 市 8,915 和 歌 山 市 4,126 仙 台 市 2,757 26

27 北 九 州 市 9,729 北 九 州 市 8,867 福 岡 市 1,373 徳 島 市 1,476 金 沢 市 4,720 横 浜 市 4,987 津 市 8,844 川 崎 市 4,126 津 市 2,735 27

28 徳 島 市 9,562 福 島 市 8,851 浜 松 市 1,367 鳥 取 市 1,462 盛 岡 市 4,701 徳 島 市 4,953 岡 山 市 8,835 岐 阜 市 4,070 奈 良 市 2,726 28

29 富 山 市 9,537 佐 賀 市 8,774 宇 都 宮 市 1,366 津 市 1,427 静 岡 市 4,663 さいたま市 4,904 京 都 市 8,748 千 葉 市 4,068 川 崎 市 2,713 29

30 金 沢 市 9,532 盛 岡 市 8,767 前 橋 市 1,365 広 島 市 1,421 札 幌 市 4,637 相 模 原 市 4,903 奈 良 市 8,687 佐 賀 市 4,048 堺 市 2,711 30

31 和 歌 山 市 9,526 大 津 市 8,765 横 浜 市 1,362 岐 阜 市 1,413 仙 台 市 4,637 松 山 市 4,874 長 野 市 8,634 福 岡 市 4,039 松 山 市 2,707 31

32 川 崎 市 9,521 川 崎 市 8,705 福 島 市 1,359 東 京 都 区
部

1,378 大 阪 市 4,566 岐 阜 市 4,828 福 岡 市 8,595 名 古 屋 市 4,016 松 江 市 2,703 32

33 大 阪 市 9,494 福 井 市 8,672 さいたま市 1,354 京 都 市 1,359 鳥 取 市 4,535 宇 都 宮 市 4,826 福 島 市 8,526 山 口 市 4,012 福 島 市 2,695 33

34 福 井 市 9,431 金 沢 市 8,666 岐 阜 市 1,351 和 歌 山 市 1,358 堺 市 4,449 水 戸 市 4,776 神 戸 市 8,331 徳 島 市 3,999 盛 岡 市 2,611 34

35 盛 岡 市 9,409 富 山 市 8,643 長 崎 市 1,349 横 浜 市 1,354 福 島 市 4,439 高 知 市 4,771 長 崎 市 8,286 大 津 市 3,997 秋 田 市 2,600 35

36 福 島 市 9,382 札 幌 市 8,594 鹿 児 島 市 1,344 大 分 市 1,351 千 葉 市 4,424 名 古 屋 市 4,724 鳥 取 市 8,265 さいたま市 3,992 宇 都 宮 市 2,577 36

37 佐 賀 市 9,354 和 歌 山 市 8,508 静 岡 市 1,336 那 覇 市 1,320 大 津 市 4,412 松 江 市 4,693 川 崎 市 8,241 広 島 市 3,947 京 都 市 2,562 37

38 札 幌 市 9,246 水 戸 市 8,430 相 模 原 市 1,333 前 橋 市 1,319 岡 山 市 4,386 福 岡 市 4,647 松 江 市 8,218 長 崎 市 3,925 福 井 市 2,559 38

39 岐 阜 市 9,113 静 岡 市 8,415 北 九 州 市 1,332 名 古 屋 市 1,280 浜 松 市 4,379 山 口 市 4,531 大 阪 市 8,100 神 戸 市 3,902 徳 島 市 2,556 39

40 水 戸 市 9,027 大 阪 市 8,403 津 市 1,332 静 岡 市 1,273 高 知 市 4,376 津 市 4,356 浜 松 市 7,950 水 戸 市 3,893 岐 阜 市 2,549 40

41 さいたま市 9,025 さいたま市 8,348 岡 山 市 1,314 相 模 原 市 1,264 広 島 市 4,333 高 松 市 4,288 水 戸 市 7,940 大 分 市 3,840 相 模 原 市 2,518 41

42 静 岡 市 9,023 岐 阜 市 8,278 川 崎 市 1,313 千 葉 市 1,256 津 市 4,326 東 京 都 区
部

4,173 高 松 市 7,868 津 市 3,826 東 京 都 区
部

2,504 42

43 千 葉 市 9,008 千 葉 市 8,200 千 葉 市 1,300 大 阪 市 1,240 北 九 州 市 4,308 甲 府 市 4,149 山 口 市 7,830 長 野 市 3,808 札 幌 市 2,501 43

44 京 都 市 8,991 甲 府 市 8,127 大 津 市 1,296 金 沢 市 1,229 京 都 市 4,305 奈 良 市 4,048 福 井 市 7,746 横 浜 市 3,762 横 浜 市 2,483 44

45 福 岡 市 8,735 福 岡 市 7,987 東 京 都 区
部

1,294 富 山 市 1,219 水 戸 市 4,224 大 津 市 4,041 松 山 市 7,610 宮 崎 市 3,702 静 岡 市 2,432 45

46 甲 府 市 8,686 京 都 市 7,917 大 阪 市 1,288 長 崎 市 1,215 さいたま市 4,087 那 覇 市 4,031 鹿 児 島 市 7,542 奈 良 市 3,660 千 葉 市 2,408 46

47 東 京 都 区
部

8,654 東 京 都 区
部

7,916 和 歌 山 市 1,281 福 岡 市 1,165 名 古 屋 市 4,053 京 都 市 3,898 宮 崎 市 7,486 松 山 市 3,590 さいたま市 2,405 47

48 名 古 屋 市 8,551 前 橋 市 7,875 京 都 市 1,272 神 戸 市 1,157 宇 都 宮 市 3,951 広 島 市 3,889 佐 賀 市 7,433 松 江 市 3,426 長 野 市 2,322 48

49 仙 台 市 8,475 高 知 市 7,751 大 分 市 1,268 浜 松 市 1,135 福 岡 市 3,900 堺 市 3,854 熊 本 市 7,051 福 井 市 3,420 甲 府 市 2,288 49

50 前 橋 市 8,472 仙 台 市 7,737 神 戸 市 1,245 北 九 州 市 1,107 甲 府 市 3,864 大 阪 市 3,745 高 知 市 7,003 鹿 児 島 市 3,407 前 橋 市 2,266 50

51 浜 松 市 8,426 浜 松 市 7,716 那 覇 市 1,234 さいたま市 1,060 福 井 市 3,821 岡 山 市 3,578 北 九 州 市 6,876 東 京 都 区
部

3,349 浜 松 市 2,102 51

52 高 知 市 8,388 名 古 屋 市 7,435 名 古 屋 市 1,174 川 崎 市 1,018 東 京 都 区
部

3,704 和 歌 山 市 3,240 徳 島 市 6,832 那 覇 市 3,077 那 覇 市 2,024 52

53 神 戸 市 7,898 神 戸 市 6,567 水 戸 市 1,159 岡 山 市 904 那 覇 市 3,104 神 戸 市 3,055 大 分 市 6,788 京 都 市 2,956 水 戸 市 2,007 53

数量：ｍｌ 数量：　ｇ 数量：　ｇ 数量：　ｇ 数量：　ｇ数量：　ｇ 数量：　ｇ 金　額 数量：　ｇ
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1 横 浜 市 200,725 盛 岡 市 4,595 秋 田 市 6,452 千 葉 市 6,438 新 潟 市 4,380 横 浜 市 16,651 鹿児島市 21,462 鳥 取 市 1,428 盛 岡 市 16,178 盛 岡 市 2,050 札 幌 市 20,328 秋 田 市 5,804 1

2 新 潟 市 200,244 秋 田 市 4,369 千 葉 市 6,413 横 浜 市 6,239 秋 田 市 4,112 千 葉 市 16,392 秋 田 市 21,155 青 森 市 1,361 仙 台 市 15,426 青 森 市 2,011 大 津 市 20,024 横 浜 市 5,581 2

3 千 葉 市 200,186 千 葉 市 3,936 東京都区
部

6,322 川 崎 市 6,041 東京都区
部

2,886 新 潟 市 14,998 静 岡 市 20,833 那 覇 市 1,306 宇都宮市 15,380 仙 台 市 2,006 相模原市 19,826 青 森 市 5,299 3

4 東京都区
部

190,981 仙 台 市 3,907 横 浜 市 6,315 仙 台 市 6,009 横 浜 市 2,675 川 崎 市 14,521 盛 岡 市 20,790 鹿児島市 1,279 千 葉 市 14,812 山 形 市 1,981 奈 良 市 19,740 千 葉 市 5,279 4

5 秋 田 市 190,980 横 浜 市 3,651 相模原市 6,147 新 潟 市 5,968 千 葉 市 2,614 東京都区
部

14,033 横 浜 市 20,580 山 形 市 1,268 秋 田 市 14,608 大 分 市 1,980 横 浜 市 19,298 京 都 市 5,264 5

6 相模原市 187,607 松 江 市 3,568 川 崎 市 6,004 秋 田 市 5,916 仙 台 市 2,441 さ い た ま
市

13,951 千 葉 市 20,566 佐 賀 市 1,215 静 岡 市 14,426 佐 賀 市 1,927 長 崎 市 19,225 相模原市 5,197 6

7 仙 台 市 187,286 京 都 市 3,464 盛 岡 市 5,932 東京都区
部

5,845 さ い た ま
市

2,418 相模原市 13,861 広 島 市 19,897 盛 岡 市 1,199 横 浜 市 14,281 札 幌 市 1,864 堺 市 19,052 大 津 市 5,195 7

8 川 崎 市 187,061 新 潟 市 3,446 宇都宮市 5,928 青 森 市 5,745 京 都 市 2,315 宇都宮市 13,812 長 野 市 19,809 熊 本 市 1,197 さ い た ま
市

14,139 広 島 市 1,833 京 都 市 18,843 東京都区
部

5,104 8

9 大 津 市 186,412 山 形 市 3,434 山 形 市 5,823 水 戸 市 5,680 相模原市 2,212 京 都 市 13,734 相模原市 19,774 新 潟 市 1,186 東京都区
部

13,999 長 野 市 1,832 千 葉 市 18,737 新 潟 市 4,981 9
10 さ い た ま

市
185,977 富 山 市 3,401 新 潟 市 5,820 相模原市 5,662 青 森 市 2,202 大 津 市 13,429 前 橋 市 19,647 富 山 市 1,171 川 崎 市 13,765 秋 田 市 1,811 青 森 市 18,573 奈 良 市 4,857 10

11 宇都宮市 185,317 さ い た ま
市

3,384 さ い た ま
市

5,644 大 津 市 5,604 静 岡 市 2,189 前 橋 市 13,037 鳥 取 市 19,644 秋 田 市 1,163 札 幌 市 13,686 北九州市 1,763 佐 賀 市 18,524 川 崎 市 4,842 11

12 盛 岡 市 184,721 大 津 市 3,371 水 戸 市 5,465 富 山 市 5,592 大 阪 市 2,054 青 森 市 12,934 富 山 市 19,177 仙 台 市 1,149 水 戸 市 13,569 熊 本 市 1,741 神 戸 市 18,474 佐 賀 市 4,820 12

13 金 沢 市 180,104 東京都区
部

3,338 名古屋市 5,193 鳥 取 市 5,556 奈 良 市 2,041 金 沢 市 12,893 奈 良 市 19,104 松 江 市 1,139 新 潟 市 13,417 山 口 市 1,725 熊 本 市 18,425 大 阪 市 4,780 13

14 長 野 市 179,944 奈 良 市 3,337 静 岡 市 5,181 さ い た ま
市

5,510 山 形 市 2,030 秋 田 市 12,678 新 潟 市 19,013 福 島 市 1,134 京 都 市 13,403 福 岡 市 1,722 新 潟 市 18,383 盛 岡 市 4,742 14

15 奈 良 市 178,658 青 森 市 3,288 仙 台 市 5,116 盛 岡 市 5,500 盛 岡 市 2,007 長 崎 市 12,404 大 分 市 18,802 北九州市 1,118 大 津 市 12,954 鹿児島市 1,713 宇都宮市 18,326 名古屋市 4,730 15

16 京 都 市 178,603 相模原市 3,250 青 森 市 5,088 京 都 市 5,404 名古屋市 1,998 高 知 市 12,335 宇都宮市 18,792 宇都宮市 1,085 相模原市 12,811 福 島 市 1,688 秋 田 市 18,126 福 井 市 4,726 16

17 札 幌 市 178,117 川 崎 市 3,248 金 沢 市 4,975 松 江 市 5,378 川 崎 市 1,966 福 井 市 12,226 川 崎 市 18,756 福 岡 市 1,068 福 島 市 12,778 松 江 市 1,660 津 市 18,072 さ い た ま
市

4,720 17

18 前 橋 市 176,895 大 阪 市 3,225 大 津 市 4,893 宇都宮市 5,344 前 橋 市 1,913 北九州市 11,919 金 沢 市 18,740 堺 市 1,065 奈 良 市 12,709 松 山 市 1,641 広 島 市 18,037 仙 台 市 4,707 18

19 山 形 市 176,379 水 戸 市 3,208 札 幌 市 4,856 金 沢 市 5,336 和歌山市 1,901 大 阪 市 11,913 京 都 市 18,609 大 阪 市 1,058 青 森 市 12,677 岐 阜 市 1,618 金 沢 市 18,023 堺 市 4,660 19

20 静 岡 市 176,036 福 井 市 3,171 京 都 市 4,786 広 島 市 5,275 福 島 市 1,889 佐 賀 市 11,890 宮 崎 市 18,414 福 井 市 1,055 大 阪 市 12,676 長 崎 市 1,616 川 崎 市 18,019 宇都宮市 4,588 20

21 堺 市 174,943 岐 阜 市 3,170 前 橋 市 4,751 前 橋 市 5,239 堺 市 1,838 全 国 11,850 長 崎 市 18,280 相模原市 1,055 前 橋 市 12,644 水 戸 市 1,599 大 阪 市 17,905 松 江 市 4,446 21

22 青 森 市 171,946 静 岡 市 3,111 全 国 4,730 岐 阜 市 5,175 全 国 1,809 札 幌 市 11,828 熊 本 市 18,203 金 沢 市 1,051 金 沢 市 12,428 千 葉 市 1,533 北九州市 17,866 札 幌 市 4,387 22

23 広 島 市 171,869 金 沢 市 3,076 松 江 市 4,721 長 野 市 5,134 大 津 市 1,788 広 島 市 11,801 大 津 市 18,189 横 浜 市 1,047 山 形 市 12,342 さ い た ま
市

1,512 さ い た ま
市

17,787 北九州市 4,364 23

24 鹿児島市 171,815 福 島 市 3,050 浜 松 市 4,719 静 岡 市 5,125 神 戸 市 1,764 浜 松 市 11,748 水 戸 市 18,134 京 都 市 1,038 名古屋市 12,246 新 潟 市 1,509 浜 松 市 17,737 徳 島 市 4,339 24

25 大 阪 市 170,826 堺 市 3,049 甲 府 市 4,666 神 戸 市 5,114 岐 阜 市 1,717 熊 本 市 11,744 福 島 市 18,119 長 崎 市 1,033 長 野 市 12,134 大 津 市 1,509 福 岡 市 17,629 高 松 市 4,335 25

26 水 戸 市 170,375 宇都宮市 3,022 奈 良 市 4,655 甲 府 市 5,077 松 山 市 1,676 奈 良 市 11,732 堺 市 18,053 東京都区
部

1,025 甲 府 市 12,128 横 浜 市 1,505 松 江 市 17,473 福 島 市 4,315 26

27 全 国 169,877 神 戸 市 2,984 広 島 市 4,610 堺 市 5,058 徳 島 市 1,635 静 岡 市 11,704 全 国 18,015 大 分 市 1,022 全 国 11,995 宇都宮市 1,498 東京都区
部

17,295 長 崎 市 4,292 27

28 長 崎 市 169,453 全 国 2,918 津 市 4,592 山 形 市 5,038 長 崎 市 1,629 富 山 市 11,604 さ い た ま
市

17,957 高 松 市 1,020 岐 阜 市 11,961 全 国 1,480 全 国 17,110 山 形 市 4,258 28

29 富 山 市 168,995 札 幌 市 2,916 福 島 市 4,591 奈 良 市 5,004 宇都宮市 1,600 神 戸 市 11,567 仙 台 市 17,924 神 戸 市 1,016 浜 松 市 11,880 津 市 1,478 大 分 市 16,995 浜 松 市 4,257 29

30 名古屋市 168,748 甲 府 市 2,906 岐 阜 市 4,568 大 阪 市 5,003 札 幌 市 1,594 仙 台 市 11,463 東京都区
部

17,916 徳 島 市 1,005 松 江 市 11,860 金 沢 市 1,467 鹿児島市 16,823 全 国 4,254 30

31 福 島 市 168,398 鳥 取 市 2,886 大 阪 市 4,560 浜 松 市 4,952 長 野 市 1,593 松 江 市 11,458 山 形 市 17,855 札 幌 市 998 那 覇 市 11,651 相模原市 1,455 静 岡 市 16,607 金 沢 市 4,222 31

32 松 江 市 168,322 広 島 市 2,885 神 戸 市 4,484 札 幌 市 4,944 津 市 1,585 鹿児島市 11,335 名古屋市 17,846 全 国 993 北九州市 11,579 前 橋 市 1,448 徳 島 市 16,605 津 市 4,206 32

33 北九州市 167,384 和歌山市 2,838 堺 市 4,451 全 国 4,878 鹿児島市 1,531 水 戸 市 11,245 松 江 市 17,825 大 津 市 991 津 市 11,549 宮 崎 市 1,424 仙 台 市 16,486 長 野 市 4,192 33

34 浜 松 市 166,619 前 橋 市 2,825 鳥 取 市 4,174 津 市 4,868 甲 府 市 1,528 名古屋市 11,164 福 岡 市 17,771 広 島 市 988 神 戸 市 11,507 甲 府 市 1,414 名古屋市 16,479 岐 阜 市 4,185 34

35 神 戸 市 165,931 那 覇 市 2,725 富 山 市 4,169 鹿児島市 4,764 浜 松 市 1,526 堺 市 11,053 津 市 17,727 松 山 市 982 鹿児島市 11,446 奈 良 市 1,374 山 口 市 16,440 大 分 市 4,133 35

36 岐 阜 市 163,942 佐 賀 市 2,711 岡 山 市 4,092 和歌山市 4,700 高 知 市 1,508 岐 阜 市 10,958 大 阪 市 17,687 高 知 市 967 福 井 市 11,354 京 都 市 1,364 岡 山 市 16,355 神 戸 市 4,119 36

37 佐 賀 市 163,900 高 知 市 2,710 北九州市 3,988 福 井 市 4,646 松 江 市 1,501 宮 崎 市 10,942 岐 阜 市 17,679 岡 山 市 965 富 山 市 11,088 名古屋市 1,344 鳥 取 市 16,252 静 岡 市 4,094 37

38 福 岡 市 161,304 名古屋市 2,674 大 分 市 3,967 徳 島 市 4,564 金 沢 市 1,495 盛 岡 市 10,882 高 松 市 17,513 さ い た ま
市

959 堺 市 11,003 富 山 市 1,335 前 橋 市 16,212 福 岡 市 4,063 38

39 津 市 159,974 津 市 2,653 鹿児島市 3,944 福 島 市 4,483 水 戸 市 1,487 大 分 市 10,750 青 森 市 17,495 川 崎 市 954 鳥 取 市 10,943 鳥 取 市 1,332 松 山 市 16,051 宮 崎 市 4,010 39

40 大 分 市 159,692 徳 島 市 2,613 福 井 市 3,942 名古屋市 4,470 広 島 市 1,469 福 岡 市 10,626 岡 山 市 17,469 静 岡 市 950 長 崎 市 10,849 静 岡 市 1,331 水 戸 市 16,047 山 口 市 3,980 40

41 福 井 市 159,651 高 松 市 2,596 福 岡 市 3,716 松 山 市 4,343 福 井 市 1,412 甲 府 市 10,614 佐 賀 市 17,099 千 葉 市 946 広 島 市 10,731 浜 松 市 1,326 高 松 市 15,997 水 戸 市 3,949 41

42 鳥 取 市 159,590 長 野 市 2,592 高 松 市 3,673 高 松 市 4,333 鳥 取 市 1,383 津 市 10,511 浜 松 市 16,983 宮 崎 市 936 徳 島 市 10,522 岡 山 市 1,312 盛 岡 市 15,960 高 知 市 3,947 42

43 甲 府 市 159,195 浜 松 市 2,548 佐 賀 市 3,465 長 崎 市 4,313 福 岡 市 1,263 福 島 市 10,431 徳 島 市 16,924 奈 良 市 921 岡 山 市 10,290 堺 市 1,308 宮 崎 市 15,883 前 橋 市 3,904 43

44 熊 本 市 157,703 北九州市 2,485 山 口 市 3,463 佐 賀 市 4,269 北九州市 1,252 長 野 市 10,418 神 戸 市 16,683 名古屋市 893 福 岡 市 10,283 福 井 市 1,284 富 山 市 15,850 松 山 市 3,853 44

45 徳 島 市 156,923 松 山 市 2,415 和歌山市 3,402 福 岡 市 4,154 富 山 市 1,250 徳 島 市 10,259 松 山 市 16,503 甲 府 市 891 熊 本 市 10,207 高 松 市 1,280 山 形 市 15,740 甲 府 市 3,852 45

46 岡 山 市 151,089 大 分 市 2,314 松 山 市 3,389 岡 山 市 4,143 大 分 市 1,242 鳥 取 市 10,223 甲 府 市 16,457 浜 松 市 889 和歌山市 10,168 川 崎 市 1,269 和歌山市 15,738 富 山 市 3,847 46

47 和歌山市 150,808 岡 山 市 2,305 徳 島 市 3,307 高 知 市 4,127 高 松 市 1,233 岡 山 市 10,097 和歌山市 16,437 津 市 868 大 分 市 10,089 大 阪 市 1,261 那 覇 市 15,722 熊 本 市 3,824 47

48 松 山 市 148,788 福 岡 市 2,277 熊 本 市 3,274 北九州市 4,107 山 口 市 1,193 山 形 市 9,733 札 幌 市 16,326 和歌山市 846 佐 賀 市 9,908 東京都区
部

1,249 福 井 市 15,458 広 島 市 3,753 48

49 宮 崎 市 148,510 山 口 市 2,267 宮 崎 市 3,178 大 分 市 4,026 熊 本 市 1,163 松 山 市 9,606 北九州市 16,141 山 口 市 839 高 松 市 9,753 高 知 市 1,134 福 島 市 15,408 和歌山市 3,645 49

50 高 知 市 146,595 鹿児島市 2,152 高 知 市 3,149 熊 本 市 3,916 那 覇 市 1,127 和歌山市 9,544 山 口 市 16,122 前 橋 市 834 高 知 市 9,572 神 戸 市 1,121 甲 府 市 14,906 鹿児島市 3,468 50

51 高 松 市 146,397 熊 本 市 2,110 長 野 市 3,127 宮 崎 市 3,910 佐 賀 市 1,110 那 覇 市 9,243 福 井 市 15,526 長 野 市 826 山 口 市 9,477 和歌山市 1,116 高 知 市 14,905 鳥 取 市 3,345 51

52 那 覇 市 144,637 宮 崎 市 2,108 長 崎 市 3,068 那 覇 市 3,733 岡 山 市 1,065 山 口 市 9,118 高 知 市 15,085 岐 阜 市 824 松 山 市 9,084 那 覇 市 1,060 岐 阜 市 14,862 岡 山 市 3,180 52

53 山 口 市 144,482 長 崎 市 2,019 那 覇 市 2,723 山 口 市 3,530 宮 崎 市 1,045 高 松 市 8,541 那 覇 市 13,579 水 戸 市 773 宮 崎 市 8,523 徳 島 市 1,003 長 野 市 14,748 那 覇 市 2,693 53

数量：　ｇ数量：　ｇ 数量：　ｇ 金　額 数量：　ｇ 数量：　ｇ 数量：　ｇ数量：　ｇ

プチトマト、赤なす
紫キャベツ、グリーン

ボール含む
アルファルファ含む

ラディッシュ、大根おろし
（生）、丸干大根含む 葉たまねぎ×

白なす、米なす、加
茂なす

きざみ野菜、豆類の生、冷凍及
び乾燥野菜を戻したもの、あく抜

きしたもの含む
わけぎ、あさつき

さやいんげん、枝豆、そら
豆、グリーンピースなど

なす　淡色

順
位

トマト　緑黄色 キャベツ　淡色 もやし　　淡色 だいこん　淡色 ごぼう　淡色 たまねぎ　淡色

順
位

生鮮野菜(全体) ほうれんそう　緑黄色 ねぎ　緑黄色 ブロッコリー　緑黄色 さやまめ　緑黄色

数量：　ｇ 数量：　ｇ 数量：　ｇ 数量：　ｇ



 

 

 

1
0

1
 

1 福 島 市 83,643 青 森 市 24,258 水 戸 市 4,807 京 都 市 23,537 鳥 取 市 7,598 山 口 市 3,113 盛 岡 市 2,872 青 森 市 57,280 秋 田 市 10,517 宮 崎 市 17,901 1

2 長 野 市 83,592 長 野 市 23,607 札 幌 市 3,941 広 島 市 22,417 山 口 市 7,554 大 分 市 2,887 宇 都 宮 市 2,488 秋 田 市 57,253 仙 台 市 9,721 鹿 児 島 市 12,956 2

3 鳥 取 市 83,403 秋 田 市 22,527 秋 田 市 3,469 神 戸 市 22,332 金 沢 市 7,171 鳥 取 市 2,681 富 山 市 2,436 札 幌 市 54,794 新 潟 市 9,710 大 分 市 12,799 3

4 長 崎 市 82,966 盛 岡 市 18,748 青 森 市 2,993 富 山 市 21,304 岐 阜 市 7,055 高 知 市 2,469 さいたま市 2,436 東 京 都 区
部

53,790 福 島 市 9,490 青 森 市 12,359 4

5 秋 田 市 82,092 福 島 市 16,594 熊 本 市 2,628 高 松 市 21,295 高 松 市 6,702 金 沢 市 2,430 山 口 市 2,406 盛 岡 市 53,764 富 山 市 9,215 北 九 州 市 12,318 5

6 山 形 市 81,292 山 形 市 16,481 高 知 市 2,561 鳥 取 市 21,243 札 幌 市 6,633 札 幌 市 2,363 山 形 市 2,400 新 潟 市 52,899 前 橋 市 8,783 相 模 原 市 11,951 6

7 盛 岡 市 80,108 前 橋 市 12,747 千 葉 市 2,488 長 崎 市 21,046 高 知 市 6,440 熊 本 市 2,356 東 京 都 区
部

2,368 富 山 市 50,587 盛 岡 市 8,760 熊 本 市 11,314 7

8 富 山 市 79,226 富 山 市 12,662 仙 台 市 2,032 奈 良 市 21,030 大 分 市 6,155 福 島 市 2,301 静 岡 市 2,346 福 島 市 50,302 神 戸 市 8,632 札 幌 市 11,017 8

9 新 潟 市 78,609 仙 台 市 12,291 鳥 取 市 2,028 岐 阜 市 20,801 新 潟 市 6,117 岐 阜 市 2,283 岐 阜 市 2,333 山 形 市 49,023 宇 都 宮 市 8,592 奈 良 市 11,002 9

10 奈 良 市 77,263 山 口 市 11,602 福 井 市 1,957 堺 市 20,737 熊 本 市 6,009 大 津 市 2,191 秋 田 市 2,320 相 模 原 市 48,735 金 沢 市 8,452 山 口 市 10,734 10

11 広 島 市 77,123 新 潟 市 11,585 富 山 市 1,936 徳 島 市 20,719 佐 賀 市 5,895 新 潟 市 2,183 千 葉 市 2,318 横 浜 市 48,376 京 都 市 8,057 広 島 市 10,465 11

12 堺 市 76,665 神 戸 市 11,479 さいたま市 1,891 新 潟 市 20,521 松 江 市 5,835 高 松 市 2,172 青 森 市 2,317 さいたま市 47,727 津 市 7,958 秋 田 市 10,433 12

13 前 橋 市 76,606 横 浜 市 11,404 北 九 州 市 1,840 相 模 原 市 20,440 甲 府 市 5,755 佐 賀 市 2,141 広 島 市 2,304 仙 台 市 47,614 松 江 市 7,912 宇 都 宮 市 10,162 13

14 京 都 市 76,116 大 津 市 11,230 浜 松 市 1,810 前 橋 市 20,411 青 森 市 5,751 青 森 市 2,119 甲 府 市 2,262 広 島 市 47,602 青 森 市 7,619 那 覇 市 10,004 14

15 水 戸 市 76,052 奈 良 市 11,180 盛 岡 市 1,762 大 阪 市 20,179 山 形 市 5,651 川 崎 市 2,111 浜 松 市 2,261 金 沢 市 47,325 さいたま市 7,592 長 野 市 9,933 15

16 青 森 市 75,945 水 戸 市 11,021 前 橋 市 1,648 福 井 市 20,063 静 岡 市 5,646 福 井 市 2,107 新 潟 市 2,246 千 葉 市 47,034 福 井 市 7,460 甲 府 市 9,806 16

17 横 浜 市 75,621 松 江 市 11,020 徳 島 市 1,642 横 浜 市 20,007 福 島 市 5,595 さいたま市 2,105 仙 台 市 2,246 大 阪 市 47,014 堺 市 7,374 松 江 市 9,795 17

18 松 山 市 75,065 徳 島 市 10,691 静 岡 市 1,635 松 山 市 19,825 富 山 市 5,582 甲 府 市 2,094 横 浜 市 2,199 川 崎 市 46,930 鳥 取 市 7,295 堺 市 9,454 18

19 徳 島 市 74,922 浜 松 市 10,678 全 国 1,601 山 口 市 19,668 川 崎 市 5,547 広 島 市 2,068 金 沢 市 2,127 高 知 市 46,095 佐 賀 市 7,294 長 崎 市 9,393 19

20 大 津 市 74,448 岐 阜 市 10,639 津 市 1,600 青 森 市 19,584 岡 山 市 5,466 富 山 市 2,028 名 古 屋 市 2,124 宮 崎 市 46,073 横 浜 市 7,291 横 浜 市 9,342 20

21 札 幌 市 74,421 札 幌 市 10,628 宇 都 宮 市 1,528 津 市 19,579 宮 崎 市 5,452 宮 崎 市 2,026 福 井 市 2,113 奈 良 市 45,396 水 戸 市 7,132 前 橋 市 9,297 21

22 大 分 市 73,728 宇 都 宮 市 10,522 新 潟 市 1,516 千 葉 市 19,441 広 島 市 5,420 山 形 市 2,025 岡 山 市 2,100 神 戸 市 45,199 相 模 原 市 7,128 全 国 9,074 22

23 相 模 原 市 73,722 全 国 10,325 鹿 児 島 市 1,496 大 津 市 19,430 那 覇 市 5,409 水 戸 市 2,025 鳥 取 市 2,097 熊 本 市 44,939 長 野 市 7,122 千 葉 市 8,886 23

24 北 九 州 市 73,486 さいたま市 10,290 相 模 原 市 1,489 岡 山 市 19,177 さいたま市 5,391 浜 松 市 2,021 全 国 2,087 甲 府 市 44,448 大 津 市 7,007 福 島 市 8,746 24

25 仙 台 市 72,728 千 葉 市 10,098 大 津 市 1,479 全 国 19,144 福 岡 市 5,356 仙 台 市 2,021 松 山 市 2,080 全 国 44,076 甲 府 市 6,861 山 形 市 8,581 25

26 さいたま市 72,666 津 市 10,046 和 歌 山 市 1,441 名 古 屋 市 19,140 浜 松 市 5,293 大 阪 市 1,990 高 知 市 2,074 山 口 市 44,018 岐 阜 市 6,751 盛 岡 市 8,407 26

27 千 葉 市 72,617 鳥 取 市 10,032 名 古 屋 市 1,438 札 幌 市 19,080 宇 都 宮 市 5,277 岡 山 市 1,974 京 都 市 2,060 宇 都 宮 市 43,617 大 阪 市 6,713 新 潟 市 8,142 27

28 静 岡 市 72,205 北 九 州 市 9,866 山 形 市 1,434 鹿 児 島 市 18,993 水 戸 市 5,217 全 国 1,963 長 野 市 2,035 長 野 市 43,483 静 岡 市 6,690 金 沢 市 7,868 28

29 津 市 72,154 広 島 市 9,721 東 京 都 区
部

1,405 浜 松 市 18,962 福 井 市 5,165 津 市 1,923 前 橋 市 2,022 堺 市 43,343 千 葉 市 6,656 大 阪 市 7,843 29

30 東 京 都 区
部

72,143 名 古 屋 市 9,646 神 戸 市 1,401 さいたま市 18,868 全 国 5,153 福 岡 市 1,912 佐 賀 市 2,015 鳥 取 市 42,416 長 崎 市 6,592 名 古 屋 市 7,788 30

31 浜 松 市 72,122 相 模 原 市 9,600 横 浜 市 1,396 和 歌 山 市 18,865 大 津 市 5,118 堺 市 1,902 川 崎 市 2,010 大 津 市 42,078 全 国 6,531 高 知 市 7,703 31

32 神 戸 市 72,069 東 京 都 区
部

9,503 宮 崎 市 1,329 北 九 州 市 18,764 大 阪 市 5,088 宇 都 宮 市 1,885 高 松 市 1,997 佐 賀 市 42,065 和 歌 山 市 6,514 高 松 市 7,666 32

33 宇 都 宮 市 71,801 大 分 市 9,443 金 沢 市 1,320 盛 岡 市 18,697 津 市 5,000 徳 島 市 1,885 福 島 市 1,972 松 江 市 41,619 徳 島 市 6,431 東 京 都 区
部

7,545 33

34 全 国 71,661 高 松 市 9,329 長 野 市 1,252 松 江 市 18,531 堺 市 4,963 那 覇 市 1,869 福 岡 市 1,969 福 岡 市 41,084 東 京 都 区
部

6,409 富 山 市 7,493 34

35 高 知 市 71,335 長 崎 市 9,309 長 崎 市 1,183 宇 都 宮 市 18,514 仙 台 市 4,956 松 山 市 1,863 水 戸 市 1,961 北 九 州 市 40,679 岡 山 市 6,288 さいたま市 7,484 35

36 岐 阜 市 70,840 鹿 児 島 市 9,073 松 江 市 1,162 山 形 市 18,300 奈 良 市 4,919 横 浜 市 1,832 熊 本 市 1,935 京 都 市 40,022 福 岡 市 6,035 佐 賀 市 7,304 36

37 名 古 屋 市 70,413 福 井 市 9,035 広 島 市 1,161 金 沢 市 18,258 盛 岡 市 4,875 盛 岡 市 1,806 大 津 市 1,926 前 橋 市 39,903 山 形 市 6,013 徳 島 市 7,296 37

38 松 江 市 70,275 堺 市 9,014 山 口 市 1,138 東 京 都 区
部

18,092 横 浜 市 4,833 静 岡 市 1,788 長 崎 市 1,893 名 古 屋 市 39,873 奈 良 市 5,940 川 崎 市 7,189 38

39 甲 府 市 70,125 金 沢 市 8,998 甲 府 市 1,118 高 知 市 18,059 名 古 屋 市 4,821 北 九 州 市 1,778 札 幌 市 1,887 徳 島 市 39,465 北 九 州 市 5,713 鳥 取 市 7,149 39

40 和 歌 山 市 69,196 高 知 市 8,998 松 山 市 1,117 大 分 市 17,966 徳 島 市 4,810 鹿 児 島 市 1,756 神 戸 市 1,871 高 松 市 39,263 高 松 市 5,587 福 岡 市 6,973 40

41 大 阪 市 69,081 川 崎 市 8,941 奈 良 市 1,057 川 崎 市 17,916 東 京 都 区
部

4,768 松 江 市 1,742 和 歌 山 市 1,866 岐 阜 市 39,004 札 幌 市 5,500 静 岡 市 6,938 41

42 宮 崎 市 68,437 福 岡 市 8,920 福 岡 市 1,046 水 戸 市 17,836 千 葉 市 4,583 東 京 都 区
部

1,739 鹿 児 島 市 1,866 大 分 市 38,956 川 崎 市 5,349 津 市 6,894 42

43 金 沢 市 68,357 京 都 市 8,916 佐 賀 市 1,046 秋 田 市 17,791 鹿 児 島 市 4,568 千 葉 市 1,732 津 市 1,826 長 崎 市 37,747 広 島 市 5,310 京 都 市 6,569 43

44 岡 山 市 67,518 和 歌 山 市 8,603 岐 阜 市 1,017 佐 賀 市 17,725 松 山 市 4,525 前 橋 市 1,723 相 模 原 市 1,796 静 岡 市 37,536 松 山 市 4,844 岐 阜 市 6,501 44

45 高 松 市 67,507 佐 賀 市 8,474 大 阪 市 1,005 静 岡 市 17,699 北 九 州 市 4,432 神 戸 市 1,684 大 分 市 1,793 鹿 児 島 市 37,412 浜 松 市 4,832 神 戸 市 6,466 45

46 山 口 市 67,127 松 山 市 8,463 堺 市 917 那 覇 市 17,684 相 模 原 市 4,406 和 歌 山 市 1,670 宮 崎 市 1,774 福 井 市 37,007 熊 本 市 4,680 大 津 市 6,254 46

47 川 崎 市 66,334 岡 山 市 8,410 川 崎 市 892 仙 台 市 17,678 前 橋 市 4,294 奈 良 市 1,656 松 江 市 1,773 津 市 36,229 名 古 屋 市 4,383 仙 台 市 6,130 47

48 福 井 市 65,335 大 阪 市 8,406 高 松 市 886 福 島 市 17,477 京 都 市 4,218 相 模 原 市 1,613 北 九 州 市 1,749 那 覇 市 35,771 山 口 市 3,809 岡 山 市 6,126 48

49 鹿 児 島 市 65,331 静 岡 市 8,293 京 都 市 850 甲 府 市 17,471 神 戸 市 4,169 名 古 屋 市 1,580 堺 市 1,728 岡 山 市 34,623 高 知 市 3,567 水 戸 市 6,072 49

50 福 岡 市 62,706 宮 崎 市 8,207 岡 山 市 802 長 野 市 17,042 長 野 市 4,167 京 都 市 1,574 奈 良 市 1,711 松 山 市 34,336 宮 崎 市 2,842 松 山 市 5,809 50

51 熊 本 市 62,052 甲 府 市 7,610 大 分 市 783 熊 本 市 16,988 長 崎 市 4,111 長 崎 市 1,532 大 阪 市 1,696 水 戸 市 32,763 大 分 市 2,822 浜 松 市 5,799 51

52 那 覇 市 57,921 熊 本 市 6,921 福 島 市 753 福 岡 市 16,970 和 歌 山 市 3,959 長 野 市 1,491 徳 島 市 1,594 和 歌 山 市 32,041 鹿 児 島 市 2,359 和 歌 山 市 5,478 52

53 佐 賀 市 57,777 那 覇 市 5,952 那 覇 市 416 宮 崎 市 16,708 秋 田 市 3,351 秋 田 市 1,127 那 覇 市 1,450 浜 松 市 28,600 那 覇 市 1,784 福 井 市 5,326 53

金　額 金　額 金　額 数量：ｍｌ 数量：ｍｌ数量：　ｇ 数量：　ｇ 数量：　ｇ 数量：　ｇ 金　額

ポテトチップス、ポップ
コーン、クラッカー

チョコレート生地が40％以上
60％未満のもの こんにゃくぜりー×

アルコール分1％以上
みりんは除く

順
位

スナック菓子 チョコレート菓子 ゼリー 酒類(全体) 清酒 焼酎

順
位

生鮮果物(全体) りんご メロン バナナ

冷凍品含む ふじ、王林、紅玉など
アムス、アンデス、プリ

ンスメロンなど
モンキーバナナなど



 

 

 

1
0
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チューハイ・カクテル

1 札 幌 市 26.55 札 幌 市 3,160 高 知 市 49.65 さ い た ま
市

19,325.00 富 山 市 6,431 青 森 市 9,711 山 形 市 8,911 山 形 市 1,933 那 覇 市 9,534 1

2 青 森 市 25.07 青 森 市 2,791 大 阪 市 43.60 青 森 市 18,639.00 那 覇 市 6,192 盛 岡 市 9,153 青 森 市 8,623 富 山 市 1,922 甲 府 市 9,286 2

3 秋 田 市 24.60 仙 台 市 2,516 青 森 市 43.52 金 沢 市 18,470.00 高 松 市 5,922 奈 良 市 8,677 札 幌 市 8,307 宇都宮市 1,918 東京都区
部

9,095 3

4 東 京 都 区
部

24.54 秋 田 市 2,398 新 潟 市 39.83 盛 岡 市 18,197.00 福 井 市 5,856 さ い た ま
市

8,625 さ い た ま
市

7,966 徳 島 市 1,755 さ い た ま
市

8,867 4

5 盛 岡 市 24.05 千 葉 市 2,231 鳥 取 市 39.78 高 知 市 17,322.00 鳥 取 市 5,855 富 山 市 8,585 盛 岡 市 7,901 盛 岡 市 1,681 青 森 市 8,755 5

6 富 山 市 23.44 甲 府 市 2,184 盛 岡 市 38.97 川 崎 市 16,467.00 岡 山 市 5,506 金 沢 市 8,425 川 崎 市 7,718 新 潟 市 1,672 前 橋 市 8,536 6

7 広 島 市 23.24 山 形 市 2,130 熊 本 市 38.68 新 潟 市 16,037.00 名古屋市 5,450 鹿児島市 8,316 山 口 市 7,588 千 葉 市 1,654 千 葉 市 8,399 7

8 福 島 市 22.79 富 山 市 1,995 山 口 市 38.27 東京都区
部

15,799.00 金 沢 市 5,436 京 都 市 8,247 甲 府 市 7,348 前 橋 市 1,642 鹿児島市 8,383 8

9 堺 市 22.76 宇都宮市 1,936 福 島 市 37.76 富 山 市 15,582.00 山 口 市 5,349 浜 松 市 8,238 高 松 市 7,327 水 戸 市 1,596 岡 山 市 8,313 9

10 神 戸 市 22.56 東京都区
部

1,932 札 幌 市 37.15 堺 市 15,443.00 青 森 市 5,342 広 島 市 8,214 千 葉 市 7,292 高 知 市 1,592 横 浜 市 8,259 10

11 大 阪 市 22.37 相模原市 1,925 富 山 市 36.58 千 葉 市 15,361.00 長 野 市 5,270 秋 田 市 8,177 熊 本 市 7,287 鹿児島市 1,554 宇都宮市 8,131 11

12 新 潟 市 21.80 横 浜 市 1,851 秋 田 市 35.79 秋 田 市 15,329.00 高 知 市 5,260 徳 島 市 8,094 佐 賀 市 7,239 広 島 市 1,541 福 島 市 8,003 12

13 大 津 市 21.62 福 島 市 1,752 宮 崎 市 35.14 山 形 市 15,268.00 徳 島 市 5,237 東京都区
部

8,035 宇都宮市 7,218 青 森 市 1,535 富 山 市 7,968 13

14 長 野 市 20.73 新 潟 市 1,685 山 形 市 33.63 高 松 市 15,198.00 川 崎 市 5,209 岡 山 市 8,019 福 島 市 7,174 岐 阜 市 1,511 浜 松 市 7,961 14

15 京 都 市 20.70 川 崎 市 1,674 神 戸 市 33.39 岡 山 市 14,814.00 さ い た ま
市

5,197 札 幌 市 7,974 新 潟 市 7,161 福 島 市 1,508 川 崎 市 7,945 15

16 佐 賀 市 20.62 神 戸 市 1,620 相模原市 32.23 山 口 市 14,426.00 甲 府 市 5,143 大 津 市 7,964 徳 島 市 7,060 高 松 市 1,506 盛 岡 市 7,925 16

17 千 葉 市 20.59 広 島 市 1,596 名古屋市 31.93 長 野 市 14,372.00 水 戸 市 5,104 岐 阜 市 7,913 仙 台 市 7,054 岡 山 市 1,500 徳 島 市 7,864 17

18 岐 阜 市 20.38 長 野 市 1,590 大 分 市 31.56 札 幌 市 13,957.00 前 橋 市 5,073 福 島 市 7,872 東京都区
部

6,940 松 山 市 1,497 松 山 市 7,851 18

19 さいたま市 20.30 京 都 市 1,526 広 島 市 31.50 広 島 市 13,749.00 堺 市 5,071 山 口 市 7,829 横 浜 市 6,861 川 崎 市 1,481 山 形 市 7,790 19

20 全 国 20.27 盛 岡 市 1,525 高 松 市 30.71 宇都宮市 13,725.00 岐 阜 市 5,068 高 松 市 7,823 水 戸 市 6,805 仙 台 市 1,477 佐 賀 市 7,737 20

21 仙 台 市 20.15 奈 良 市 1,475 金 沢 市 30.35 神 戸 市 13,344.00 熊 本 市 5,053 仙 台 市 7,793 金 沢 市 6,788 金 沢 市 1,469 長 野 市 7,733 21

22 山 形 市 20.13 松 江 市 1,465 川 崎 市 30.27 全 国 13,148.00 宇都宮市 5,049 前 橋 市 7,762 富 山 市 6,742 さ い た ま
市

1,437 福 岡 市 7,731 22

23 金 沢 市 20.09 金 沢 市 1,451 佐 賀 市 30.14 相模原市 13,132.00 和歌山市 4,973 高 知 市 7,758 大 阪 市 6,621 山 口 市 1,428 全 国 7,722 23

24 松 江 市 20.03 全 国 1,450 甲 府 市 29.73 横 浜 市 13,070.00 全 国 4,907 水 戸 市 7,644 那 覇 市 6,533 甲 府 市 1,421 水 戸 市 7,626 24

25 横 浜 市 19.64 鳥 取 市 1,405 横 浜 市 28.94 熊 本 市 12,915.00 東京都区
部

4,851 山 形 市 7,641 全 国 6,486 横 浜 市 1,417 新 潟 市 7,547 25

26 静 岡 市 19.63 熊 本 市 1,366 奈 良 市 28.55 鳥 取 市 12,849.00 福 島 市 4,771 全 国 7,594 鳥 取 市 6,382 全 国 1,385 宮 崎 市 7,535 26

27 川 崎 市 19.62 福 岡 市 1,329 全 国 28.52 大 阪 市 12,808.00 仙 台 市 4,769 和歌山市 7,528 岡 山 市 6,375 札 幌 市 1,385 高 知 市 7,494 27

28 鹿 児 島 市 19.27 北九州市 1,329 堺 市 28.48 名古屋市 12,658.00 大 阪 市 4,707 津 市 7,525 宮 崎 市 6,346 静 岡 市 1,366 仙 台 市 7,486 28

29 長 崎 市 19.17 前 橋 市 1,289 大 津 市 28.24 那 覇 市 12,609.00 千 葉 市 4,653 横 浜 市 7,459 前 橋 市 6,326 長 野 市 1,348 札 幌 市 7,424 29

30 徳 島 市 19.14 宮 崎 市 1,274 松 山 市 27.54 津 市 12,517.00 大 津 市 4,642 甲 府 市 7,458 堺 市 6,319 秋 田 市 1,323 金 沢 市 7,353 30

31 奈 良 市 19.07 大 分 市 1,227 東京都区
部

26.15 奈 良 市 12,464.00 札 幌 市 4,639 松 山 市 7,455 北九州市 6,233 浜 松 市 1,323 津 市 7,284 31

32 松 山 市 18.58 水 戸 市 1,222 徳 島 市 25.56 宮 崎 市 12,291.00 新 潟 市 4,629 福 岡 市 7,396 広 島 市 6,151 大 阪 市 1,319 大 津 市 7,281 32

33 那 覇 市 18.44 徳 島 市 1,222 北九州市 25.20 岐 阜 市 12,053.00 盛 岡 市 4,616 名古屋市 7,376 福 岡 市 6,104 福 井 市 1,297 静 岡 市 7,232 33

34 福 岡 市 18.42 さ い た ま
市

1,192 福 岡 市 25.20 大 津 市 12,006.00 神 戸 市 4,591 鳥 取 市 7,320 相模原市 6,097 熊 本 市 1,265 北九州市 7,214 34

35 熊 本 市 18.41 岡 山 市 1,151 岐 阜 市 24.96 福 島 市 11,659.00 広 島 市 4,556 千 葉 市 7,288 大 分 市 5,852 神 戸 市 1,264 大 分 市 7,203 35

36 宮 崎 市 18.25 福 井 市 1,099 岡 山 市 24.63 徳 島 市 11,652.00 京 都 市 4,536 大 阪 市 7,284 福 井 市 5,849 佐 賀 市 1,241 山 口 市 7,161 36

37 福 井 市 18.24 和歌山市 1,088 さ い た ま
市

24.61 静 岡 市 11,469.00 宮 崎 市 4,531 川 崎 市 7,235 高 知 市 5,811 鳥 取 市 1,239 名古屋市 7,141 37

38 宇 都 宮 市 18.15 長 崎 市 1,081 千 葉 市 24.48 前 橋 市 11,378.00 津 市 4,416 宇都宮市 7,195 松 江 市 5,759 奈 良 市 1,194 大 阪 市 7,043 38

39 高 松 市 18.03 名古屋市 1,058 長 野 市 24.48 甲 府 市 11,160.00 大 分 市 4,364 福 井 市 7,185 松 山 市 5,730 堺 市 1,188 鳥 取 市 7,011 39

40 山 口 市 17.92 高 知 市 1,041 福 井 市 24.46 福 岡 市 10,807.00 福 岡 市 4,226 那 覇 市 7,128 名古屋市 5,727 京 都 市 1,138 京 都 市 7,007 40

41 相 模 原 市 17.63 静 岡 市 1,013 和歌山市 24.13 北九州市 10,623.00 横 浜 市 4,202 長 野 市 7,087 奈 良 市 5,631 宮 崎 市 1,137 相模原市 6,961 41

42 前 橋 市 17.57 津 市 998 仙 台 市 23.76 京 都 市 10,547.00 北九州市 4,181 新 潟 市 7,070 長 野 市 5,628 大 津 市 1,129 広 島 市 6,875 42

43 津 市 17.47 大 阪 市 935 那 覇 市 23.09 松 江 市 10,506.00 相模原市 4,160 堺 市 7,049 津 市 5,554 北九州市 1,119 高 松 市 6,849 43

44 名 古 屋 市 17.29 大 津 市 933 長 崎 市 22.63 佐 賀 市 9,933.00 佐 賀 市 4,059 静 岡 市 6,992 大 津 市 5,542 津 市 1,096 岐 阜 市 6,805 44

45 和 歌 山 市 17.13 高 松 市 901 松 江 市 22.30 和歌山市 9,932.00 山 形 市 3,989 大 分 市 6,913 秋 田 市 5,504 名古屋市 1,089 長 崎 市 6,752 45

46 高 知 市 16.88 那 覇 市 836 前 橋 市 22.05 松 山 市 9,582.00 奈 良 市 3,974 相模原市 6,864 神 戸 市 5,423 松 江 市 1,088 秋 田 市 6,713 46

47 鳥 取 市 16.52 浜 松 市 806 宇都宮市 21.86 大 分 市 9,543.00 松 山 市 3,934 神 戸 市 6,756 鹿児島市 5,356 東京都区
部

1,084 熊 本 市 6,705 47

48 甲 府 市 16.29 堺 市 784 京 都 市 21.72 仙 台 市 9,540.00 浜 松 市 3,844 北九州市 6,663 岐 阜 市 5,296 相模原市 1,082 堺 市 6,674 48

49 北 九 州 市 15.61 佐 賀 市 747 津 市 21.36 福 井 市 9,537.00 静 岡 市 3,798 宮 崎 市 6,634 浜 松 市 5,132 和歌山市 1,049 松 江 市 6,608 49

50 大 分 市 15.59 岐 阜 市 707 静 岡 市 20.77 水 戸 市 8,341.00 長 崎 市 3,468 佐 賀 市 6,494 長 崎 市 5,100 那 覇 市 1,027 奈 良 市 6,426 50

51 水 戸 市 15.06 松 山 市 693 鹿児島市 20.22 浜 松 市 7,943.00 鹿児島市 3,399 長 崎 市 6,355 京 都 市 5,070 大 分 市 1,010 福 井 市 6,333 51

52 岡 山 市 14.50 鹿児島市 640 浜 松 市 16.67 長 崎 市 7,545.00 松 江 市 3,379 松 江 市 6,327 静 岡 市 5,059 長 崎 市 948 和歌山市 6,209 52

53 浜 松 市 13.14 山 口 市 627 水 戸 市 14.18 鹿児島市 6,868.00 秋 田 市 3,375 熊 本 市 6,200 和歌山市 4,768 福 岡 市 891 神 戸 市 5,900 53

金　額 金　額数量：ｍｌ 数量：ﾘｯﾄﾙ 数量：ﾐﾘﾘｯﾄﾙ 金　額 金　額 金　額数量：ﾘｯﾄﾙ

液体のみ
果実、野菜の液汁を
10％以上含むもの

主原料は問わない 粉末含む
経口補水液、甘酒、
豆乳、ミルクセーキ

炭酸飲料 スポーツドリンク 他の飲料のその他

順
位

ビール

順
位

ウイスキー 発泡酒･ビール風アルコール飲料 コーヒー飲料 果実・野菜ジュース

ラガービール、黒ビー
ル、生ビール

ビール風味のアル
コール飲料

酎ハイ、サワー、カク
テル、ハイボール
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４ 用語集 

あ行 

アウトカム指標 施策・事業の実施により発生する効果・成果を表す指標のことです。 

悪性新生物 「がん」のことです。「悪性腫瘍」ともいいます。 

アルコール依存症 

アルコールを長期間多量に飲酒した結果、アルコールに対し依存を形

成し、生体の精神的及び身体的機能が持続的あるいは慢性的に障害さ

れている状態をいいます。 

いきいき百歳体操 
手首や足首におもりを巻きつけ椅子に座った状態で DVDを見ながら、

ゆっくり手足を動かす筋力向上のための運動のことです。 

インスリン 
すい臓から分泌されるホルモンの一種です。糖の代謝を調節し、血糖

値を一定に保つ働きをもちます。 

うつ病 

精神的ストレスや身体的ストレスなどを背景に、脳がうまく働かなく

なっている状態のことです。そのため、ものの見方や考え方が否定的

になり、自分がダメな人間だと感じてしまうことから、普段なら乗り

越えられるストレスも、より強く感じるという悪循環が起きます。 

うつ病スクリーニ

ング 

うつ病等のこころの疲労度をチェック（こころの健康診査）するもの

です。 

か行 

介護予防 

要介護状態の発生をできる限り防ぐ（遅らせる）こと、また要介護状

態にあってもその悪化をできる限り防ぎ、さらには軽減を目指すこと

です。 

傾聴サロン 
苦しみや悩みをじっくり聴くことで、相手の心を癒やし、孤独や不安

を軽減、手助け（ボランティア）する交流の場のことです。 

健康格差 
地域や社会経済状況の違いによって生じる健康状態の差のことにな

ります。 

健康寿命 
健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間を指

します。 

健康ポイント事業 

対象者は 20 歳以上の市民で、健診受診や健康づくりに関する事業へ

参加することにより、ポイントを付与し、貯めたポイントに応じて賞

品の交換や抽選により健康グッズなどの賞品がもらえる事業となり

ます。 

ゲートキーパー 
悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ

る、見守る人のことをいいます。 
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口腔機能 
咀嚼（噛む）、摂食（食べる）、嚥下（飲み込む）、構音（発音）、唾液

の分泌など口が担う機能の総称です。  

口腔ケア 

本人や介助者が行う口腔清掃に加え、低下した口腔機能に対する機能

的なケアも含まれます。口腔内の歯や粘膜、舌などの汚れを取り除く

器質的口腔ケアと、口腔機能の維持・向上を目的とした機能的口腔ケ

アがあります。 

高血圧症 

血管に強い圧力がかかりすぎている状態をいい、心臓病や脳卒中を引

き起こしやすくなります。収縮期血圧（最高血圧）と拡張期血圧（最

低血圧）のどちらが高くても、高血圧といいます。  

高齢化率 総人口に占める 65歳以上人口の割合のことをいいます。 

骨粗鬆症 

骨の代謝バランスが崩れ、骨形成よりも骨破壊が上回る状態が続き、

骨がもろくなった状態のことをいいます。わずかな衝撃でも骨折がし

やすくなります。  

さ行 

脂質異常症 
血液中の脂質（コレステロールや中性脂肪）が多過ぎる病気のことを

指します。 

歯周病 
細菌の感染によって歯ぐきが赤く腫れたり、歯が抜け落ちたりする病

気のことです。 

受動喫煙 

本人は喫煙しなくても、他人が喫煙するたばこから立ちのぼる煙やそ

の人が吐き出す煙を吸い込んでしまうことをいいます。 喫煙者が吸

っている煙だけではなく、たばこから立ち昇る煙や喫煙者が吐き出す

煙にも、多くの有害物質が含まれています。 

循環器病 

血液を全身に循環させる臓器である心臓や血管などが正常に働かな

くなる疾患のことです。高血圧・心疾患（急性心筋梗塞などの虚血性

心疾患や心不全）・脳血管疾患（脳梗塞・脳出血・くも膜下出血）・動

脈瘤などに分類されます。  

人工透析 

腎不全が進行し臓器が機能しなくなった場合に、人工的に腎臓の機能

を代替えすることで、血液の老廃物除去、電解質維持、水分量維持を

行う医療行為になります。 

人口動態統計 

新「統計法」（平成 19 年法律第 53 号）に基づく基幹統計調査とし

て、厚生労働省が実施主体となり、国の人口動態事象（出生・死亡な

ど）を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得ることを目

的とし、行われている調査です。  

心疾患（虚血性心

疾患） 

心臓に起こる病気の総称になります。心臓に十分に血液がいきわたら

ない病気で、狭心症や心筋梗塞などを虚血性心疾患といいます。  
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スティグマ 差別や偏見のことです。 

ストラクチャー

（構造）評価 

保健事業を実施するための仕組みや体制の評価のことをいいます。具

体的な評価指標としては、保健指導に従事する職員体制や予算などの

状況、他機関との連携体制、社会資源の活用状況などがあります。 

生活習慣病 

食事や運動・喫煙・飲酒・ストレス等の生活習慣が原因で発症する疾

患の総称です。 

三大死因である、がん、脳血管疾患、心疾患のほか、高血圧症、糖尿

病、脂質異常症などが含まれます。食習慣、運動習慣、休養、喫煙、

飲酒などの生活習慣が、その発症や進行に大きく関与しています。 

粗死亡率 1年間の死亡数をその年の人口で割った値になります。 

た行 

低栄養 
健康的に生きるために必要な量の栄養素が十分に摂れていない状態

のことをいいます。 

低出生体重児 出生時の体重が 2,500g未満の新生児のことをいいます。 

糖尿病 

インスリンというホルモンの不足や作用低下が原因で、血糖値の上昇

を抑える働き（耐糖能）が低下してしまうことにより、高血糖が慢性

的に続く病気です。治療せずに放置すると、網膜症・腎症・神経障害

の三大合併症を発症する危険性が高くなります。  

特定健康診査（特

定健診） 

生活習慣病(高血圧、糖尿病など)の発症や重症化予防を目的とした、

メタボリックシンドロームに着目した健康診査のことをいいます。  

特定保健指導 

特定健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが高い者に対し、保健

師、管理栄養士等が、対象者一人ひとりの身体状況に合わせた、生活

習慣を見直すための継続的なサポート（保健指導）行います。 

な行 

認知症 
記憶障害など脳の認知機能障害により、日常生活に支障をきたすよう

になる疾患をいいます。  

年齢調整死亡率 

年齢構成が異なる地域間で死亡状況の比較ができるように年齢構成

を調整した死亡率のことです。死亡者数を人口で割った通常の死亡率

を比較すると、高齢者の多い地域では高くなり、若年者の多い地域で

は低くなる傾向があります。基準人口に合わせて年齢構成を調整する

ことで、正確な死亡状況が比較しやすくなります。 

脳血管疾患 

脳の血管のトラブルによって、脳細胞が破壊される病気の総称です。

主な脳血管疾患には「出血性脳血管疾患」と「虚血性脳血管疾患」の 

二つのタイプがあり、これらは「脳卒中」とも呼ばれています。  
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は行 

標準化死亡比 

死亡率は、死因が年齢によって大きな違いがあることから、年齢構成

が異なる地域の死亡率をそのまま比較することはできません。老年人

口の多い地域は、若年人口の多い地域よりも死亡数が大きくなるた

め、死亡数を単純に人口で割ると死亡率が高くなってしまいます。こ

のような人口構造の違いによる死亡率の高低を補正して、地域ごとに

比較できる指標のことであり、国の平均を 100 として比較し、100 以

上の場合を「死亡率が高い」、100 以下の場合を「死亡率が低い」と判

断します。 

ヘリコバクター・

ピロリ菌 

一般的にピロリ菌と呼ばれており、胃の表層を覆う粘液の中に住みつ

く菌のことで、感染したまま放置しておくと慢性胃炎、胃・十二指腸

潰瘍(かいよう)、胃がんなどの原因になります。 

ま行 

メタボリックシン

ドローム 

内臓脂肪の蓄積によって、血圧・血糖が高くなったり、血中の脂質異

常を起こしたりして、生活習慣を改善しなければ心筋梗塞や脳卒中等

が起こりやすくなる状態のことをいいます。 

や行 

要介護（要支援）

認定 

日常生活で支援や常時の介護を要すると見込まれる「要介護状態」の

程度についての判定のこといいます。要支援１から要支援２まで、要

介護１から要介護５までの区分があり、数字が大きいほど介護の必要

性が高いことになります。 

ら行 

ライフコースアプ

ローチ 

病気やリスクの予防に対して、胎児期・幼少時から成熟期、老年期ま

でライフステージをつなげて考えて取り組むことをいいます。 

ライフステージ 
乳幼児期、学童期、思春期、青年期、壮年期、中年期、高齢期など、

人生の各段階の「年代」のことになります。 

ロコモティブシン

ドローム 

骨や関節の病気、筋肉の低下、バランス能力の低下によって、転倒・

骨折しやすくなることで、自立した生活ができなくなり、介護が必要

となる危険性が高い状態のことをいいます。 
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英字 

ＢＭＩ 

「Body Mass Index(ボディ・マス・インデックス)」の略称で、体格の

バランスやエネルギー収支バランスを示す指標です。肥満度を表す指

標として国際的に用いられている体格指数で、「体重（kg）」÷「身長

（m）の２乗」で求められます。日本肥満学会が定めた基準では、BMI25 

以上が「肥満」、18.5 未満が「低体重（やせ）」、18.5 以上 25 未満が

「普通体重」とされています。 

ＣＯＰＤ（慢性閉

塞性肺疾患） 

「Chronic Obstructive Pulmonary Disease（クロニック・アブストラ

クティブ・ パルモナリィ・ディズィーズ）」 の略称になります。たば

この煙を主とする有害物質を長期間吸入することにより、肺の炎症が

生じ、呼吸困難や咳などの症状がみられる病気のことをいいます。 

ＨｂＡ１ｃ 

「ヘモグロビンエーワンシー」といい、血糖が結合したヘモグロビン

が存在している割合をパーセント（％）で表したものになります。血

液検査により、過去１、２か月の血糖値の状態が分かるもので、糖尿

病の早期発見や血糖コントロールの把握に用いられます。 

ＨＰＶ 
「ヒトパピローマウイルス」といい、子宮頸がんをはじめ、肛門がん、

膣がんなどの発症の原因となるウイルスのことです。 

ＨＴＬＶ－１抗体

検査 

「ヒトＴ細胞白血病ウイルス１型抗体検査」といい、血液のがんの一

種である成人 T細胞白血病等の病気の原因となるウイルス(HTLV-1)に

感染しているかどうかを調べる検査です。 

ＫＤＢシステム 

国保データベース（KDB）システムのことです。国保連合会が健診・保

健指導、医療、介護の各種データを利活用し、「統計情報」や「個人の

健康に関するデータ」を作成するシステムとなります。 

ＬＤＬコレステロ

ール 

一般的に「悪玉コレステロール」と呼ばれています。肝臓で作られた

コレステロールを身体全体へ運ぶ役割を担っており、血液中に増えす

ぎると動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や狭心症・脳梗塞などの動脈硬

化性疾患を発症させます。 

ＮＣＤs（非感染性

疾患） 

「Non-communicable diseases（ノン・コミュニケーブル・ディズィー

ズ）の略称になります。世界保健機関（WHO）の定義で、不健康な食事

や運動不足、喫煙、過度の飲酒などにより引き起こされる、がん・糖

尿病・循環器疾患・呼吸器疾患・メンタルヘルスをはじめとする慢性

疾患をまとめて総称したものです。 

ＰＨＲ 

「Personal Health Record（パーソナル・ヘルス・レコード）」の略称

になります。デジタルを活用して、個人の健康、医療、介護に関する

情報のことを指します。 

ＱＯＬ 

「Quality Of Life（クオリティ・オブ・ライフ」の略称になります。

人の生活の質のことで、「その人らしく充実した生活を送る」という意

味になります。 
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